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I　　は　　じ　 め　 に

（ 研究 の 目的・ 対象・ 方 法 お よび 経過 ）

1 。研 究 の 目的

現 代日 本 社会 の驚 異的 成 艮 に対す る 世 界的 関 心 の高 ま

り から 、 そ の中 心的 原 動力 の ひ とつで あ ると 考え ら れて

い る 日本的 行政 官 僚 制の 見直し 論が盛 ん に行 わ れてい る。

その関 心対 象は 、単 に制度 的・ 法律的・ 機構的 な 静態 的

解明 にと ど まら な い。 むし ろ 主 たる関 心 は、 ①「 組織 の

内 部特 性」と ②「 職 員意 識 の性 向」 と ③r 環 境状 況 の変

化 」 といっ た緒 要 因・ 緒関 係 間 のダ イナミ ッ クな ネット

ワ ーク の中 で。 で き る かぎり 総 合的・ 状況的・ 動態的 に

アプ ロ ーチし て い くこ とで あ る 。理 論的 にい えば 、 とり

わけ ロ ーレン スや ロ ーシュ （P.R.Laurence    S   J.W.Lorsch

）ら に よっ て 提唱 さ れて き たコ ンティ ン ジェ ンシ ー理 論

の。r 環 境-・組織-・集団-> 佃人 」間 の 適合性 如 何と い う

課題 を分析 して い くこ と であ る 。

し かし 最 近 の ネ オ・ コン ティ ンジェ ン シ ー・ モデ ル で

は 、 変 革主 体 とし て の人間（ 職 員） の 動機や 意 欲や 能力

な ど がより 重要な フ ァ クタ ーとし て 再 検討さ れるよ う に

なっ た 。つ ま り変 革 主 体が状 況 をど れ だけ 、ど のよ う に

認Pa,し 把握 して い る かとい う 問 題 が重 要視さ れるよ う に

なっ て きた 。 状況 に対 す る鋭 敏 な感 性や 認知 能 力 がな れ

け ぱ 。変 革 の 方針も 計画も 政 策も 出 てこ な い からで あ る。

そこ で 、オ）れ わ れの研 究対 象 とし て 、 まず、 全 閥自 治 体

総 体 とし て の 行政 体 がい かな る 自己 認 識のレ ベ ル にあ る

か（ 自 己組m の客 観 視） につ い て。 そ の現 実態 を数量的

に捉 えて お き たい と考 え た。 組 織は 常 に環 境ニ ー ズにう

まく 対 応し てい か

ねば なら な い から であ る。 そ の現 実 分 析を 通し て、 さ ま

ざ まな問 題点 が摘 出さ れ。 その 上で 原 因解明 や さら な る

変 革 へ の提 言、 新し い 組織 デ ザ イン の 構築 など が志 向さ
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れ るよ う に な るで あ ろ う 。

「 な ぜ 、 い ま改 め て 、 組 織 変 革 の時 代 な の か」 と いえ

ば 。今 回 のヒ アリ ン グ調 査 を通し て 何 度も 痛感 さ せ ら れ

た が 、「 現 代 自 治 体は まさ に 自 ら の サバ イ バル 戦 略 を賭

け た戦 い の時 代 に 入っ た」 と い う感 慨 から で あ る。 し か

も そ の サバ イバ ル とはn 生 き 残 り/タで は な く 、II 勝ち 残

りII でな け れば な ら ない 。 マ チや ム ラ その も の が解 休す

る かも し れな い から であ る 。 広域 行 政 圏化 、 逆 州 制 案、

自 治 休 連 合 構想 、 市町 村 合 併 促 進な ど が大い に推 奨さ れ

て い る 。自 治 体fill、 地 域flllの 格差 は ま す ます 拡 大 す る一

方 で あ る 。 かつ て 全 国 一 律 平 等主 義 の下 に　保証 さ れて

きた 政 策 方 針は 今 やn 画 一 的・ 悪 平 等 主 義zy とし て 反 古

同 然 と な り 、 そこ に 市場 原 理 や 自由 競争 意 識 を 導 入し て

いく 方 向 に 変 わっ て き た。民 間 活力 の導 入 は時 代 の変 化 、

流 れで あ る 。 そこ で 有 能・ 無 能 、 努力 ・ 怠 慢。 鋭 敏・ 鈍

感 など の 適 性 能力 や 行 動 能 力 を所 有 する 者（ 自 治 体） の

み が残っ て い く とい う こ と に なっ て き た 。自 治 体 の 時代

は同 時 に、 そ の受 難・・試練 の時 代 でも あ る 。 そ こ で 、全

自 治 体は 否 応 な く 組 織（ 自 己） 変 革 の必 然 性 に迫 ら れて

き た ので あ る 。

自 治 体 をめ ぐ る 内 外 環 境 状 況 の変 化 は 極 めて 急 激 かつ

多 様 であ る 。 例示 し て も 。 情 報 革 新（ ニ ュ ー メ ディ ア の

導 入 ） 、地 域 の国 際 化（ ボ ーダ ーレ ス社 会 化 ） 、 成熟 都

市化（ 文化 行 政な ど ） 、 さ ら に は 高 学歴・ 高年 齢 化、 団

塊 世代 の上 昇 化な ど の 諸問 題 があ る 。こ う し た 論 争 へ の

対応 は 、 や がて 住民 ニ ー ズ や行 政 課題 とし て 自 治 体 内 に

イ ンプ ット さ れるこ と に な る 。

で は自 治 休 の内 部 組 織 と して は 、い かに 対 応し つ つ あ

る の か、 そ の「 環 境 適 応 型 の シ ステ ムづ く り 」 が模索 さ

れて い る 。 一 体ど のよ う な 糾 織 理 念 の下 に、 ど の よう な

変 革:プ ロ セ スを経 て 導 入 さ れ、 かつ 適 合 し て い る の か、

そ れら の コン テ ク スト や パ タ ー ン 化 がモ デ リ ン グさ れな
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け れ ばな ら ない 。 そ うし た新し いシ ステ ムづく り のた め

の可 能性 や 条件 や 手 法 が探 求さ れて い る のであ る 。

組 織や 職 場 の 健全化 ・ 活性 化・ 能 率化 とは常 に 環境 と

の対 応関 係 に おい て 充足さ れるも ので あ る。こ の ような

意味 で、 自 治 体は 地 域 環境 に開 か れた行 政組 織で なけ れ

ば な ら ない 。 では 、 本当 に地 域 社会 に開 か れた行 政組 織

とは い・かにあ る べき か。こ のテ ーマ は既 にコ ミュ ニティ

諭、 住民 参加 論、 まちづ くり 諭 などで も 収り 上げ ら れて

い る。 住民 と 行 政と の 接点 にあっ て 、自 治 体お よび 公務

員 の本 来 の存 立 根 拠 が根本的 に問 い 直さ れて い るので あ

る 。

現代 自 治 体に おけ る 新し い 行政 組m 像とは 、 端的 に 言

え ば。 「開 放 型 組 織モ デル 」 のこ とで あ る。開 放型 組 織

と は。 地 域 社 会全 体に 開 か れたも のであ る 。 それは 常 に

オ ープ ンで ソ フト で デ モ クラ ティ ッ クな 組織で あり 。

「 まち づく り 型自 治体 」 を志 向 して い るとい え る。 そし

て まち 全 体 を恰も ひ と つ の会 社組 織の よう に みなし 、あ

ら ゆる 地 域資 源 を 経営 資源 とし て有 効 活用せ んとす る 。

新し い 組 織理 念 は、 「 参加 」と 「開 放 」と いう キー・ コ

ン セプト を 大切 にす る 。参 加と はす な わち 、住民 や 企業

や 職員 あ るい は 自治 体 白身 がより上 位 の階 層や 団 体に お

け る最 高 意思 決定 過程 に直 接 参画し て いけ るル ール や ル

ート を獲 得 、保 障さ れてい る という こ とで あ る。 ま た開

放 とは す な わち 、 そうし た チャ ン スをでき る かぎ り 切り

開 いて い こう と いう も ので あ る。こ の両 概念 のベ クト ル

をめぐ っ て 。今 烈し い 苦闘 が展開さ れてい る 。こ のよ う

な 変 革理 念 の 導入・ 実 践 過程 のダ イナ ミ ズ ムや メカ ニ ズ

ムを 客 観的 ・ 数 量的 に明確 化し たい と いう こ とであ る。

またこ のよ う なデ ー タや考 察 結米は 、 研 究 社の みなら ず

火 務 家に とっ て も 極め てIH` 虫 かつ必 要な 資料 とな るで あ

ろ う 。
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2  . 対象

本 研究 の大き な課 題 は、 まず ． ①行政 組 織変 革 の実 態

分 析 から 、 全 体的・ 一 般的 傾 向性 を掌握 し 、 その 中 から

共 通 して 見 出さ れ る経 験的 法 則性 を発見 し てく るこ と．

②と り わけ 組 織変革 に着 手 し 成功 し た事 例 を 詳細 に 検討

し ． 変 革 のた めの 諸 条件 を普 遍化 す るこ と 、さ ら に ③総

体と して の組 織変 革 論や 組 織 変 動 論の理 論 化 や論 理 化 を

図っ て いく こ と． な どで あ る ．

し かし 本 稿 で の小さ な 作 業 は 、 抽出し た市 町 村レ ベル

の デ ータ をお さえ 、 そこ から 少 しで も 一 般的 傾 向 性 を 検

討し て いく こ と 位し かで き ない ．こ こ で は 主と し て 、 昭

和60 年 度中 に実施 し た 聞 き取 り 調 査 やア ン ケ ート 調 査 の

実 態 分析 を中 心 に考 察 を 進 め る． と り わけ 今 回 の アン ケ

ート 訓査 は 町村役 場 に実 施し て お り 、こ れと笛 者 た ち が

既 に3 年 前 に実 施し た 市 役所 のデ ー タ（ 日 本 都 市 セン タ

ー編『 新 し い 市役/?f 事 務 機 柳（ 現 状 分 析綿 ） 報 告 書』 昭

和61 年 ． お よび『 新 し い 市 役所 事務 機 構 の方 向 』昭 和62

年 を 参照 さ れ たい） と の 比 較 分 析 を璽点 的 に行 う ．

本 研究 の 特色 の ひと つ は ．こ う し た小 さ な町 村レ ベル

に 焦点 を当 てて い るこ と で あ る ． そ れは 過 疎町 村 ほど 存

亡 問 題 に直 面し 、 危 機 意 識 が相 当 に高 く 深 刻で あ る から

で あ る． そ れゆえ に 、彼 ら の自 己 認 識 の度 合 や内 容 につ

い て よ り 詳細 に 把握 して お き たい ．組 織 変革 の成 否は ま

さ にこう し た状況 認 識 の 深さ と 合 致 じて い る た めで あ る

3 . 方 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

昭和63 年 度は 主 に． ①先 進的 自 治体 へ のヒ アリ ン グと

②アン ケ ート 調査 の 実施 を中 心 に 進め て き た ．ヒ アリ ン

グは でき る だけ 現 地 調 査に 出 かけ 、面 白 い ユ ニ ー クな 事

例発 見 に努 め た． そし て 該当 す る 自治 体 から の 資料 収集 、

情 報交 換、 訓 査 依頼 、 事 例研 究 な ど に取 り組 ん だ・    訓査

地 は、 大阪 府 ． 神戸 市 ． 槌 浜 市． 気 仙沼 市、 遠 野市 ． 愛

知 県 設 楽町 ’作 手 村、 三 璽 県 多 気町 、 岡 山県 牛窓 町・ 新庄村、
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一 ノ関 市． 大山 町 、 柳川 市． 松 崎町 、佐世 保市、熊 本県 、

熊本 市、 唐 津市 、佐 賀 市．久 山 町、 北九 州市、甲 府市 、

山形 市、 更 殖 市、東 京 都、 足 立区 、板 橋区、 中野区 、新

宿 区．東 京 都 特別区 役 所、 日 本 都市 センタ~ 、日 本地 域

開 発 セン タ ーなど であ る ．ご 多 忙中 にも かかわらず、 快

く応対 し て下 さっ た 担当 の方 々に改 めて 深甚 の謝意 を表

するも のであ る．二 度と は 会え ぬ であ ろう 人 々から 、 余

り にも 多 く の 憤怒や 不 信に 満ち た 遺言 を聞 かさ れた思い

であ る ．

アン ケ ート 調 査は 、昭和64 年3 月10 日、 各自治 体の総

務 課長宛 に発送 。同 月下 旬 まで に回 収さ せて 頂い た。こ

の結果 、650 町村 に配 布しう ち205 ケ ー ス が返送さ れ、204

ケ ース が有 効表 であっ た。 郵送 法 によ る回 収率とし て

は32% と 高率で あ り、 有効 回 収率 もほ ぼ100% に 近い 。

こ れは お そら く各 自治 体 の関 心 の高さ を示 唆するも ので

あ り、 置 かれてい る状` 況 の厳 しさ を反映 して いるも のと

考 えら れる 。状況 の厳し さ とは 、 要す る に。旧来 の官 僚

制組 織モ デル の硬 直性・ 形 骸化・ 形 式 主義 など の官 條主

義化 の 弊害 に よっ てm 機 能性 が 見失 わ れ、 逆機能 現政 が

噴出 し 、 そ れだけ に脱 官 僚制 化 のあ り かた が真 剣に 切実

に求 め ら れて い るとい う 意味 であ る。

また 昭 和64 年 度は。 調 査表 の 整理 、 集計 、分 析。 文章

化 。 報 告書 の作 成な ど の作業 に 従事し て き た。し かし 今

回の 報 告書で は 、デ ー タ分 析は 単純集 計 およ び クロ ス集

計 が中 心で 、 より 細 かな 検討 ま では 悶 に合 わな かっ た。

町村 と 市と の対 比 の中 で 、大 枠 。 それぞ れの特 徴 を強 調

す るし かな かっ た。し かし な お 今後 とも 。 持 続す る志 を

もっ て よ り 詳細 な考 察 を施し て いき た い 。

4 。経 過

以 上 のよ う

その成 果 発表

な 調 査研 究 を

に関 して は ．
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し てい き な が

ずつ 詐 め公 表
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いと 考 えて い る 。

①口 頭 発 表で は 、 第3 回 自 治 体学 会熊 本 大会で 発表 し

た（ 論 旨 につ い て は 本 誌付 属 資 料 に添 付 ） 。 ②記 録 物で

は、 「 行 政 組 織 にお け る 新職 員 論 －と く に 行政プ ロ フェ

ツショ ン とし て の専 門 職 制度 の導入 につ い て ー」（ 東邦

大学 医 療 短 期 大学 紀 要第4 号） 、「 産 業・ 労 働と 職業 生

活 」（ 学 文 社 ） 。「 行政 組 織 の理 論 」（ 東 海 大学 出 版 会）

な ど の小 論 を現 在投 稿 中 であ る（ い ず れも4 月刊 行 予定 、

本 誌序 を 参照 のこ と） 。 こ れ ら のデ ー タや 事 実 や知 見 の

意 味 す るも の に つ い ては 、 さ らに あら ゆる 機 会に 追 尋し

て つも り で あ る 。

最 後 に、 本 研 究 活 動 の遂 行 に 当り 、 私は 多 く の 新し い

方 々に 出 会い 、 予 想 以上 の人 の や さし さ に 触 れた 。 今は

そ のや さし さ が身 にし み る。 一 人一 人 の名 前は 記 さ ない

が。 本 書 を 読 ま れる 方 々 に厚 く お 礼 を申 し 上げ た い 。 本

書は ご 協力 、関 与 さ れた方 々と の共 同 作 品 であ る。

6
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［

唄 目

IT r 行政環境の変化と行政組織の応対に関する調杏」

の分析

以下、アンケート調杏表の質問項目に沿って検討して

いこう。

Q  1 r 祁市経営の方法として、今後、どのような形で

行政サービスの執行を行う方がよいと考えますか」とい

う問いに対し、市町村とも、第一位は「 原則として地方

団体が直接執行すべきであるが、一部の業務は民間に委

託するl という、いわゆる「 民間委託化｜推進の方向に

あることがわかった。これは市（45.7 ％）、町（43.8 ％）

村（39.0 ％）ともほぼ同率である。また、町村の4 分の1

が「 収益部門の運営管理は、民間委託や外部団体に任

せる」ど 委託化″や“外部化”の方針に賛同している。

これに対し、（ 市民協力c ボランティアほか）で行う」

という考えは、村（5.1 ％ ）や町（12.1 ％）で低率であ

り、逆に市では20.9％とやや高い。人口数が少ない自治

体ほど住民参加や市民参画にはあまり熱心ではなさそう

である。 そして「 できるだけ地方団体が直接執行すべき

である」という意見が、市（0.8 ％）、町（7.2 ％）、付

（11.9 ％）と下降するにつれて増加している。

クロス集計表　］

名（ 縦一揆）
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1.    てきるだけ地方団 体が直陥執行すべきであろ

2. 原則として地方団体が直陪執行すべきでち石が．一部の業務は民間に委託する3.

ip.益部門の運営曹理は．民間委託や外郭団 体に任せろ

4. できゐだけ男3 セタターカ式を導入して行う

5.    市民S 力(  ボランティアほか）で行う

6.

q

そ　　の　　他fV

 f＼

Q  2「 予算編成の際、住民の意見を聴取する方法 」に

ついては、［ 採用していない ］自治体が市で67.6 ％、町

村平均で43.5% であり、それほど活発とはいえない。し

かし、市町村の2 割以上がいずれも［ 地区懇談会・市民

槃会等を開催し、広く予算に対ずる意見を聞く］という

設問を肖’定にている。こうした参加機会が増えているこ

とに注目しておきたい。また、［ 各種団 体代表と懇談会

を開催し、予算に対すろ要望等を聞く ］という意見も、

巾(9.8  ％) レベルよりも町(18.9 ％）、村（2^.7% ）

と坦励が小さくなろにっ れて増人し、各種団 休からの心

接・間接的影響を受けているものと推察される。これは

巾と町村とではデータ的に2 倍の開きがあり、 外部団 体

からの影響力は小さな自治体ほど相当に大きいようであ

る。一方、「 予算に関するアンケートや市長への手紙 」

あるいは「 市政モニターからの意見聴取 」などはあまり

実施されていない。

8 －2
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1. 採用していない

2.　一般市民に，予算に閤すろ了ンタート ま`たは市長への手紙を実施する3.

地区懇談会・市民集会等を閤催し, 広く予算に対する意見を関く

4 各種団体代表と懇談会を聞催し，予算に対する要詔等を聞く

5。 市政モニターから予算^ 関する意見を聴取する6.

    -tの他
（ μ体的な（:：

-
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0.005506

0.164570

ri い

Q 3［行政の決定過程への各団体の影響力の程度］に

ついて。

O ）「中央官庁やt 級団体からの指導・通達」は、巾

町村とち8 割以。トが「強い｜と感じている。とりわけ市

レベルでは9 割にも達し、中央官庁からの指示・命令・

通達・指導など、いかに圧倒的影響力をもっているかが

示されていろ。
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（2）「 地m の各種団体。目こついては、町村と巾との間

で大差なく、ほぼ同率の4 ～5 割が「 やや強い」と感じ

ている。（1）の中央官庁からの影響が「 非常に強い」に

集中していろのに対し、それほど強くはなさそうである。
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項 目 名

（3）「 個別住民のニーズ」は「 どちらともいえない」

に約半数が集中し躊躇している。これは自治体間に差は

ない。
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（O 「 議 会 ・ 議 員 」の 影響 力 は、 やは り「 ど ち らと も

いえ な い 」に 約6 割 が 回 答 し 、 強 い と も弱 い と もいえ な

いよ うで あ る。 こ れ も自 治 体 間 に あ まり 差 は な い。
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（5）「 市長の支持母体（ 政党・役員・後援会・企業な

ど）」については、6 ～7 割が「 どちらともいえない」

と答えていろ。強いていえば、町レベルが「 非常に弱い」

（11 .7％）と感じ、市レベ ルが「 やや強い 」（24.6 ％）

と思っていろ。
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クロ ス災 計表　 ］

目名 （縦-  咲 ）： 項目
－ －
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3. キ
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合t ＼

6

5(

6 （2(

一一一13(

1 Q3

（ ・/. )　 合 計（y-  ）
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）0.8

）

5

59（100.0)145

（100.0 ）256(100.0
）

－ － 一 一 一 一

2.8)　460(100

カ イ2  乗値（ 自由 度）

クラ メール の間 遠係数

項 目 名

－ － 一 一 一 －

i. 鯛2.,if

土 重

合 肝

［

項 目
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－－－4097166
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－－－－一一 －
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1
5

－ － －
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IB（　3.3)　4GO<lOO.0l

無 効 標 本 数0

44.42389  （　10    )　 有 意確率0.0000030.219743

（6）「 職員組合」は町村の4 割以 上が「 弱い」と思っ

ているのに対し、市が「 やや強い｜と感じている。これ

は両者間の細合活動の実態の格差を示唆するものであろ

つ。
（ 縦 一 摂 ） 一

ｅ

1 。(  ・/.　）

－－－－－ －－一一14(

23.7 ）29
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川 I! 名

（7）「 頬似郁市（ 類似的・先進的自治体など）」は、

過半数が「 どちらともいえない」に傾斜し、項目間、自

治体問において同 傾向である。

（ 縦 一満）：tan    I  －Q3-7.
－－－〃〃－－－－四1
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クロス集廿表　 ］

名（ 縦一棋）： 項目1 － Q3-7
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無効標本数0

26.85477(　10    )　 有 意 確 串0.0027460.170851

（8）「各種審議会 」については、町村よりも市の方が

「 やや強い｜と感じている。これは市レベルの審議会活

動がより活発であるからといえるかもしれない。　総じ

て、自治体における意思決定過程への影響力行使者は、

各自治体をとりまく身近な団 体よりも、中央・上級監督

官庁からの影m 力が決定的に強いことが判る。
（ 縦 一横）： 項目1 － Q3-8.
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項目名

Q4 「 住民ニーズを把握する方法。目こついて。

（1）「 住民との意見交換や対話集会 」は、市町村とも8

割以 ヒが「重視している｜と同答している。
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（2）「 アンヶ－ト洲介」は、町村の6 割が'Mm し、そ

れ以上に市の8 割強が採用している。
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［

(3）「各種団体からの要望・陳情」も、全自治体とも

揃って8 割が重視レC いるという。この項目では、「あ

まり重視していない」「ほとんど重視していない」とい

う回答欄がいずれの自治体でもゼロ同答であったことも

特徴的であろ。
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（O 「佃別住民からの要諸」は、「どちらともいえな

い」という微妙な回答がいずれも半数近くある。どちら

かといえば、町村よりも巾の方がより重要視の度合いが

高い。この点、住民に接する基m 自治体としての町村の

約15％が「あまり重視していない」というのは問題であ

ろう。
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［

0  5「 細織内部において、把握した住民ニーズを具体

的にどのような方法で政策へと反映させているか」とい

えば、多い順に、「 事業計両の立案または事業化の際に

参考としている」（ 町村平均42.2％、市92.6％）、「 総

合計画などの中に組み入れろようにしている」（WT 村平

均37.0% 、市61.2 ％）という。しかし、「 恒常的に統計

化し、データとして首長（ 庁議）へ報告し、できるもの

から政策に反映さ廿るようにしていろ 」という自治体は

少なく、・町村で9.6 ％% 、市で16.8％であった。それで

も市の2 割弱がこうした数m 化によろ政策づくりに積極

的に取り組んでいることは評価すべきかもしれない。

クロス集叶表　］

項p 名（ 縦 一以) ： 項目1   - Q5
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合 計　　22{　2.5)       878（100.0 ）

カイ2  乗値（ 自 由度）

クラメール の関 連係数

3

48(
124（237(

（　y.   )

－一 一一一－40.7

）42.8)50.

 4 ）

4O9 （　46.6)

4

無 効 標 本 数0
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・
　

・
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9
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－
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く
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n
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C
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34.74926(　10    )

5

0

2

5

（　X　 〉

一一一－－ 一一

（　0.0 ）

（　0.7)

（　1.1)

合it（y.

1 18（100.0 ）290(100.0)470(100.0)

7(　0.8)　878(100.0)

無 効 似 本a  0

有意 確^i 0.0001380.140673

0. 6「 政策決定過程に住民自身が直接参加し、フィー

ドバックし合うような什組み」は、町村ともにほとんど

作られていない。僅かに村で2 ケ所、町で15ケ所（10.3

％）ほどであった。これは市でも31ケ所（12.1  ％）で

ある。さらに定期的に開催していろ自治体はもっと少な

く、随時に開催しているとのことであった。
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Q  7「 住民と行政との関係」について。

（1）［ 住民ニ ーズは行政にうまく反映されていない］

という意見は、村でこれに同感する者が多い（40.7 ％ ）。

逆に町では「 まあまあ反映されていろ 」と思っている（45.5%

）
 
これは両者間で有意差がある。さらに市ではそ

の6 割が「 反映されている｜と肯定的である。

項 目名（ 縦 一横）: 項 目1 －Q7-1.

l （　X

村

町

に
亙

ｔ

一
　
I
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1
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合

）

I
J
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0
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6
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く

く
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0
9
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1)
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）

2 ¶(　5.2)　208(　45.2 ）

項目 名（≪3一啖）： 項目1 －07-1

1
2
3

合 計

6 (  ・/.　）

1
1
1

4
4

つ
I
I
　
I

い
r
5

　

―
t
　
・
―

ぐ

ぐ
1
2
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3
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59（1001

 dS（1  002SG(
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一 一 一

1
1
1
0
0
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7(　1.5)　450(100.0)

カ イ2  ifi 値( 自 由度）

クラ メ ールの 関連 係敗

項 目 名

1
C
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n

吋
町

合 肝

［

f

3

I7(

51  （71

 (

139(

（

X　 ）
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35
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一一30

8)

2 ）7)

－－2)

4.

－－－24(25

（

無 効 標本数0

（　y-  )

40
17

7 ）2)

31  (　12.1)

－－－－一 一一一一80(

17.4)

5

0(

1  (1

 (

一一2

 C

38.45160(　10　 ）

（

X　 ）

一一－－0.0)0.7)0.4

）

○

－ － 一 一 一 一

無 効 標 本 数0

4 ）

－ 〃 － －

合 計 （y.

一一－－－－，59(1001-45

（100256(100

）

－ －0)0)0)

46O(  100.0)

有 意 確 率0.0000320.204439

（2 ）「 行政 施策は計叫 的に 俊先I!I(({>V.に そって 行 われて

いるか 」とい う設問に、 市 町村と ち圧 倒的 に肯定してい

る。

（ 縦 一咲）： 項目1 － Q7-2
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ク ロ ス 集 計 表　 ］
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 （　0.7)6(　2.3
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項 目 名( 縦 一 横 ） ： 項 目1 －Q7-2
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自
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カ イ2  乗帆（ 自 由度)

クラメ ールの関 連係 数

3.

一一一12
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（
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M
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4

一 一 一 － － 一 一 －

3)

5 ）8)

26（96
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（

（

無

一一

％

44

66
64

効

）

一一1

）2

）8)

76(　16.5 ）　288(　62.6)

42.11338(　10　 ）

標 本 数0

5
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（

一 一一73(

（ ％ 〉
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ふ
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It  ( y- ）
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256(100.0)
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15.9)　460(100.0)
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無 効 標本数0

有S:  確 率　0.0000070.213952
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項

項 目 名

二 － － 〃
－ － －

（3）「 住民ニーズの把握は十分であるか」といえば、

（30.4   ％）よりも市の方が「 まあまあ十分に行われてい

る」と判断している。しかし「 どちらともいえない」が

村レベ ルに下降するに従って増え、判断に戸惑っている

様子が窺われる。

( 縦 一横)     : 項目1 － 07-3

1
(     X　 ） 2 。（　y.  )

1

-l-- 皿W-皿---〃皿---- ㎜皿-〃皿皿皿--
肘　　0(　0.0)　11

 （　18.6)
町　0(　0.0)　25 リ7.2)2.  13]　　0(　0.0)　　25<　17.2)3.

  ふ　　　1  （　0.4 ）　31  （　12.1).
－。－jt －: 

合 計 1 (　0.2 ） 67 （　14.5)

項 目 名 （ 縦 一 横 ） ： 項 目1 －Q7

－ － － － － － －

l
C
N

　
n

ふg 計

6。(  y. )　 合ti  （y.   ）

（

（

（
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0
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7 ）4)

5（　1.1)
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（100256
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ぐ
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無幼標本数0

(  y.  ）
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一一一一 一一一一一一20Z(

43.9 ）

4 (  ・/.　）

14(　23.7)

48(　33.  nUK　43.4)

一 一一－ －一一－－－173

（37.6 ）

5

ぐ

ぐ

く
3
3
6
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1
1
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1
1
3

a

一

●
m

　
C
M  
C
M

12 （　2.5 ）

3

0 ）O

）0)

460(100.0)
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カイ2  乗値（ 自由 度）

クラメール の関 連係数

無 効 標 本 数0

一 一 一 一

合It  （X  ）

59（100.0 ）145(100.0

）256

（100.0 ）

460(100.0 ）

21.77395 （　10     ）　 有 意 確 率0.0162990.153842

（O 「 地域情報のシステム化はあまり進んでいない」

という意見は、全体的にこれを肯定するところが多い。

こうした認識は同時にその必要性を感じているとも受け

取れる。その認識度は市の方がより高い（67.6 ％）。
目 名

－ － i － 皿 二 ㎜

吋

内

を
F

φ
一
　
●
『
1
1
2
3

　　
合

（ 縦 一横）： 項目1 － Q7-4
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4
8
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［

項 目

クロ ス集計表　 ］

名（縦 一横）： 項目1    －Q7-4
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ク ラ メ ー ル の
関 連 係 数

19.52906 （　10    ）　 有 意 確 率0.0340350.145595
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（5）「 行政サービスは最近やや過剰ぎみである」とい

う意見には、市町村ともその4 割が「 やや過剰ぎみで
あ

る」と判断している。しかし同時に、ほぼ同率の「 どち

らともいえない 」という意見もある。3 者間の比較
でい

えば、村の方が過剰ぎみだと思っている（54.3 ％）
。

項 目 名 （ 縦 一 揆 ） ： 項 目1 － Q7-5
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14.34895 （　　8    ）　 有.-f. 確 率0.073112

0.124887

（6 ）r 行政施策が場当たり的で統一性に欠ける」とい

う意見は、一一様に「 そうは思わない。|と反発する（4 割）

しかし、場当たり的で不統一、一貫性に欠けると告発し

ているのが吋である（35.6  ％）。村の方が自己矛盾の

実態を冷静に評価しているといえよう。
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項 日 名
（

（7）「 住民参加をさらに進めることが望ましい」とい

う考えには、いずれも7 割以上が賛同している。しかし、

「 必ずし も望ましくない。|という考え方を村の1 割がもっ

ている。これは住民参加の知識や情報やノウハウや体験

などの絶対的不足からくるものが多く、また受け入れ側

としても未成熟であるともいえよう。
縦 一 次 ） ： 項 目1    -Q7-7.
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項目1 － Q7-7
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クラメールの関 連係 数
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無 効 標 本 ≪     0

22.37647(　10     )　 有 意 確 串0.0132970.155956

（8）「 出先機関はもっと統廃合すぺきである」という

意見は、町村と市で微妙な食い違いを見せている。つま

り、どちらかといえば市は統廃合の推進に賛成し（35% ）

、町村はこれに反対する（28.5  ％）という傾向が読み

取れる。町村側からすれば、出先機関の存続を希望して

いるといえろ。

（縦 一横） こ項目1 -  Q7-8
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（9) 「 住民ニーズの把握と行政サービスの実態との相

互関係はうまく行われているか」といえば、いずれも半

数近くが「まあうまくいっている」と答えている。しか

し村の2 割が否定的であり、「あまりうまく行われてい

ない」と判断している。

吼 目 名（ 縦 一横）:  項目1 － q7-9

l
C
M

　
c
n

－ 一 一 －

ふ

PI

村
S
H

＾
.

計
一 一 － － －

［

1
（　X

）

1  (　1  .7 ）0(

0.0 ）4

（　1  .6 ）

一一一一 一一一－5

（　1.1)

ク ロ ス 集 肝 表　 ］

）

－－6)3)6

）

一一4)

（ ％

一一一18108

2.

－ 一一IK15(22(

・ 一 一 一 一

－

48(　10

4(　0.9 ）　460(100 0)計
ふ

1=1

7)

4)

4)

1

1

0

59〈100.0 〉145(100.0

）256(100.0
）

竹

町

お
ト

・
　
一
　
一
l
C
N
j

　
n

6 。

－ 一一1

 (2

（1

 （

( y. )　 合 計（y-  )

項 目名（ 縦 一横）： 項目1 － 07-9

－ － 一 一

59(100.0)

145(100.0 ）256
（100.0)

八－ 針

一 一 一 一

1
2
3

く

く

ぐ
1
0
2

1
1
1
7
0
8

ゆ
　
・

－
1
0
0

封
町
皿

6 （　X　 ）

lit 0 名（ 縦 一揆）： 項目1 － Q7-10

クロ ス集 針 表　 ］
［

21  (　4.6)　127 （　27.6)　178(　38.7 ）　12Z(合 計

1)

0)

2・ 町　　3(　23.

   ホ″lfl （　7
。U- 。。－ －－－。

l. 摩t　　0 （　0 ．0）

1

( ii　 〉

項目 名（ 縦 一揆 ）： 項目1    - Q7-10

（10）「 職員が住民のグループや運動に積極的に参加す

るようになったか 」といえば、町村で肯定的意見が多い

（ 約4 割）のに対し、市ではむしろ否定的で「 あまり参
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以上を整理してみると、村では、住民ニーズの把握は

不十分で、行政施策も場当り的で統一性に欠け、住民ニ

ーズの把握と行政サービスの実態との相互関係は必ずし

もうまく行われていないと思っている。職員が住民のグ

ループや運動に参加しているわりには、住民参加には必-
一一-

ずしも賛成ではない。むしろ行政サービスはやや過剰ぎ

みだと思っている。総じて、かなり混乱ぎみで、ひとっ

の明確な方向性を見出しているとはいえない。

町は、化民ニーズは行政にまあまあ反映されていると

感じ、概して市に近い反応を示している。ただし出先機

関に関しては、統廃合に反対意見が強い。

市は、住民ニーズを十分に把握L 、行政に計画的にう

まく反映していると感じている。この地域悄報のシステ

ム化はもっと積極的に進めるべきだとも判断している。

出先機関の統廃合は推進意見である。ただし、職員の住

民グループや住民運動への参加度は少なく、町村の半分

位しかいない。
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1。住民ニーズは行政にうt く反映されていない

2. 行政施策は計画的に優先ilB位lCそって行われてい石3.

    住民ニーズの把露は-(分である

4.    地域哨娘のシステム化11 あまり進んでいない

5. 行政サービスは最近やや過剰ぎみであろ

6. 行政施飛が哨当り的 で続一t生に欠けろ

7.   住民参加をきらに進めろことか望ましい

8. 出先陪閔はもっと統i%合才ぺきであろ

9. 住民----ズの把㈲と行政サービスの実施との相互間

係はう!iく行 われてしヽ ろ

10.   靫fiが匯民のグループやi!勅に研啄的に参加するよ

うになった
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項 目 名

0. 8 「 絹 織 内 で 住民 要 求 を 把 撮 す る 方 法 」と して は、

多 い 順 に 列 挙 して み よ う( 町村 の 平 均 ％ ）（ 市 の ％ ）

（1） 自 治 会 ・ 町内 会 の役 員を 通 し て（39.0 ％)  （1（{.1

％ ）`

（2） 市 議 会 議 員 を 通 して（25.7 ％ ）(17.2 ％ ）

（3） 職 員 各 人 と 住民 と の 日常 的 接 触を 通 し て（9.7  ％ ）

（19.1 ％ ）

（4） 自 治 会 ・ 町内 会以 外 各 種団 体や 細 織 の役 員を 通 し

て（11.5% ）（9.5  ％ ）

（5 ） μ 論 調 査 そ の 他 各種 調 査 によ って（4.2   ％ ）（20.6

％ ）

（6 ） 学 識 経 験 者 や 専 門 家 の 意 見 に よ って（2.2  ％ ）（2.6

 ％ ）

（7） 職 員 各 人 か ら の 伝 聞 を 通 し て（1.5  ％ ）（1.2  % ）

（8 ） 広 報 担 当 者か ら 聞 く（1.2  ％)  （1.8  ％ ）

（9) マ ス コ ミを 通 し て(0.5  ％ ）(1.0  ％)

（10 ）そ の 他（1.2  ％ ）（7.1   ％ ）

町 村で は、 「 自 治 会 ・ 町 内 会 の 役 目 」や「 議 会 議員 」

の 影 響力 が な お 根 強 い と い うこ と で あ る。 こ れ に 対し、

市 で は、 町 村 と ほぼ 同 傾 向で あ る が 、 その 他「 職 員 各人

と の 日常 的 接 触 」「 各 種団 体 や 組 織 の 役 員 」あ るい は 目i>

論 調 査 や そ の 他 各 種 調 香 卜 こよ って と い う方 法 が 特 徴的

で あ る。
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項 目 名

l 。財2

・町3
呻-W---

合計

Q.9 「 妓 近の住民 参加についてI  数字の多い順に列記

して みよ う（ 前者が町村の平均 ％、後者が 市の ％）。

（1 ）参)jnの 制度 やル ールが作られてい ない（29.7 ％ ）（37.3

 ％）

（2 ）議 会の活 動が活発化して きた（19.9 ％ ）（7.5  ％)

（3 ）住民 参加 に対する行政側の真の理解が乏しい（ぼ7

％ ）（19.0  ％)

（4 ）行政が 住民 要求を 積極的に先取りして きたので、

行政サ ービ スが充 実して きた(12.3 ％ ）（17.7 ％ ）

（5 ）住民 の声 はエ ゴに終始している（10.8 ％）（皿3

％ ）

（6 ） 住民 参加はすで に高いレベルに達しており、これ

以 上の発展 は無理だと思 う（2.2   ％ ）（0.2   ％）

（7 ）その 他（2.5  ％ ）（5.8  ％）

これは 住民 参加に対する行政 側の考え方が如実に出て

いるデ ータであ る。 現段階 にお いて、行政と住民 とを む

すぶ中間細 織＝住民 参加型 システムづくりはまだ未熟で

あるとい うことである。「 参加の制度や ルールが作られ

ていないl のは、 まさに［ 住民 参加に 対する行政 側の真

のmm が乏し い ］ためであ るとよく自覚されている。こ

れは政治 参加＝議会ルートと行政参加＝住民 細織ル ート

（ 政策決定 過程への影響力 の行使 ）との明確な区別かっ

かず、そ れほど真剣に取細ま れて いないためであろう。

それゆえ、 “住民 エゴ”と が 地 域エゴ1* “ サ ービス過

剰”とい った否定的批判が 住民 に向けられ、 “議会活動

に任せてお けばよ い“といった意見に集約 されて いくこ

とになる。
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1. 住民 の声 は エゴ に斟 始 し てしヽ ろ

2.　参 加 の ゛mi?. ″や ”A. ―ル“ が 作 ら れていヽ ないヽ

3. 住 民g 加 に 対 す ろ行 政 側の真 の理 解 が乏 しいヽ

4.　住民 参力0は す で に高 いヽ レペ ルレでニ達 し てi りヽ．til. 以 上 の発 展は 無 理 だ と思 う

5.   行 政 が 住民 要求 を積 極的 に先 取 りし て きたり で， 行 政 サ ービ ス が充 実 し て きた6.

    誦 会 の活 動 が活 発化 し て きた
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QIO 「 コミュニティ・センターの竹理運営 」は、|町村

では、現在、（1）ii'i接管即方式（56.4 ％）、（2）住民や

ボランティア団体への委託[^. ＼％ ）、（3）民間企業へ

の委託（3.9 ％）、（o）第三セクター方式（0 ％）となっ

ている。過半数が直接管即運営しているということであ

る。これを市でみると、それぞれ(0 32.8 ％、（2）29.7

％、（3）1.2 % 、（4）1.6 % であり、なかんずく（2）の

住民 やボランティア団体への委託が多い。さらに将来の

方法としては、町村で、直接管理方式が半減して18.1％、

逆に住民やボランティア団体への委託が倍増（45.1％）

すると予想されている。この予想は市レベルではもっと

高く、直接管理方式は5.9 % しかなく、むしろ住民管理

方式が6 割近くに増えている。概して、民間企業への委

託や第三セクター方式はそれほど考えられていないよう

である。

唄 目 名 （ 縦 一 横 ） ： 項 目1 －QlO-1.----
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Q13「細織機構および運営の改革の必要性をどの程度

感じているか｜といえば、町村で8 割、市で9 割近くが

その必要性を感知していろ。その必要性の認知度はいず

れの自治体でもほぼ同レベルである。

135 （　29.1)　2-l7 （　53.2)

0

3

0

カ イ2  if; 磋( 自 由度)

クラメールの関 連係 数

3(　0.6 ）　464 （100.0)合 計

1
1
1

0
7
8

・
　

争
　

一

〇

〇

〇

ぐ

ぐ

く
0
1
2

1
(
>
j

　
r
;

打

川

丁

二　－

（　Z　 ）
6

目

］

項 目1   －<513.

一一一一一 一一一一 一一 一

合 計 （5i     )

一一 一一一一－－－－ 一一59

（100.0 〉M9

（100.0 ）256

（100.0)

クロス集 計表

名（ 縦-  横

［

項

合 計

39

49

58

4 〔　6  .8)4

 (　2.7 ）12(

4.7)

－－一 一一一一一－20

（　4.3)

22(

44(

69（

0)

7 ）6)

1
C
M

　
c
n

訂
考
1

3.     （ ・/.　）

一 一一 一一一一一－10(

16.9)

21  （　14.1)23(　9.0)

一一－ 一一一一一 一54<

11.5)

（　Z　 ）

一一一一一－37.3)29.5)27.0)

（y-　 ）2.

－－一 一23

（74(150(

41

（y.  )

項 目名( 縦一横）： 項目1 － Q13

22.37291  (　10　 ）

30  ―



Q14 【 その機 構改革で 期待すること 】は、 高順位に列

挙すると次のごとくであ る。

（I ）事務処理の迅速・ 正確化（29.7 ％ ）（29.6 ％)

（2) 職員 の 意識改革（28.7 ％ ）（14.9 ％ ）

（3） 市民 サ ービスの向h （22.4 ％ ）（34.7 ％ ）

（4) 経費節減（8.0  % ）（5.2 ％）

（5 ） 単純作業の軽減（.?>  ％ ）（0.8  % ）

（6 ）人目 抑制（2.9  % ）（12.1   ％）

（7) そのfl!i（O.S ％）（2.-1  ％ ）

こ のうちト位ベ スト3 は、町村で、（I） 事彷処理の迅

速・iV.確化、（2 ） 職□の意識改!yi、(3 ）市民サ ービスの

向 し の順であ る。巾でぼ、（1）市民 サービ スの向 上、

（2 ）事務処理の迅速・正確化、（3 ）職員の意識改革、とな っ

て いる。 加えて、市では人日抑制が 大きな改 革目 標のひ

と っ に挙げら れている。総 じて、い ずれの自治 体で も問

題 点は共通しているよ うで あろ。
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Q15「ごく最近（3 年以内）、大きな機構改革に取り

組んだ自治体」は、「収り組んだことがある」という欄

を見れば、村（13.6%)  ->町（29.5％）→市（35.2% ）へ

と上昇するにつれてその数が増大L ている。とりわけ市

レベルでの改革活動の方が盛んに行われているようであ

る。ただし、［ない］の回答欄を見ればわかるように、60

％～80％が否定しており、全休としては少ないという

ことに十分留意しておかねばならない。

項目名（ 縦 一横）： 項目1 －015.
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Q15 －1「 その時の改 革理念 目こついて。

（1）「 効率性志向 」は、改革に収り組んだ市町村のほ

とんど100% 近くが重視にていろと同答している。
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（2）「 市民志向 」は、町村と市との間で若干の違いが

見られろ。 つまり町村では、（4）の「 やや雨要視した」

（34.2^ ）にウェ イトがかかっていろのに対し、市でははっ

きりと（5）の［非常に重要視した］（45.6!K）と明言してい

る。町村ではむしろ「どちらともいえない 」と戸惑ってい

るようだ。
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（3 ）「 集 ヤ.＼は、全休に「 どちらともいえない」に

集中していろが、対照的なのは、町村が「 やや市要視し

た」のに対し、市では逆に［ あまり重要視しなかった］

と答えていろ点である。これは細織現咬の違いなどもあ

ろう。
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（O 「 個人の創造性I は、総じて「 どちらともいえな

い 」と躊躇 にているが、市（48.9 ％)よりも村（75.0 ％）

の方でとり わけ感じていろ。村レベルではこうした発想

そのものがまだ浸透していないためであろうか。
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（5）「 嘔心的タテ割志向 」は、巾町村とも「 あまり重

要視しなかったI  .tうであろ（4 割前後）o これを 唄視

したのは、町の24.1％であった。
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項 目

一 一 一 一

l

（6）「 公災昨 日よ、村レベルになるほど［ どちらとも

いえない ］r62.5％）が増え、市では［ やや重要視した ］

（42.2％）が目立っていろ。
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（7）「 職R の人間性志向卜 よ、これも村レベ ルに下降

するにっ れて「 どちらと ちいえない！が増えている（75.0

％）o強いていえば、巾が「 やや面要視した」という比

率が高い。
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（8）「 中央志I"] ｜は、「 どちらともいえない」が村で87.5%

、町で62.1 ％、 市でu. ＼％であり、やはり市レベ

ルほど「 あまり重要視しなかった」と回答している。
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（9）「 分願性」は、村の75.0％が［ どちらともいえな

い ］と極めて曖昧であろが、町では半数近く（48.2％）が

これを重要視したとい 聚、この数字は巾の36.6 ％よりもI

冒Jい。
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（10)「 組織の管理性 」は、いずれの自治体も約8 割が

重要視している。ちなみに、「 重要視しなかった」とい

う（1）（2）の回答はいずれもO であった。
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（11 ）「 水平的ヨコ割志向I  (-J:、村の75.0 ％が「 ど ちら

と もいえない 」と圧 倒的に多い。 町と市はその過 半数が
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（12）「経営性卜こついては、いずれも7 割以ヒがこれ

を重要視している。
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100.0

80.  a60.0iQ.d23.0a.a

水平的 横割

組織の管理
個∧ の剖迂 は

垂直的縦割

総じていえば、改革理念の特徴としては、①「 効率性

志向I  (10割`）［ 組織の管興性 ］（8 割）、「経営性」（7

割 ）などを重視する傾向が強く、②「 個人の創造性」「 公

共性」「 職員の人間性志向 」「 中央志向 」「分極性」［ 水

平的ヨコ割志向 ］などは「 どちらともいえない 」と曖昧

であり、さらに③「 垂直的タテ割志向I rごけははっきり

と拒絶する傾向がある。

さらに村の特徴としては、「 個人の創造性」「 職員の

人間性志向l といった考え方はあまりii'Iじみがないよう

である。また「 公共付丿 「中央志向｜［ 分権性 ］などに

どう対応していくべきか、新しい方向性を見出しえない

でいるようである。

町では、「 集極性」をやや重要視し、「 乖直的タテ割

志向 」に傾斜している。しかし同時に「 分極性」にも配

慮を示しており、先の「災権ヤ＼^.＼をも併せると、二律背

反の混乱をきたしているようであろ。

市では、F 市民志向 」［ 公共ヤ目 「 職目の人間性志向 」

［ 水平的ヨコ割志向］などを 積極的に支持・重視してい

る。逆に「 集極性」や「中央志向 」に対してははっきり

と拒否反応を示している。
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乱払



Q  15－2 「 その時 の改 革のn 休的目的 卜 こついて 働先

附敗 に 並べて みると 次のよ うで あろ（ ブト-I :j内の 前者は

現 在、後占 は将来の それ ぞれ町村の平均％、巾の ％ ）
 

（1） 定 員 励の抑 制（22.5 ％）（15.7 ％) →（l.l ％）（10.3 ％）

（2 ） 新現 事業へ の対l(i;（19.8 ％）l6.9 ％）→（12.5 ％）（1

1,5 ％ ）

（3 ） スタ..,フ 部門 の強化(13.1 ％）（7.9 ％ ）・->(U.7 ％）

ぐ目.1% ）

（o ） 責任と昨限 の明確化（io.7 ％）io.7 ％）→（7.1 ％）

（8.8 ％）

（5） 職員 の能力発揮の可能 性（9.2 ％）（2.2 ％ ）->（21.

3％）CI2.8％）

（6 ） 市民 木位の細織 づくり（8.3 ％ ）（26.4 ％）→（9.3 ％ ）

（12.8 ％）

（7) セ クショ ナリズムの克 服（7.'i％）（4.5 ％ ）→（l-l 。 7

％）『目.7％ ）

(8 ） コ ミュニケ ーショ ンの円滑化（3.1 ％ ）（1.7 ％ ）->

（5.5 ％ ）（2.S ％ ）

（9 ） 意思決定 の迅 速化(2.6 ％ ）（9.6 ％ ）→（7.6 ％ ）（9.4

％）

（10 ）その(fed.7 ％ ）（3.4 ％ ）->（0.5 ％ ）（0.4 ％）

町 村で は「 定員 増の抑 制 」「 新 規事業 への 対応 」など、

より 只体的 な目 的に基 づいて実 施されて いる。　し かし、

巾で は、 圧倒的 にF 巾民 本位の細 織づくり け26. ％）と

い った抽 象的 知念に基 づいてい るところが 大きな差であ

る。

さらに、r 将来あ るいは次 回の改革で、 収り細んで み

たいと 胆う目的 」を 選んで もら ったものが、 右側のカ ッ

コ内 数字であ 乱 ここか ら現 在と将 来の増減比 校におい

て ホ ン ネの 部分がある程度 見えて くろか もし れない。 町

村で は、「 定 員増の抑制 ｜が激 減 に 代 わり に新しい目

的と して「 職員の能力 発揮 の可 能性I 「 セ クショナリ ズ

ム の 克服 」を 強く期 待して い ろ。 市では、 やはり「 市民

本 位の細 織づくり 」が半減して 、「 職員の 能力発揮の可

能 性j 「 セ クショ ナリ ズムの 克服 」が断然 増加している。

こ れら2 点への期 待感は 巾町村い ずれにも共通しており、

現 実に おげろ職員 と細織 の疎 外状況 とその 克服願望とが

如 実に 反映 されて いる かのよ うであ ろ。

－40 －
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Q16  r細織改 革の推進力要閃｜とL て、最も重要なも

のから項目をあげると次の如くである。

（1）改革の動機や目的の明確性（35.5％）（42.0 ％)

（2）ト ヅプのリーダーシップ（22.5 ％）（30.2％）

（3）住民からの要求と支持（11.8％）（5.1％）

（4）改革のためのノウハウ（10.0％）（6.9い

（5）議会の理解と協力(8.1％) （4.1％）

（6）中間管理職の支持t心力（6.4％) （7.5％）

（7）細合との辿決協力（1.3 ％）（1.6％）

（8）上級官庁との連絡調整（ ＼.<％̂）（0,8％）

（9) 政治的状況の安定性（0.4％）（1.0％)

（10）その他（0.2％）（0.4％)

推進力要因としては、市町村ともとりわけ［ 改革の動

機や目的のmm 性 ］と、主体者としての「トップのりー

ダーシ 　ップ！という2 点が共通して重要であると考えら

れていろ。
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唄 目 名

l 。封

017 「 反対に、細織改革の阻害要閃はどこにあるか｜

といえば、やはり多い順に次のようになっている。

（1）行政組織の硬直性とセクショナリズム（32.7％）（'15.9

％）

（2）強力なりーダーシップの欠如（22.0％）（ll。9％）

（3）職目の変化を好まない休質（17.6％）（20.9％）

（4）推進委員会の力h＼不足（7.1％) （2.9％）

（5）「n ・ 府県の制約C6.l％ ）（9.^％)

（6)  地方議会（1.1％) (2.9％）

（7）職員組合（0.7％ ）(3.9％）

（8）その他（1.3％）（1.4％）

（9）n^ （ ＼＼.％）（0.8％）

阻害要因の第一はやはり、「 行政組織の硬直性とセク

ショナリズムにあり 」と回答している。同時に、主体（人

間）の問題として、「 強力なりーダーシップの欠如」と

「 職員の変化を好まない体質卜こも根本的原因があると

認識されている。併せて町村では「推進委員会の力量不

足 」、市では［ 国・府県の制約］がかなり強力であると

判断していろ。
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Q18 「 組織活動を弾力化・流動化させるために実施し

た方 策 」は、多い順にあげていくと、

（!) プロ ジェ クトチームの採用（56.5 ％)  （59.2 ％）

（2） 課主杏制の採用（ 係制の廃ih ）（17.2 ％）（20.8 ％）

（3） 事務分掌を 係単位から課 単位にし係長発令を課付

に ）（!4.2 ％）（ll.7 ％)

（4 ） 主幹体制の採用（ 課制の廃ih ）（12.1 ％）（8.3 ％）

い ずれの自治 体において も、プロジェ クト・チ ームの

編成が 比較的 容易に採用されていろ。むしろ問題 は、プ

ロ ジェ クト・ チ ームの構成内容である。①従来 の部課艮

中心型で いくのか、②ポストにとらわれない構成 メンバ

ーで いくのか、 あるいは③外部から学識経験者や住民代

表 などを 入れて多 様化してい くのか、といったありかた

の方がより 大切であ る。
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019「職昌研修の体制と内容。目こついて、多い順に掲

載してみよう。

(1) 府県研修に依存している(51.5％)(20.'l％)

(2) 自治休独自の研修で行っている(26.5％)(31.8％)(3)

 職員の自主研修を奨励している(13.6％)(18.8％)(o)

海外研修を実施していろ(3.4％)(14.9 ％)

(5) 大学および研究機関等に派遣研修を行っている(5.1

％)(13.5％)

ここでも町村と市との相違が顕著に表れている。町村

では、「府県研修への依存型」が目立つのに対し、市で

は「独自研修」への志向が極めて強い。また市では、職H

の自主研修、大学および研究機関等への派n 研修、あ

るいは海外研修などさまざまな手法が盛んに行われるよ

うになっている。
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Q20 F 職目の定期災動の実施 」については、村(62.7

％)-->inr(8g.7％) →巾(93.0％)へと ＼:Hするに従-・、て、

尖施串 ち鳥くなっていろ。逆に、村レベ ルではリ;i|近く

が「 定朗m 勣なし」であり、モラールの停滞、職彷のマ

ンネリ化、不正の温床化などが心配されるところである。
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項 目 名

021「その異動慕準川よ、村(11.9％)から町(35.2％)、

市(69.1％)へと上昇すろにつれて、異動基準はかなり明

確になっている。逆にいえば、村の9 割近く、町の6 割

以上が、こうした一定の客観的・合理的な判断基準なし

に行われているということになる。

（縦 一 横）： 項目1    -Q2
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Q22 「 異動に伴う自己申告制度はありますか」という

問いに、村では、「 ない」というところが圧倒的に多い

（89.8% ）。町でも実施しているのは25.5％にすぎない。

市でもようやく半数である。現在、什事の動機づけにお

いて、木人の意欲やilSI'l:、個性や関心を最大限に生かす

人事政策が求められていろ。これについては、次の設問

で、「（ あると答えた人に）その効果はどうですか」と

闘いたところ、町の75.7％、市の94.f)％が「 よい効果を

あげている！と認識しているところからも、その重嘆性

や必要性が認められよ≒
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無 効 標 木 数0

Q23「昇進試験制度 目こついて。

（1）「 係良職への卵胤試験トは、町村で3.9 ％ 、市で

目。3％ しか火施されていないっ
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であ乱、
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さらに、（3)   I 部長職への昇進試験 も町村、市ともそれ

ぞれ1  ヶ所のみであった。
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現実にはやはり年功序列製優先。主義であり、能力実証

主義的人事管理はまだまだ浸透していないようである。

しかし、係長級では徐々にではあるが導人傾向にあると

いえよう。

その試験問題の作成方法については、町村で、自治体

独自(40.7％)、府県と共iifi(25.9％)、民間委託(目.1％)

の順となっている。

Q27 「 職口参加としての課内会凄、係内会議は定期的

に実施していますか｜という問いに、課内会議は、町村

の"^KA％、巾の'12. 2％が、また係内会議は、町村の22.S

％ 、市の26.6％がそれぞれ実施しているという。これで

判断寸ろ限り、組織単位は係より課中心主義であること

が窺われる。しかし、係内会議も2 割以 ロ バ実施してい

るということである。

項日名（ 縦－&t ）： 項目1    －027
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カイ2  束値( 自由 度）

クラメールの関迎 係数
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Q.29「 職昌参加はどの職制で行われているか 」といえ

ば、職目 参加意識はW・進するほど高率化している。町村

では約8 割が諜長クラス、市では課長(57.8 ％)および部

長クラス(54.3%) という結果が出ている。前問の課内会

議を 主宰すろのが課長の役割ということであろうか。

項 目 名 （(3. 一 ≪≪.） ： 項 目1 － Q29-1.

1

つ
』
n

対

町

”ズ

合 計

1.
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クラ メ ール の 関連係数
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クラ メールの関 連 係数
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項 日

％

名

SQ.0

60.0

4Q.a

aa.a

0.0

係長
課長

部長

Q30「国・府県・市町吋、民間企業などの外部団体と

の人事交流はありますか｜という問いに、

(1) りとの人事交流は、村では令くないが、町で3 ケ
ース(i.5％) が派遣し、2 ケー

ス(1.4％) が受人れてい
た。巾では、派ia(I0.9％)、受入(13.3％)で

ある。

（ 縦
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－－－－ 一一一一一一一 一z.

   （y.  ）

- ヽ一 一一一一一一一一一O

（　0.0)

2(　1.4 ）

a-i （　12 。 5)

3.

一一－－53(120

（177(

（y.  )

一一一一一一89.8)82

 .8 ）65.3)

36（　7.6)　350 （73.7 ）

4  .

一一－6(20

（32

 (

無 効 口 本 数0
一 一 一

（y.   )　 合if  <.  y.  ）

10

13

H

2)
8)

8)

59(100.0)

145（100.0)271(100.0)

58<　12 。 2〉　475(100.0)

41.74591 （　　6　 ）

53  －

1  I) -

有S:  確 率0.0000000.209626



（2）府県との人事交流は、村で16.9％、町で-14.1％、

巾で53.1 ％が派m し、逆に、受 入は村で10.2 ％、町10.3

％、市38.7 ％である。府県との交流は盛んに行われてい

るようであろ。どちらかといえば、受人より派rnが多い。

m  li  名(  縦 一 机 ） ： 川 目1 -  030-2.

－－一一・一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一・ 一一－－1.
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カ イ2  乗値（ 自由lit）

クラ メール の関連 係数

66.19735 （　　6     )　 有 意SIS 率0.0000000.251327

（3)  他の 巾町 村との交流 は、村はm 遣、受人 と もゼロ

川 芥で あり、町で は派遣2^.'l％、受 人^ ＼.l％、 巾で は派

遣5.5 ％ 、 受人 ＼.＼＼% であ った。 巾町村間の比 校で、同

格 レベ ルにおいて は、 むしろ 町の方 が活発に行 って いる

よ うで あるっ
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（'I) 民間 介業との交流は、派遣が村3.4％ 、町5.5％、r|j6.3

％ であり、受人が村なし、町4.8％ 、市1.6 ％ で

ある。この数字から見ると、民間人の登川や中途採用な

どはまだまだ実施されていないのが実状であろ 辰
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「行政環境の変化と行攻組織の対応に関する調査」

のご協力のお願い

1983年3 月10日

先端行政組織研究会
各位

強啓　時下益々ご清隆のこととお喜び申し上げます。

さて、私遠の研究チームは、激変する地域行攻環境に対する新しい行政組
織のありかたを求めて、咽査を実施することになりました。私遥は、長い間、

よりよい地域づくりを目指して取り組んでいられる先進的自治体を実態凋査
し 、 新しい住民ニーズに柔炊に対応しうる行政組織とはいかにあるべきか、

検討してきました。そして、2l 世紀に向けて豊かな地域・都市it会を創造的

に再μ築するための、新しいモデルやビジョンを出来るφヽぎりデザイン、追

求してきました。

この度、1988 年度・文部省科学研究費（ テーマ：「 自治体、ニisける'ri i'i 'a 原

制組識の尖iE的研究」）が受理されましたので、このようなアンケート咽査を計
画することになりました。

私達の問題意識は、現在の地域社会が、いろいろな意味で、まさに存亡の

危機に直面していると考えています。まちづくり・むらおこしなど、このよ

うな厳しい状況下にあって、改めて「 自治体の時代」が到来しているのでは

ないでしょうか。つまり自治体自身のサバイバル戦略としての死活問題か諮

けられ、どこの自治体が生き残るのか、地域間・都市間・国際間、あるいは

自治体間の大いなる競争の時代へと突入してきています。そして、各自冶体

が所有するヒト ーカネ ーモノ・ ノウハウ・晴報・時間など、あらゆる自己食
源の有効活用によって一体何かできるのか、という能力や力且そのものが問

われているように思います。

この調査は、皆様の現場における日頃の考え方をお同いし、今後の在り方

を考える上で基礎的な資料として使わせて戴くために行うものです。

このような趣旨から、全国から無t乍為に油出させて戴き、アンケート咽査

にご＼心力をお願いすることになりました。
お忙しいところ誠に恐れ入りますが、是非ご回答の上、3 月25日までに同

封の返信用封筒に入れてご投函下さいますよう切にお願い申し上げます。

尚、この調査はコンピ-..ーターにより統計的にのみ処理されますので、お

名前が出たりしてご迷惑をおかけすることは一切ございません。どうぞ宜し

くご協力をお願い致します。

辿絡先　田中豊冶(J 紅邦大学医簾短大）

昌東京晶大田区大森西4  -16 －20S

（O3）752－'1151（内355)

追伸

このアンケート咽査の結果につきましては、報告1tを作成し、必ず皆昨方

にお届けさせていただく所'ff-です。
尚、同封の綸文コピーは私の1出塙です。自己紹介を兼ね、参考資科として

ご寛鼓ければと思い、三部送付致しました。
およばずながら、調査委託？啜貝研修、溝演などで、お役に立てることが

あれば、喜んで行かせて双きたいと思っております。

以上、何卒趣旨ご理解の上、本調在にご支ほ、ご協力のほど宜しくお願い

申しあげます。

－55 －

・,it



F (. 人口郷の推移

立 三
新しい市町村事務t幾構に関するアンケート調査票

年　　　　　　 戻 �5  0 �5  5 �60

人　　　　　口　（A)

職員n（ 誓通会計・ 人 ）

決算碩（ 普通金計・千円）

市　税　総　簑（ 千円 ）

絢　　人口は各年3 月3  1 日現在とす4.

gi ， 都市経奮の方直 として. 今擾．　どのようA 形で行政 サービスの執行 を行う方がよい と考え-t すか（2 つ）．1.

でt ゐだけ地方団 体か直険執行すべきでもろ

2. 原il)として地方団 体がm.接≫.行すべきであるが．一部の業務は民間kC委託する

3.   収 益部門 の運営曹理は．民間委託・や外郭団 体K 任せる

4.    T きゐだけ罵3  セタター方式 を導入して行 う

5， 市民－力(  ポ‘ タン テ4 T ほか で行う

6. そ　　の　　他

ロ
リ
Γ
L

Ql.  予 算属 成の際，住民の意見を聴 取するために同力哨 別の方法を採用してい 唾すか（ 該当 する ものすべて）.

1.　urn してい;H・・ヽ

2. 一般市民 忙，予算忙関 するアンタートt たは市長への手紙を爽池 する3.

地区 懇談会・ 市民 集会等を開 催し,  £ ぐ予算に対ずる意見を閃<

4.　各狸団 体代表と懇談会を開催し．予算^c対する爰里等を閃 く

5.　市取 モ＝ターから予算肥屑する意 見を聴取 する

6. そo 他（ 具体的 に：

i

－
　
　

－
I
　
I
I
　
　
1
1
1
1
1

～
1
j

0-3. 市政の決定遇 程ict ・ヽ て.   次の各団 体は どの徨/sの影響力を時ウていヽ ると思 われ-i す か（ そ れぞれ

の該当番号に○ ）.

1.　中央盲斤や上級団 体からのーut・通達

2.   地域の各種団体

3.　佃別住民<o=- ズ

4.　籐会・請 八

5.　rf)長の 支持母仕（ 政見・ 役員・肢度会・企業など）

≪.   職 員 組 合

7. 類似都市（ 類 似的・先進的自治体など ）

8.　各謹書誦会

－56 －
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住民ニーズの反映

a 今
．　

住民ニーズを把垠 する方法として,   次の方法をどの極度

1 視してしヽ i すか（ それぞれ該当する番号t ○して下さい ）．

・I.   住民との意見交換や対話集会

2. アンケート調査

3. 各種団 体からの要望・陳愉

i. 個別住民からの要禰

□

□
I
E
　
　
I
　
1

1
　
1

2
［

心
y
E
心
に
E
匹
］
　
　
　
　
2
　
2
　
2
　
2

隣

肘
3
　
3
　
3
　
3
4

Ｅ
　
　
4
　
4
　
4
　
4
5

Ｅ
　
　

５
　

５
　

５
　

５

ai ．認識内部K. ジ ’’て
’

把－ した住民こ ーズを八体的K どのよう4 方法で政策へと反映させてい-iすか

（2 つ ）.

1． 政驚 へと反映させる仕組みを作ってい ない

2.   彫合ltiS々どの中忙組 み入れるよう≪:してU る

3. 事業計画の立案 またh:事業化の保K 参考としてい る

4.　taut的kC統針化し, データとして甘長（ 斤顔 ）へ報告し． できる ものから政策に反映させる

ようkCしてい る

5.    -t　0　他（A 体的K ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）Q6.

  政策決定遇宕K:庄民自 身が直接参力aし．フi  －ドパ7  タし合うような仕組 みiff. ていt すか.

1.    ない
1.   定期的K 開催

2.     ある　　
バ

2.　随時，開 催

ヨ,その参加方法のH 略をーい て下さい．

ai. 住民と市行政との閏 係lCついヽ て．そ れぞれ該当する数字rco

印をつけて下さいヽ．

1.。住民ユースは行政kOうi く反映 されてい ない

2.　行政施策は針画的teas先贋位1-こそ。て行 われている3.

良民＝－ズの把1罵は十分 である

4.　地域臍餓のシステム化はあt  り進ん でいiHい

5. 行政 ザービ;^は最近や・や遇剰ぎみてある

6. 行政池演が場当り的 で統一t生に欠ける

7.　住民≫加をさらに漁>.*)ることが53i ししヽ

8.　出先㈲i はi ．と辰lS合すぺ*  T ある

9. 住民こーズの把!槻と行政 サービスの甕施との相S.間

係は うt く行 われている

10・ 職長が(£民のグル―プや運動Kt)l 啄的ご参加するt

うK:なった.　　　　　　　　　　　　　　　　57  －
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flg,  雄 略内で住民買求 を把噛すろ方法とし-en. どん^ 方諮をと，ていi すか．その主^  ものを邁ん で下さレヽ

（2 つ ）.

1． 広報担当者から聞 く

2.　職貞各人と住民との日常的 接触を通して

3.　職八各人からの 伝聞 を通して

4.　学識経験者や専門家の意見によ ，て

5.　自治会・町内会の役員 を通して

6.　自治会・町内会以外 の各賤団 体や組紐'o役貞 を通して

7.    マスコミを通して

8.　世綸珊査その他各種珊査rcよって

9.    rfiSR会S!八をi≪して

10. そ　の　他(A 体的吹：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

a（i．最近の住民鮮カロlCつレヽ 1:, 次の中から遇んt 下さい（2 つ).

1. 住民の声はエゴlて:糾 始してい る

2.　参加の｀制度 ″や゛ルール-  が作られてV->ない

3.　住民参加rc対する行政叫の真の理解 が乏しい

4. 住民参加瞳すでに高いヽレベルK 達してxヽフ．これ以上 の発展は無理 だと思う

5.　行政が住民 要求 を禎極的 陀先取!?してきたので．行政サービスか充央してI  A:

6.    誤会の活動 が活 発化してきた

7. そ　の　他（ 具体的K ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

a ＼o.   コ £・ ’ナ. ・ セン ターの背理;竃営は．現 在i たは将来， どのよ54 方法 で行ウてレヽ ますか（ 左か

ら選び， 該当頂目に○して下さし・ヽ ）．

�川　現　在 �(2)　符　 来

1. 直 接I?  同 方 式2.

   民 間 企 業 へ の 委 託3.　

住 民 や巾'ランテ ，丁団 体 への委 託*

■ 
第 三 セ ク タ ー 方 式5.

    -t　　　の　　　 他

ail.  地 域聚 業 を斉成 し てい く た め 鯉:， 梢蔽 的k: ど う対15 してひヽ ます か.

1.　組 織 的* 対 応

川　 担　 当　 部　 暑

(2)  拉　 当　 人　 数　　　　　　　　　　　　 人

2.　そ の ための庁 内 グA. ー プ(    7’ロジX    タト チ ― ム々 ど ）を編成 した こ とか ありt すか ．ID

ない

( 具 体的 に ）

(2J　 あi 

3. そ のクルークK:住民代表が直接か加したことがあり-tすか。

川　 たい

（ 具体的に ）

(2;　あi  ―

-  58  －
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( に, 包S.差na'Dまらづくり施・策tcつぃ て. 唇aiある岫県内s や斤内岨 織を書いて下名い．i6

策名. 内容

庁内組m.（ 担当肆)

ai3. 組織法牌t` よぴ運営の改 革の必要性はどの程度感じてい・iすか（1 つ ）．I.

大いに感じている

2. やや感じている

3. どちらともいえ4 い

4.    あ-*り感じてい ない

5. 全< 感じてい なしへ

Q 叫．機構改革で期待することは何ですか( 2 つ),

1. 単純作葉の軽減

2. 事務処理の迅速・正確化

3. 人R 抑制

4.    経費節減

5.   職員の意識改 革

6, 市民サービスの向上

7. その他( 具体的 に:

Ql?. ごく最近(  3年以内). 大き* 康晴改 革をしたことがあり< すか．

Ill　ない

(2J　あるー[(  B&<i ・:^,  ̂・ !^mrxii'Miftr)i^*J^Lr^hmau-cTii^  )|

μ－l.（ あると答えた人K) その時の改革^ 念は。次の

ことをどの程度値妥硯しi したか。 向

幽

1
●

効 率吐 志向 …… …… …… ……… … ……… …… …………　5

2。 市 民

8

5

5

）
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□
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Ｅ
　
4
　
4
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4
　
4
　
4
　
4
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3. 集 禰 性 …………………………………………………5

4。　個人の 創造t生 …

5.　垂直的 タテt'[志向 …………………………………………　5

6。　公　 共

7.　職員の 人間 性，

9.　分　 禰

10. 組輩

11. 水平的

12.15    営 性 ……………
- 59
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lS －2.{  あると答えたAK  )その時の改革の具体的4 日的はどixX すか(   2つ) ．

1.   意思決定の迅iSfb

2. 市民本位の組磯づくり

3.　セタシ ．ナリズムの克服

4.    スタ・フ部門の強化

5.   願輿の蛯力発揮の町能性

6.      コミ ，= ヶ－シ. ンの円贋化

7.   折規 寥業へり 対応

8. 責任と糧限の明 確化

9.   定丿 増り 抑制

10. その他( 具体的K:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

ir －3 ，　将来あろいは次回の改 革で. 取り組んでみIt いと思5 目的を4   －2  の回答欄から選び，その番号を

下K 記入して下さい（2C>).

川　　　　　　　　　　　(2)

QIC. 組紐改 革の推凛力妥因 として，何が鳶饗だと思い-tす;.}.( 2 つ ）。

1.   改 革の動 槻や目的の明確t生

2.   改革のためのノ ウハウ

3. ト 。ブのりーダ ーシ・プ

4. 組合との連携a 力

5. 中M 管理職の支持協力

6. 上級曹庁との連絡調整

7.    政治的状況の安定性

8. 住民からの妥求と支持

9. 團会の理解と協力

10. その他( 具体的 に:

Qレ17.  馳硲き 革|の|阻害|裂|因は，どこK ちると思いi すか｛2 つ ｝,

1. 行政尨蔵の硬直性とセダン. ナリズム

2. 国・府県の制約

3.　職戸の変化 を好i* い体質

4.   地 方 議 会

5.　強力 なりーダ ーシ 。グの欠如

6.   戦 勇 雄 き

7. 推進委勇 会の力貴不足

8. その他( 八休的K  :

Qij ．組 織き勧を弾力化. 侃vs化させるためK 哭施した方策は どれですか（ 該当する ものすべて ）。1.

主 幹体制の採用f.L累制の畷±.)

2.　謀主査制の朕用( 係制の廃止)

3　 事諮分掌 を係￥位から≫単位tc（ 係長発令をiK付K  ）

4.  y ロジ 。タト.  チ ームの採用

IS－1.      (4 と答えた人に) グ0  ジX  タト・ ■>■-ムの哨成別の編成

佃　部課長中心　　　　　　　　　　　　（　　　 ）チーム

(2)　ポストK とら われない 隋成　　　　 （　　　)T －ム

（3） 学疑経験 者ほ か　　　　　　　　　　（　　　)T 一ム

― 60 ―
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a  I?. 職員研修゜体胴 と内容は
’

次のどれですか（ 該当する4,のすぺてicO ）。1.

府県研MiKfiS存してい る

2.  i 治体独自の研修で行 。てい る

3.    職輿の自主研修を奨励してい る

4. 大学おヽよぴ研5C≫関等fC派遣研侈を行っている

5. 海外研疹を実施している

Q20. 職員の異動l^ついて. 定期異動を実池してぃt すか．

1. して.いる

2. してぃ ない

QH.  異動基準はあり-iすか．

1.  *　 る( 入体的K  :

2.     7t　い

0,21.   具動fC伴り自己申告制厦はありt すか.

1.  *　 る

2.  n.　い

12 －1. (  あると答えた人K ）その効果はどうですか．

1.   必げてぃ る

2.    *げてぃ?tい

^23 ，昇任μ.験制度についx

1.　係長戦への昇任試≪　　　1. 有　　　2.    無

2.   肆長職への昇任μl験　　　1.  有　　　2.   無

3.　部長薇への昇任麓験　　　1.　有　　　2. 無

Q糾, 昇任試験の問H の作成方法は，次の どれt すか（1 つ).1.

自治体独自

2.　府県 と共通

3.　民間委託

4.　そ の 他（ 具体的K  :

S 砧 ，女性管理職は何人レヽ iすか．　　　　　　　　人

ロ

ド
ヒ

□

□

□

□

目
］

□

□ 人
-　　　 にa2f.

建築士，保健端. 着護嫡等の技術職員の異動は，どのように行っていi すか。（ 嬉築士を下水遭. at 路設計

等K 異動させてい る，などの ようK 具体的K 肥入して下 名い ）

μ;吼 職種転換を行った事例かあり* すか。( 保母から一般事務職へ4 どのようK 具体的K:I2 入して下洛レヽ )
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0.21. 職員参加としてのas内会s.  係内会議は定期的 に実施してい-lすか。

1.   K 内会慧　　　　　1.    V->る　　　2.    いない

2.    係内会議　　　　　1.   い ろ　　　2.    Vヽ ないヽ

Qi? ．庁内の政策情報り職員への伝達はどのようt 方法で行ってい-iすか。（ft とえぱ, 庁騒賢 料 一 部長

が課長を集めて脱明-  課長が係長忙脱明 → 係長が係勇に脱明など具体的K 記入して下さい)

a 巧。職貞魯加は，下記りどo 職*lで行われ口i すか。

1。　係　 ヌ2.

   係　 長3.

   課　 長4.

   部　 長

1. 有1.

有1.

 有1.

 有

2。 無2.

   無2.

 無2.

   無

0,30,  国. 府県，市町村. 民間企業i どの外部団 体との人 事文流はありi すか。

l。 国

2.   府　　 県3.

市 町 村4.

   民間 企業

1。 派 遣1.

 派遣1.

 派遣1.

   派遣

2 。 受 入2.

    受 入2.

受 入2.

    受 入

3 。4 し3.

    * し3.

    4 し3.

    な し

むI. 人事曹理ちろいは人事の活t生化K ついx ，新しい 独白の施策があり-iしたら記入して下さいヽ．

ご酪力*  5 がと5  ござい-t した．

62  －

331

こ

け
し

に

こ

に

こ



第3 回自治体学会発表要旨1989

年9月2日

「まちづくりシステムと行政のプ・ フェッション」

東邦大学医療短期大学　田中豊治

現代自治体は住民と行政との接点にある組織と職員の

新しい動向を どう位置付けるかといえば、いわゆる「 ま

ちづくり型自治体」や［ まちづくりシステム］の創設を

模索し、したがってまちづくり型職員の人材育成を急務

としているといえよう。ここにいうまちづくりシステム

とは、行政主体（ 主導）ではなく、より広く住民・ 企業・

職員などにも開かれた行政組織ということである。つま

り、行政参加メンバーが一部少数の固定的・名望家的出

身者ではなく、一個人、市民グループ、民間団体、専門

家など、多職種・多階層から参両・討議・決定し、さら

に庁内の政策決定過程や予算編成にも多大な影響力を行

使できるような仕組みづくりのことである。

このようなまちづくりシステムを推進するためには、

何より も行政組織のパラダイム転換が必要である。この

細織モデルを、仮説的にいえば、「 官僚制組織（ ピラミヅ

ド型モデル）→動態的組織（ マトリックス型モデル）→

開放型細織（ ネヅトワーク型モデル）J への変革過程と

してとらえられる。このうち、地域社会に開かれた開放

型組織は、 ≪参加・公開・協議）というコンセプトをキ

ーワードとしている。

この開放や組織としての くまちづくり市民会議〉をサ

ポートするものが、とりわけスペシャリスト（ 専門職）

の存在と役割である。今後、スペシャリストの権能や人

事などの組織改革や職員の意識改革（ 能力開発や職員研

修など）がますます大きな問題となってこよう。彼らに

期待されている能力は、地元・現場体験を通して切実な

地域課題を発見し、かつ緊要な行政課題として 具体的・

実践的な解決手法を政策提言していくことである。この

63  －
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ような人材をここでは「行政のプロフェッション」と規

定しておきたい。この行政のプロフェツションとは、単

に職場の職務の専門家のみならず、各部門を越えて自治

体全体の専門家、地m 社会総体の専門家になるという3

つの視点の体現者という意味である。
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自治体学会熊本大会第3 分科会

政 策 研 究 と 人 材 開 発

注　発言者校正前IPS'**です。

テープ交換のため二～三人の発言が未収録です。

1 989 年9 月2 日（土）
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〇司会　第3 分科会を始めさせていただきたいと思います。

私は、司会をやらせていただきます江□と申します。よろしくお願いしま

す。

分科会に入る前に配付物の確認をします。発言用紙と一ロメモそれから田

中先生のレジュメです。

発言用紙は、発言だけでなく、質問でも結構です。大変申しわけないので

すが、これは午前中に書いていただいてお昼出るときに後ろの受付の方に出

していただきたいと思います。午後の討論に使っていきたいと思っています

ので、無記名でも結構です。よろしくお願いします。

それから一ロメモですが、午前と午後の感想を書いていただいて帰りに出

していただきたいと思います。ぜひ来年度またそれを踏まえていきたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。

それから、きょうの1 日の進め方なんてすが、午前はパート1 ということ

で、桑原さんにコーディネートしていただいて、渡辺さんと荒井さんの方か

ら事例発表と田中先生に問題提起ということで考えております。その後、フ

ロアから質問なり発言を求めていきたいと思います。きょう、全部で145 名

となっております。できるだけたくさんの方に発言していただきたいと思っ

ております。こちらと向こうにマイクを用意しておりますので、フロアの方

から禎極的な発言と問題提起をしていただきたいと思っております。

午後の部は、大森先生にコーディネートをお願いして、大島さんと松本さ

んの方からそれぞれ問題提起とmm 告を受けていきたいと思います。

きょうたっぷり時閻があります。午前が2 時間、午後が2 時間半というこ

とです。間違いなく全員発言して帰っていただきたいと思っていますのでヽ

よろしくお願いいたします。

、それからもう一つ、きょうわざわざテーブルを外しました。本来、学会で

すとテーブルでメモをしていただくんですけど、きょうはメモの万はかわり
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にテープに取っておりますので、後日何かの方法でお返しできればいいと思

っております。できるだけメモをとらずに討議に参加していただくようお願

いします。ですから前の壁を取っ払う意味でテーブルを外させていただきま

したので、大変窮屈だと思いますが、ご協力をお願いしたいと思います。

それでは桑原さん、よろしくお願いいたします。

○桑原 ’皆さん、どうも第3 分科会においでくださいましてありがとうござ

います。私、きょうコーディネートの役をお受けしました目黒区の桑原と申

します。よろしくお願いいたします。

雇われマダムならぬ雇われコーディネーターでありまして、必ずしも企画

・の方の意図を十分生かして進行できるかどうかわかりませんので、司会から

ありましたように、皆さんのご発言を活発にやっていただくことによって午

後にバトンタッチしたいと思います。よろしくご協力お願いいたします。

初めに、この分科会の進行、あるいは議論をしていく土俵掃除と言う意味

で、この分科会のテーマを少し考えてみたいと思います。「政策研究と人材

開発」という分科会の名称になっております。これをどういうイメージで皆

さんお受けとめになってここにお集まりいただいたのか、いろいろな立場の

方がいらっしゃるので、いろいろな思いをお持ちなのではないかと思うんで

す。ほかの分科会、大変魅力的な分科会が並んでおります中で、あえてここ

にお集まりいただいた方が非常に人数が多かったので、私自身とても驚いて

います。つまり、非常にテーマが見えにくい、あるいは逆にどこからでも突

っ込めるというようなテーマではないかと思います。あえて申し上げますと、

人材開発という言葉に対して非常に抵抗をお持ちになる方、あるいは非常に

すんなりお受けとめになる方、いろいろあるかと思うんです。私自身はどう

も開発という名の破壊というようなことが先に浮かびます。人材開発という

言葉に抵抗を感じる人間ですが、むしろ自治体学会はもともと根のところに

あります一轟・に政策をつくっていく同士の発見、友達の発見、人の発見、そ
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ういうようなことでお受けとめいただければというふうに思います。

昨日来、あるいはここ数年、こういう場ではよく繰り返し言われているこ

とですがヽ今自治体を取り巻く状況の中で、従来のm.織、あるいは従来の仕

事の仕方では新しい政策をつくっていけない、あるいは時代の要求にこたえ

ていけないという壁にかなりぶつかってきているわけです。これからの政策

をつくっていく、そういう手法、あるいはそういう人、というものはどうい

うぷう旧 中間をう くりて凶 ナるのかというようなことが今回のこの分科会の

テーマです。そして、それができれば、先ほどお話いただいた広松さん、大

変すばらしい方でいらっしゃいます、多分に一人、個人の能力に矧ってきた

ということが多かったわけです。そうではなくても つヽと組織的に仕組みを、

仕掛けをつくっていこうじゃないかということがこの分科会のねらいの一つ

で、根のところにはございます。

その仕掛け、仕知みの幾つかをここで事例として出しまして、あとは皆さ

んのフロアから実例をもっとたくさん出していただこうというふうに思って

おりますので、よろしくお願いいたします。

では、早速事例発表に入ります。最初に北九州市の渡辺さんからご発言を

いただきます。よろしくお願いいたします。

○渡辺　北九州市の渡辺でございます。研修所における政策研究の取り紹み

について、きょうは北九州市の課題研究のことに紋ってお話をしたいと思っ

ております。

その中から3 つほどお話をいたします。最初は北九州市が課題研究を始め

たいきさつ、それから大まかな経過、それからそこから生じてきました犀

点、そういったものをお話しまして、その後、それらの問題点を整理しまし

て62年度から新たにスタートしました課題研究の実例を1 つお話して、その

中からいろいろなことを考えていきたいというふうに思 つヽております。麟

に、今現在どういう考え方で取り組んでいるかといったようなことをお話
し
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ようと思っております。

北九州市では昭和48年度からプロジェクト研修という名のもとに課題研究

をスタートさせました。当時は、市民の要望が非常に複雑多岐にわたってま

いりまして、市の持っている単独の組織では市民の二－ズに十分こたえられ

ないということで、その問題を解決するための糸口を探るとともに、それを

通して人材を育成するということからスタートさせました。

最初、やり方にづきましては今現在皆さん方のところでおやり・になってい

る方法と多分ほとんど変わらないだろうというふうに思われますが、テーマ

につきましてはいろんな部局から募集しましてテーマを決定し、それからそ

のテーマに関連する関係部局から所属長の推薦によってチーム編成を行い、

最初に基調講義、それから関係者との意見交換、市民へのアンケート調査、

そういったことを重ねながら、最後には研究の成果をレポートにまとめまし

てそれを印刷し、関係者に配付する。最終的には市長との意見交換をもって

施策へとつなげていくといったようなことで、第1 回目は6 月から12月まで、

大体フカ月問行って終わりました。第2 回目以降も同じように続けてきたわ

けですが、レジュメの方に2 回目以降の実績が出ておりますのでそれを参考

に見てください。

そうする中でいろんな問題点が生じてきました。例えば、チームづくりで

言いますと、先ほど言いましたようにテーマに関連する部局から推薦という

形になりますと、それ以外の大多数の職員の中に、本当に研究意欲のある者

の存在に気がつかなくて、結果としてはそういった職員の意欲の芽をつみ取

っているんじゃないかといったような問題。あるいは、研究の実施運営に関

しましては、余りにも研修生の自主性に任せ過ぎて研修所自体の指導なり助

言なり、そういったことが適切に行われていないといったような問題。ある

いは、研修生自身の問題といたしましては、他都市への調査結果に頼り過ぎ

てヽ自分たちで研究するんだという視点が薄くなってきたといったような問

－69 －
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市職員の方にこういう活動があります、それからこういうグループがありま

す、-どうい。呑助成をいた、しますということを発表するために。。研修計画書に

グループ名、それからテーマ名、メンバーをお知らせしたんです。59年から7

ヽ9 ヽ1 ヽ23ヽ61 年が最高で23グループできました。現在平成元年でm

ループです。この中で荒井さんとこでもおっしゃいましたけど、英会話研究

グループ ができまして、これは今年久留米の市制百周年の祭りをやったんで

すけれども、そのときにシンポジウムとかレセプションとか、大いに活躍し、

また、そのうちの一人は秘書室の方におりますので、市長に随行してアメリ

カに行ったりして大変活躍をしております。

それから広報研究グループもありまして、これは先日から2 年ほど前です

か、横浜に自治体学会の発表に出かけたりしております。それと今年の2 月1

日に久留米の方でミニチご.7版の自治体学会です、シンポジウムをやりま

した。そのときにこの自主研究グループの人たちが大いに活躍をしてくれま

した。今私ども人事研修会にも若い人がおりまして、彼もそのりーダーなん

ですけれど大いに活躍してくれました。そのときに、久留米にc  i 研究グル

ープとい うのがある‘んで゙ずが、その人たちが大牟田市の水道部の職員と交流

を始めるようになって、お互い刺激を受けて今大牟田市に負けんごと頑張ろ

うと、そういうことで活動をしております。

結論といたしましては、政策研究はどのように進めていって、どのように

取り紹んでいいのか、まだ久留米は研究中。自主研究グルーニプは最初のすり

込みが大事で、非常に職員の活性化には役に立つので自主研究を大いに進め

ていこうというふうに考えております。以上でございます。（拍手）

○桑原　 どうもありがとうございました。東邦大の田中先生に今までの話に

出てきたことを含めまして、先生の方からネットワークづくりについてお話

いただきます。

○田中　田中でございます。私はヽ大学の方では社会学を専攻して涯りまし

－70 －
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て、組織と人間ということで、特に行政組織における人間の問題を専攻して

いる者です4

きのうからきょうのお話を聞いておりまして、非常に改めて政策づくり、

人づくりの重大性ということを再確認させられました。今回のきょうのヶ一

スの中から私なりに集約させていただければ、つまりやる気のある職員をど

ういうふうにサポートしていくのかという、そういうサポートシステムの確

立の問題が第1 点。つまり、そういう人の問題、職員、あるいは職員のチー

ムというものを支援し、弁護し、あるいはそれを補償していくようなサポー

トシステムというものが未確立であるということの欠陥というのが一つある

のではないかということが第1 点。これは特に荒井さんがお挙げになりまし

た英会話クラブの場合でも、やはりそういった自主的なクラブ、サークル活

動というものがまだ自力でやっていくしかないということ。そういうものを

どうやってサポートしていくのかということです。つまり、自主的な活動の

補償の制度をどうつくっていくのかということが第1 点。

それからもう1 つには、渡辺さんのところでも挙げられましたように、活

動の成果、あるいは政策提言というものをどういうふうに施策につなげてい

くのかという、そこのつなげる制度、あるいはそのルートとルールづくりと

言いますか、その未確立とあいまい性というところが大きいのではないか。

その2 点のことを中心にお話をさせていただきたいと思います。

これは改めて言うまでもないことでが、自主研究、あるいは政策研究とい

うものがなぜ隆盛になってきたのかという背景から若干お話させていただき

たいと思います。それは3 点ほどその原因を考えてみました。第1 点には現

代自治体に求められている新しい役割期待というものが、その内容が変わっ

てきつつあるのではないか。例えば、これは民間企業でありますと、その企

業の死活問題というのは製品、あるいは商品の開発ということにあると思い

ます。つまり売るべき商品というものが古くなってきたり、あるいは一般の
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市場ニ ‾ズに合わなくな゜てくれば会社が倒産せざるを得ない。これは恥

体にとってみれば自治体のセールスポイントとはすなわち政策づくりヽ魅力

ある政策というものを矢継ぎ早に出していかない自治体ヽ あるいは自治体を

取り巻いている地域社会の、あるいは地場産業というものの衰退につな飢
）

ていくのではないか。特に過疎地域等においてはまさに政策づくりをきちん

とやっていかないと自治体の生存にもかかわってくるような問題になってい

くのではないかというふう応思います。

そういう意味で、自治体というのはまちづくりの政策集団として位置づけ

られるべきだろう。それは公共、あるいは行政サービスの政策策定の専門聊

集団というふうな位置づけが可能ではないかというふうに思います。したが

いまして、そういうふうに自治体を位置づけるとすれば、その職員であり・1;

す職員の資質や能力というものもすなわち政策立案能力が改めて問われてく

ると・いうふう■になるかと思います。そういう意味におきま＼。てs・やはり飴

休における政策研究というものが活性化してきた、そういう理由があるので

はないかということが第i 点です。

それから第2 点目には、やはり外部環境のニーズ、つまり住民二－ズにど

う対応していくのか。その住民二－ズのグレードアップ化とか、あるいはハ

イレベル化、ハイクォリティ化というふうなことにどう対応していくのか、

さまざまな問題が出てきているかと思いますが、OA 化にしても、国際化、

高年齢化、公害防止の問題にしても、さまざまの未知の行政課題に対してど

う対応していくのか。その専門家とか高質化、高度化、あるいは多様化とい

うものが高まってくればくるほど、より高度な専門的な行政家もまた要請さ

れているのではないか。そういう意味におきまして、国レベルで言えば専ri

官というものが制度化されておりますし、専門職、あるいは専門家のヂ ム

というものが改めて必要になっているのではないか。そういった外部環境か

らの二－ズというものに対応せざるを得ないというのが第2 点であります
。
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第3 点目には、内部環境で、その中でもいろいろありますが、やはり最近

大きな課題としてありますのは団塊世代の中高年齢化ということだろうとい

うふうに思います。従来から言われております日本型経営原理、あるいは日

本型経営神話の崩壊を言われております年功序列型が頭打ちになってきてい

る。例えば一例を挙げますと、昇進の平均年齢が係長クラスで38歳、'課長補

佐クラスで47歳、課長で52歳と。ある市では40歳になってまだ半分しか係長

試験に受かってい^iに じたがって半分は40歳にして平という職員構成にな

ってきつつあるわけで、こういった人々への生きがい、あるいはやりがい対

策というものが、従来のいわゆる管理職への上昇志向型の動機付けでは間に

合わなくなってきつつある。特にやる気のある、意欲を持った、あるいは燃

える職員たちにとっては、もはや出世観のみを支えにしては仕事ができない

時代になってきつつあるのではないか。しかもポストはないし、管理職手当

は安いし、仕事はハードだし、しかも役職の任期制というふうなことになっ

てきますと、さらには昇進試験に合格しても数年待たなければならないとい

うふうな状況の中でますますモラルダウン化が進んでいくのではないか。そ

ういうふうに見てきますと、少数の管理職に選ばれなかった。あるいは自ら

管理職を選択しなかった多数の職員に対して、その多数の職員のやる気をど

うやって補償していくのかということが問われてきつつあるのではないか。

つまり、そういう人々の活性化の問題ということが問われてきていると思い

ます。

全体職員にも関係しますが、とりわけ団塊世代の能力とパワーを活用しな

ければならない。そこでこういった政策研究の問題も出てきているわけです

がヽ私はここで後で述べていきたいのは、専門職制度の導入の問題とか。あ

るいは資格制度の採用ということも、これは東京都でも咋年から検討に入っ

ておりますし、大阪府でもそうだというふうにヒヤリングで聞いております。

またヽ 国レベルでも専門職制度の検討に入っているというふうに聞いており
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ます。

2 番 目ですけれど もヽ 現在の昇 進昇 格制度はヽ あるいは階層 制の問題でs

えば 管 理職と処遇職とがある。とこ ろが管理職のこ とは構 いませんが、転

職をめぐ って は非常 に大 きな問題 があって混乱し ている。管理 職候補として、

あるいは管 理職予備 軍として位 置づけ られている。ほとんど 処遇上の配itか

ら置か れてい る。特 命事項を 置くと いっても実質 的には特命と か、あるいは

文 書事務、権限と いう のは極めて あい まいであ り ますし、指 揮命令系統が社

雑化 し、混乱化して おりますし、 また資格そのものも形骸化して きていると

いうふうなことで、必 ずしもこの 処遇職という もの が有効に活用さ れていな

いのではない かというふうに思い ます。

そ ういうふうに見て きますと、 最近職員の中 でさ まざ まな 潜在的な能が

生 かし ていろんな資格を取 り始め てきて いる職員 が多数出て きつつあるかと

思い ます。これは最初に入所 する段階での資格、つ まり技術専門職ではなく

て入所し た後 、あるいは新しい職場に配置され た後でその職務の遂行上必昶

というこ とで資 格を取ら れる方々がふえてきてい る。例えば税理士にしても・

あるい は英 検の問題にしても、情報処理の問m にしても、仕事の遂行上必要

になって きている、そういう人たち、つ まり単能型というスペシ ャリストで

はな くて 、多 能型の職員 としての能力 を発揮しようとする職員に対して何ら

の補 償も手 当もな されていな いというのが現状かと思い ます。例えば、ある

職員 ですけど、中 野区 のある職員の方は一人 で3 つも スペシ ャリ ストの資格

を 取得さ れて いるという方がいる わけです。しかしそ れはほとんど手弁当で

と いうか、自 前で資格を取っただけであって、取っ た後の資格の手当も袖慣

も何もな い。そう いう意欲のある職員というものが冷遇さ れて いるというふ

うなこともあ るかと思い ます。

そうい‘うぶう'な 特にやる気のあ る30 代、 無゙名の、特に係長グ ゲ゙:ズの職員へ

の対応とい'うもの が間われてきつつあ るのではないかと思い ます。もちろ
ん
｀
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スペシャリストということとゼネラリストということで言えば、一般的には

ゼネラリスト養成ということで、国、あるいは都レベルですとスペシャリス

トが出てくる可能性は多分にあります。市町村レベルではゼネラリストを最

初から養成しているということはありますが、このゼネラル、スペシャルと

いう分け方もいろいろ問題があるかと思います。これは人事異動の人事管理

の問題でいろんな手直しということができていくのではないかというふうに

思っています。

しかし、いずれにしても管理職志向型から専門職志向型へのシフト化とい

うことが否応なくやってきているのではないか。これは民間企業におきまし

てもそうですが片や県、町、市からやっぱり能力の実証主義の時代に移って

きている。つまり、ポストではなくタスクをめぐる参加。それから参加過程、

特に庁内の最高の意思決定過程に対して職員がどう参加していくのかという

参加のルートづくりというふうなことも出てきつつあるわけで、そういう意

味におきまして専門職制度そのものの見直し再討検ということがこれから出

てくるのではないかというふうに思います。

そういう庁内の職員の養成というのを、例えばこういうふうに管理職、そ

れから処遇職、専門職というふうな分け方をした瑞合心 絣修所め優割とい

うものは従来の階層研修型、階層研修中心型、あるいは基本型からより職能

研修や専門研修へというふうに変えていかなけれぱならないのではないか。

特に、個人的な能力の自己啓発への契機、きっかけをできるだけ与えていく。

人間の能力は本来持っているポテンシャリティというものとモティベーショ

ン（動機づけ）と、もう一つはチャンス。このチャンスのところは人事管理、

人事異動の問題だと思いますが、研修所の役割としてはそういった専門的な

ポテンシャリティを上げていくと同時に、本人の仕事に対するきっかけづく

りというもめをいかにしていくのか。あるいは本人の持っているいろんな能

力を発見していく、あるいはそれを育成し、訓練し、発揮させていくような
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チャンスづくりというものを研修 ＼というのはや っ＼いくこ ＼i＼こなl £^ う

と思うんです。その中で、先ほど出ていますけれども、その具体的な方法と

してワークショップ型の研修がどんどん入ってきている。これは一番いいと

ころは単なる知識を付与するということではなくて、自ら体験する。あるい

は交換、交流、出会う、そしてその結果を自分の現場とか、あるいは職場、

地域に持ち帰って企画し、実践し、活動し、・あるいは試行してみるというふ

うな体験学習といいますか、ラーニング・スタデ ィということを通して問題

発見し、さらに問題解決能力を訓練していくというふうなことが研修所の大

きな役割にな つヽてくるのではないかというふうに思います。

それからさらに、この政策研究等に携っている職員の方に多く見られるの

は、やはり住民との共同研究の問題もありますし、あるいは市民参加という

ふうなことも政策研究グループの中に入ってきております。そのことはっま

りまちづくりということ、これは大森先生の言葉をお借りしますと、自治体

そのものがまちづくり型自治体だというふうな表m もできるかと思います。

そういう意味では全休職員がまちづくりということに携っているというふう

には思います。従来の、ここで私新しい概念をちょっと提案したいと思うの

は、まちづくりのソフトなプロフェツション…こ(bソフトというのは市民性

という、あるいは市民的な視点という意味でソフトなということです。それ

からプロフェツションというのはスペシA-リスト、専門性、つまり職員に今

求められている資質として、キーワードとして言えば市民性と専門性、゙これ

は後で出てくる大島さんの言葉からちょっとお借りしたんですが、67ページ

の一番右の下のところにも、「言いかえれば自治体職員としての市民性、専

門性を持つ職員づくりである」という言葉が出てきます。それをちょつと借

用させていただいたんですが、まちづくりのソフトなプロフェツションとい

う形で位置づけられるべきではないか。つまりそれはソフトの対概念として

のハードということで言えば、行政の従来のハードな官僚、役人のイメ゛ジ
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を払拭する。あるいはテクノクラート（高級官僚）というイメージ、あるい

は高度な専門家という…この専門家というのは家という字を轡いていまして、

専門職ということです。そういう従来の行政、あるいは行政職員のイメージ

と、それから住民指向型の職員像ということで、あくまでも市民、地域、あ

るいは住民の側に立った発想、あるいは立場、態度をとっていこうという、

そういう人々、職員を、ここで言うまちづくりのソフトなプロフ1 ツション

というふうに位置づけておきたいというふうに思います。

それで、あと組織の問題にちょっと入っていきます。先ほど私の問題提起

しました、つまり施策活動の提言の成果をどういうふうに施策につなげてい

くのかというルートやルールをやはり確立しておくようになってくるわけで

す。その政策につなげ る手立てとしまして、これは本当にまだいろいろと試

行錯誤の段階ですので自信を持って言えないんですぎ、1 つには人事管理の

問題というのがあるだろうと思います。有能で、あるいはやる気のある職員

をどう人事異動で生かしていくのかということのパラダイム転換ということ

が1 つ挙げられるかと思います。

それからもう1 つには、先はどのサポ―トシステムということで言えば、

こういった…私若干ここで違うんですけれども、スペシャリストという先ほ

どの資格取得をしたかしないかということ、あるいはどういう人をスペシャ

リスト、つまりまちづくりのソフトなブロフェツションというふうに定義づ

けるかということは非常にまだ判断基準があいまいです。そういった人たち、

庁内の職員、あるいはそういう資格を持った人たち、あるいは能力や関心が

高い人たちを庁内で登録制度を導入したらどうだろうか。実はこのアイデア

はあるところで調査をやっておりまして、住民の人材バンクの制度化、mm

化をやるわけですが、庁内職員の人材バンク化がなかなか進んでいないとい

うのが実態だと思います。しかし、これは大阪府で昨年からその制度を導入

したわけですが、それは英会話と手話ともう1 つ何かありましたけれども。
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その3 つのライセンスを取った職員を登録制度にしておいて、例えぱいろん

なイベントがあったときにそういう人たちに応援してもらうというふうな形

での庁内スペシヤリストたちのネツトワーキング化、それによる人材の活性

化を図っていこう。

そ れから、こういった人たちを新しいまちづくりアドバイザーという形で

公認し、位置づけたらどうだろうかということが第1 点。それから第2 点目

には、こ れはまちづくりプロジェクトチーム方式ですが、これは先ほどもこ

ういう方式は導人されているということでありますが、これはしかしあくま

でも一時的で暫定的な形になります。しかし、こういう構成メンバーを縦横

斜めから、いろんな多階層、多職種を胡み合わせてつくるという方法は同休

化させていく、つまり庁内にばらばらになっているそういった人たちをつな

げていくという意味からも非常にいいのではないかと思います。

それからもう1 つには、きちんと新設の郎、誄、係というものをつくって

いくという方法があるかと思います。ここにまちづくりのプロフェツション

たちを集めてやってもらうという方法が1 つあるかと思います。もちろん、

これはまちづくり推進課ということでなくても、これから午後にもつながっ

ていくと思いますが、職員研修所の役割として、きちんと政策提言の内容に

ついてぶ すロー、叫 冶 ソク,ア,ップしていくという貴任をもって研修所が主管

課の方と折衝するというふうな権限、役割を与えてくるというふうなことも

できるかと思います。きちんと胡織化するという方法がと,Sれていくという

方法も考えられると思います。

あとは、これは参考までに図表とまちづくりのアドバイザー制度について

はごらんになっていただきたいと思います。

最後に、先ほどの発表の方と結びっけて結論を申し上げ ますと、渡辺さん

のお話の中で、先ほどの経織に実は結びつけていく。活動内容、つまり成果

を施策に結びつけていく方法として、‘自主的な研究チームの中に2 名
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の人を入れてもらう。つまり自主的な参加のメンバー、プラスの職務参加の

ミックス型の方法が1 つとして挙げられるのかなと思います。つまりアイデ

アとしては非常に参考になりました。

それからもう1 つ、荒井さんのご発表の中で英語クラブの自主研究チーム

によっていろいろな政策提言がなされてきているわけですが、この英語クラ

ブと国際交流係とのかかわり方というものがどういうふうに接点があるのか

ということを後でまたお聞きしたいというふうに思いました。つまり政策提

甘を出しても、その窓口になるところがないということの中で、国際交流係

・とのかかわり方というものがどうなっているのか。それからほかのテーマと

いうものを反映させていくルートというものがあるのかないのか。どういう

ふうな形でそれがつながっているのかというふうなことが私関心を持ちまし

た。結論といたしまして、この辺のサポート。システムとか、あるいは政策提

言の施策への結びつきというのは非常に難しいといいますが、非常に最先端

の課題だと思います。今後この辺の制度化の問題がきちんと解決されていか

なければならないのではないかというふうに思います。（拍手）

○桑原　どうもありがとうございました。大分こちらからお願いした方の発

曾が続きましたので、ここで質問でも結構ですし、それからご自分のところ

でぶつかっている問題、あるいはご意見、何でも結構ですのでお気軽にお願

いいたします。

○久喜　延岡市の久喜と申します。田中先生の方から、いわゆる政策研究を

施策に結びつける方法として、まちづくり推進課というのを設けたらどうか

というような提案、提言がございましたが、実際、いろいろなアイデアとか

提言、提案がなされるわけです。それがなかなか施策と結びつかないという

ようなことであるわけです。そうした場合、いわゆる従来の企画課とか企画

調整課との関係はどうなるのかということです。それと、私個人としてはそ

ういう提言、提案がなされた場合はそれを具体的に実施に移すための実施検
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討委員会な るも のを 設置し たらどうか と個人的には思っているわけで すが、

そうい ったことについてどう思 われるか、その点を お聞きし た。

○桑原　 久喜さ んから従来の企画課あ るいは企画調整課と新しい組織との関

係、そ れとの調整をどういう機関でやっていくか、田中先生いかがですか。

○田中　 検 討委員会を設 置す るということだと思い ます。事務分掌とか権限

の問題というのを改めてその段階で検討するということで、そ れは私、地方

の行財政改革に携ってきてい まして、成功した事例と失敗した事例との基準

としましては、やはり、例えば横並び の例えば課長クラ スとか係長クラスと

いうことでの検討委員会でな くて、多階層、多 職種のマトリック ス型のプロ

ジ ェクトチームといい ますか、構成メンバーの多 様化ということを図ってい

って、その中から多数の いろ んな二■   ■ ズ、意見をく み出していって、そして

検討委員 会で検討し た結果を まとめるというふうな、そういう編成の問題が

一っ あ ると思い ます。そ れから権限の問題というの はそ れぞ れの分掌での各

課での権限の確保の問題というのがあるかと思い ます。やはり時代のニーズ

に合わせての新しい部 課の設置ということで推し進めて いってほしいという

ふうに思い'ます。

○桑原　 ありがとうご ざい ました。どな たかいか がでし ょうか。そ れでは午

後研修所の問題が大分集中して出てく る予定ではあ ります。研修所の問題を

もう少し含めてお話いた だきたいんで すけ れども、 世田谷の平沢さ ん、お願

いし ます。

〇平 沢　 世田谷区から参り ました平沢と申し ます。 職員研修所 と政策研究の

あり方 という ことで本日会議が進んでい るわけです が、私どもの研 修室の方

で も成 果物がいかに政策化、事業化さ れてい くかと いうこ とは、な かなか現

状で は非 常に難しいということが問題になって おり まして、い かにやってい

くかということが常に議 論さ れてい ます。世田谷区 の方で は一応政策研究型

の研 修というのは4 つほどやっており ます。その中 の1 つに監督者研修とい
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うのがございまして、それはいわゆる職層研修の中で政策研究型の研修をや

ってみようということで、これは昭和61年から始めたわけです。その中でや

はりいわゆる普通の政策研究型の研修ですと、やる気のある方とか、そうい

う方々を中心にして進めていくわけです。職層研修の中でやっていくとまた

ちょっと別な問題も出てくるようなことがあるわけです。その中でちょっと

きょうこれは問題提起ということになってしまうかもしれませんが、1 つは

成果物の問題、それからもう1 つは全庁的に政策研究が広がっていくには一

体どうしたらいいのかなということを考えていた・だけたらなというふうに思

っております。何かお答えがありましたらお願いします。

○桑原　職員の立冶丿 誌きましたので、伊勢市の富安さんお願いします。

○富安　三重県伊勢市の富安と申します。私は議員なんですけれども、本来

自治体の職員さんというのは政策研究とか政策立案のエキスパートであると

いうのを私は大前提で持っていましたので、自主研究グループがこれだけ脚

光を浴びているというのは、逆に言えばそういうことがなされていないんじ

やないかということの認識を持ったんです。それで、政策立案と政策決定の

部分が議員である私もまだ一年生ですからよく見えないところがありますの

でヽせっかくこういう自主研究グループなり、政策研究グループというのに

努力して見えるんでしたら、何とかこれ政策立案につなぐ手立てというのを

しっかりとここでtli論していただきたいと思うんです。以上です。

o 桑原　どうもありがとうございました。もうお一方お願いいたします。閥

山大学の坂本先生お願いいたします。

O 坂本　岡山大学の坂本です。政策研究をめぐる問題は、「自治体職員と細

織開発」という本の中に高寄さんの編著で出ている学mm 房のがございます

がヽ その中に今日的な課題というのを書かせてもらいました。私は本来は地

方財政学なんですが、先ほどありました岡山県の倉敷市の事m 報告がありま

して
ヽそういうものに私もちょうどきょう発表になりました原さんのところ-
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に研修の講師に行ったりしておりました関係y いろいろ付き合いがありまし

て、そこのことにつきましてはそういう中から研修が非常に発展してきて、

自主研究グループが倉敷の場合できていったというそのことについて全休の

流れの中で紹介させていただきました。そこで問題点も幾つかこの中に書い

てございますので、また暇なときに読んでいただきたいと思います。この研

究はここにおられます森さんも含めてずっと展開してきておりまして、きょ

うお話になりました田中先生ですか、社会学関係では非常に研究されている

わけであります。それで倉敷のことをもう一言だけ申しますと、こ れは各大

学でそういう傾向があります。社会人コースというのがございまして、自治

体の職員が夜大学で勉強するという傾向が非常に全国的に顕著になってきま

した。私の岡山大学にも夜の社会人コースに、倉敷市の職員や岡山市の職員、

あるいは県庁の職員が夜勉強に来ております。私は地方財政、地方自治のこ

とをやっておりますので、そういうゼミナールに入ってきまして、私は一緒

に夏いろんなところに行きましてまちづくりの見学を兼ねて、研修と見学と

懇親を兼ねてゼミ旅行をしているわけです。そういったことをやります。一

応皆さんに論文を書かせるわけであります。そうしますと、ものを書くとい

うのは非常にいいことだと思うんですが、ものを書くと非常に自分で考える、

ものを書いて神奈川のああいうものに投書したりすることを皆さんもどんど

んやってもらうと、非常に勉強になるし自分が考えるんじゃないかというこ

とを巾し上げたいと思います。

そういう中から、何人かの人が非常にこの政策グループに槙極的に関与しヽ

問題意識を持つようになったということだけちょっとご紹介しておきます。

それで私は自治体の意思決定というのは財政の意思決定とちょっと予算過程

の意思決定と……、これは亡くなった小島先生という方が法政大学におられ

ました。よくやっておりまして、それが参考になるのですが、その中で私は

一つだけこういうこともあると思うんです。それはここにもちょっと書いて
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おいたんですが、今もお話があったですけど、アフターケアといいますか、

行政というものはハード面とか施設面とかのまちづくりをやるわけです。と

ころが、ハードのものはつくるんだけれども、それが今後どういうふうに維

持されるか、あるいはそれがそこでのランニングコストがどうなっているか。

施設をつくるが、それがどういうふうに維持管理し、またそれを住民がどう

いうふう叫監視していくかという過程が残っているわけであります。そうい

った局面ですね、財政では事務監査請求というようなものが法律にあります

けれども、私はそういうところまでやはり考えたまちづくりのm 想も考えて

もらいたい。そういう職員がやることの中には、そういうアフターケアを含

む問題まで射程に入れて考えていただきたいということを、これは高橋先生

なんかが神戸の方におります、いわゆる都市計画論の重要なかなめでありま

して、ランニングコストを考えないようなまちづくりは非常に問題があろう

と思います。それが1 つであります。

それからその他いろいろまちづくりをめぐって、ここにも書いてあります

けれども、やはり住民の利害と行政との利害の関係が、住民との関係で利害

が起こってまいりまして、そういうことをやろうとしますと自主研究グルー

プの中で住民との間に軋條が起こる。それが担当の各課との間で軋慄になる

というような問題点が1 つございます。

それから、各課のそれに関係しますが、各課の縄張りといった問題との関

係がどうなるか。それから行政と担当課と自主研究グループの執行過程をめ

ぐる問題が今いろいろ出かかっております。そういう問題がどうなるか。倉

敷市の場合は1 つその提案が生かされたということが非常に大きな成果とな

った。これは私が書いた後の話でありますが、そういう方向が1 つでも出る

ということは大事であります。しかし、また研究ですから余り性急にやると

いうことも問題だろうと思います。その辺の関係を、研究的な而と政策への

移行のフ'ロセスとが重層してあるというような関係にあると思います。その
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辺を十分に考えていくということが大きな今後の課題だろうと思います。

その点てrn織論から言いますとヽ岡山県がちょっとやったのですがヽ縦割

型の行政の中でマトリックス行政というのが今ご紹介がありましたけどヽ縦

並びを横並びにするというような行政方式があります。こういったものをや

はり各役所でそういう自主研究グループを含めてもっと研究してもらうのか

いいんじゃないかというようなこともいろいろ考えておりまして、ご参考に

なるかどうかわかりませんけれども、とにかくそういうものを積極的にやっ

て、行政知m ではそういうことをやってもらいたいと思います。

それ・からもう1 つ、市民参加との関係での検討課題がいろいろあると思う

んですが、それはそういう課題があるということだけを申し上げて時間もあ

りますので発言を終わります。（拍手）

○桑原　どうもありがとうございました。それでは午前中の時間も最後にな

りましたので、晨初に事例発表をしていただきましたお二方に一言ずつ、荒

井さん先ほどご質問が1 つ出ておりましたので、それを含めて荒井さんの方

からお願いいたします。

○荒井　もう一度、私の立場を明確にしておきますと、役所の中で制度とし

ての自主研究というので応募の制度がある。それから私自身が仲間とつくっ

て自主研究グループというものがある。その中間を交互しながら自分たちの

中で動いているという状況です。それでいろんなことが議論されたわけです

が、確かに制度としていろんなものをつくって実験をしてやっていかなけれ

ばいけないなと考えております。先はどの質問の英語クラブの例なんてすが、

それは単なる非常に人的なコネクションで、国際交流係の担当の人間が英語

クラブの部員だという、そういう中でちょこちょこ話し合っていたものが吸

い上げられて決められていったというような経過がございます。

あともう1 つ最後にやっぱり自分たちのまちをどういうようにしたいかと

いうような、自治体職員というより市民の1 人としてそういう気持ちを持つ-
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て、自分たちの政策を持つべきだと思っています。そういう政策をどうした

ら実現できるかというところにその制度以外の自主研究グループの活躍があ

るんじゃないかなということを考えております。以上です。（拍手）

○渡辺　先ほどから研究活動の成果を施策へつなげていくシステムというの

がまだ整備されていないということなんですが、北九州市でもまだはっきり

と制度ができていませんというか、いろんなことを試みている段階です。例

えば去年は研究成果の課題研究グループと自主研究グループを合わせまして、

市長出席のもとに発表会を行いました。そのとき市長は非常に理解を示して

いただきまして、後s・研究グループに対しては組織の方に研究活動がしやす

いように、いろんなグループの意見を聞いてやれという指示をしましたし、

その中で提案そのものは市長ももう一つだなという言葉は言ったんですが、

その中でも1 つだけはとりあえずその場ですぐメモをしまして、これをやれ

という指示がありました。私が考えますに、やはりそういうシステムをつく

るということは研修所の仕事としては大事だと思うんですが、忘れてならな

いのは研究の中身だと思うんです。その中身を考えますときに、先ほど言い

ましたときに、やはり市民との交流、市民との共同研究といったものが非常

に重要じゃないかなというふうに思います。

市民から見た自治体職員のあるべき姿と言いますか、大げさに言いますと

そういうふうになるんですが、やはりこれから地域のまちづくりをしていく

ためには市の職員、行政の職員というのはやはり市民と同じ考え方、同じ視

点ヽ同じ文化を持つことが必要だと思います。私も含めてそうなんですが、

もともと市民なんですが、どうしても9 時から5 時までの間は市民じゃなく

なるということになります。北九州市の課題研究だけに限って言いますと、

そういった行政だけの考え方のテーマに対する研究というのはやはりやめよ

う。やはり市民と一緒になって、市民の考え方に学んでいこうというふうに

考えています。やはりこれから、先ほども言いましたように、その研究が。
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仕組みも大事な んですが、取 り上げ られるかどうかというのはやは り中身に

かかっていると思い ますので、その ためにはやはりぜひ市民 との共同研究、

あるいは交流といったものが大 事じ ゃな いかな と思い ます。どう もありがと

うござい ました。（拍手 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lO

桑原　 ど うもありがとうござい まし た。こ の分科会は午後にも続 きますの

でヽ ここで まとめということはござ い ませんけ れども、大森先生 にバトンタ

ッチをす る前に私の方 から幾つか午前中 の問題 を整理しておきたいと思いま

す。

きよう’は研修所 、あ るいはプ ロジ ェ クト、’自主 研究、’いろ詐 ろ自な手法の新

しい政策研 究の手 法とい うことが出さ れたと思い ます。やはりそ れが次の政

策 研究の仕 組みになってい くかどうか というこ とから言いますと 。1 つは継

続性をどう いうふうにそのシ ステムが持 っていけ るかどうか。どうしても単

発、あ るいは人 に頼 るというようなとこ ろにな りがちですけ れど も、そのシ

ステムが継続 性を保てるかどうか。そ れから、やは り個別の問題に入り込ん

でい くんで はな くて、系統的、休系 的、そう いうも のが保証さ れてくるかど

う か。そ れから何よりもそのシステム自 体が閉鎖的 ではな くて、十分開放性

を保っていけ るかどうか、その辺が政策 研究をや るときの仕組 みの非常なポ

イントにな るんじ ゃないかというふ うに私な んかきょう午 前中の話を伺って

実感し まし た。この辺を午後につないで皆さ んとも う一回議論ができればと

思い ます。（拍手）

○司 会　 どうもありがとうござ いまし た。

質問用紙を後ろの受付の方に出 してい ただきたいと思 います。 よろしくお

願いいたし ます。

午後の部

○司会　討議はテープ起こしをしていきたいと思っております。発言なさっ
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た方は後でもう一度私の方でテープ内容の確認を'したいと思いまず。そんな

ことも考えてこれから2 時間半頑張っていきたいと思っております。

今までの自治体学会の分科会というのは大体半日でおしまいです。ですか

ら大体論点が午前中みたいに出尽くすというか、まだ出ないのがいっばいあ

るんですけれども、拡散して大体おしまいになってしまいます。で、今回は

それをあえてもう2 時間付け加えてどこかの場所に一点に集中してもう一度

議論をしていきたいと思います。そういう意味で、前半は研修所問題という

ことで、制度的にどうシステムのm 続性をつけるかというような視点から発

甘をお願いじたいと思っております。

それでは大森先生よろしくお願いいたします。

○大森　大森でございますが、午前中のことを引き継いで午後皆さん方と一

緒にディスカッションをやっていきたいと思います。午前中から政策研究の

仕組みについて若干宿題らしきものが私どもの方へ来ております。もう既に

いろんな論点で出ているもんですから改めて復習しませんで、直ちに議論に

入っていきたいと思っております。研究と研修の相違などはもうここ数年前

からいろいろ言われておりまして、自治体職員が単なる研修者ではなくて、

何か研究するというような、そういう職員像を目指そうということがいろん

な自治体で行われ始めています。事実きょうの午前中のご報告でも既に研修

所で行っている研修のあり方が従来の研修から随分変わってきていて、中に

は市民と一緒にやるような話も出始めております。これは従来の研修とは随

分考え方が変わってきているんではないかと考えることができます。研修所

にいる職員が実は意外と大切で、どんな人が研修担当でいるかということが

研修のプログラムの内容や研修のやり方亀かがり決めますものですから、あ

るいはその人がトップをどういうふうに説得できるかということもありまし

てヽ 実は私も随分このところ研修所、当局側研修講師なもんですから呼ばれ

て行きまして、若干組合からは嫌われているかもしれませんけれども、組合(

略)
－87 －
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序　開かれた行政組織と は

1　 今、なぜ開か れた行政組織 か

今l-l、特別区政は、低成 妊経済 の定 軒、国からの行

革圧力など厳しい状況に置か れてい る。 しか も、こう

した悪条件のもとで、田 区民の憲識 ・価 値感の多様化

による地域の合 意形成などの 俐甦化. (21人口の鳥齢化

による掲hL郎門等での行政
・ 啜の川 大,  (3)核家族化の

進行や、いわゆる定時制住民 の川加 などによる地域で

の連帯感の良l)'!j、等々 といっ た多くの川 題をかかえで

いる。

こうした問題 を解決して ゆくには、今 までの行政の

行動パターンである法規万 能主義 や先例蹄鰻的なサ ー

ビス構造の巾で の小手先の 組織見直しでは対応で きず、

地域に根ざした行政組 織を(?)りあ げていか ねば なら な

い。

もとより、組織は地域環境の条件や変化 に適応し な

ければならない もので ある。 行政組織 も、外部 の環境

条什に応じて、紅織内 部の内的状態 や行 動様式 を変 え

てゆく■SL-要かある。 すなわ ち、環境条件の変化 に機敗

に適i'6し、組織行動の目標 を変更し、 新しい 行動目標

を設定する、 といった活動 をし なけ ればならない。

以上述べたような組m.こそ、 地域 社会からの刺激や

情報に対してフ ィードバ ック機能を持った オープン・

システム（開 かれたシ ステ ム） と言うことがで きる。

今までの地方行政が 、往 々にそうであっ たように、国

家指I"),権力性指向、安定性 指向 であっては、地域環

境の特性をあ まり考慮 しない、地域住民 を置きざりに

したグ ーズド・シ ステムバ 聞鎖的な システ ム）であ

るヽとほわざるをえない。

2　行政組織と外部環境 との係 わり

行政組織と外n 環境の関係 を大きくとらえると下図

のように八わせる。

すなわち

(I) 外部環境条件の変化 が、 地域社会から行政組織

｀ の働らきかけに変化 を与 える。

（地域社会から行 政組 織へのin put）

(2) 行政紐織内 部(Black Box と考 えてお く）で、

このt,7恨が加工
され、行政施策として地域住民 に対 し

上級官庁

(自治 省や東京 都)

(区の 行政組 織)Black

BOX

ヒ フィ ードバ ッ
ク回鵬

地域団休

自治会・ 商店 会

サークルなど

地域

住民

てout put される。

(3）out put された行政施 策 が地域住民 を介 して、

地域の団 体等に変化 を与え 、 また、地域社会の環境そ

のものに対 しても作用を及ぼす。

(4) そのこ とによって、地域団 体等が行政組織に働

らきかけを行う。 地域環境 の変化それ自体 も、行政組

織 に対 す る新 た なin put と なる。（3  ～4 に よって

フ ィードバ ック機能が作用する。）

(5） 上級官庁は、法m 、通述、指導、機関委任事務 、

地方事務官制、等々によって地方行政組織に対 して 強

大な影響力 をもっている。その反而、地方行政組 織か

ら上級官庁 に対して は、ほ とん ど参加 の遣が ない。

(6) 外部環 境の 変化 が行政 組織 内(Blak Box 内）

で適切に受け とめられない と（スルーアウトしてし ま

うと）,組織 の状況と外 部環境の問 がう まくかみあ わ

ず。組織内 にコンフ リクト が蓄積 する。

…… …とい ったこ とが言えよう。

3　 問題の所在と論述 の方向

前節での分析から、開か れた行政組織 をIll]う場 介、

次の三つの側而のあることが知 れよう。

(I) 行政組織内部の問題

行政組織の構成要素 として、 人、物 。金、情fS 、組

織活力、の5 つが挙げら れる。 この中で 、特 に人の問

題及び組織活力 の問 題として、一人ひとりの職貝がど

の程度 外部環 境の変化に柔軟に対応で きるか、という
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問 題, 及び、一人 ひとりの職 貝の意識変化が、どの よ

うに組織全体の柔 軟化 に結 びつ いてゆくのか、 とい っ

た問 題が重要であ る。 また、情 報の流 れに注目して、

行政組織の もつ 本質に迫 り、 開かれた組織づ くりに役

立てるという面に も興味 深い ものがある。し かし なが

ら。これらの視点 につい ては、別論に論述 の機 会を譲

ることにしたい。

(2) 上級官庁 の意志 決定に参加の 途を築い てゆくと

いう問題

この問題 は、将 来的に 人きな問 題となってくる と思

われるが、現状 では、そ の例がほとんどな く、論述の

ための資料 もないので、 論評 をさけること とする。

(3) 外 部環境 の変化 を、組 織としていか に受け とめ

てい くか、組 織形態として はい かにあるべ きか、とい

う問題。

行政組 織が、外部環境 の変 化を受 け 入れる于・i;;;とし

て は。 まず住民 参加が 七・えられよう。 また, li'i眠公開

制 につい て も検aiの■£-'SJがあ る。だが、い ずれの問題

も根が深く、すべての 論点 を詳述す るの は川難である。

そこで、筆者らの手のm; く範川の問Vflとして／ド紀の3

 .<!>.を挙げ, 考察 を加え ることにX  り、開 かれた行政

組 織づ くりに向 けての 知見を得ること とし たい。

①　川 田| 川 について

各区 と も、長期 計画 につい ては。議 会の承 認も受 け、

組織 としての最高 の意志 決定 を経ている ものであ る。

そ のため、やや もすると、組織として長期 計画を過大

に評fi し、神聖 化してし まう。 その ため、長間 計画自

体が変 化した環境 に適合しない ものであって も、その

と こ ろ で あ る 。 また 現 在 。 す で に実 施 の 例 も凱
い

こ で 、 施 設 の 開 放 に つ い て 現 状 を把 握 し
ヽ そのIll賑

を 探 る こ と か ら
ヽ

開 か れ た行 政紐 織 づ くりにI'illt
て皿

知 見 をVii. こ と が で き よ う。 こ の よ う な考 えから
、？2

章 に お ゛ て 施 設 の 開 放 に゜ い て取 り あげ ること
と4

る 。

③　 住 民 参加 の現 状 と 問 題点 に つ い て

住 民 参 加 の実 質 化 を 図 る方 策 に つ い て は、

(i) 地 域 を足 で 歩 い て 地域 の 実 情 を知 る。

㈲　 地 区 担・'i!l,l|な ど に より 地 域 行 政 を徊ilEする、(iii)

地域 情 恨 紙 の 発 行 な と≒ 広 報 機 能 を充実しj

か り や す い 区 政 を実 現 す る。

向　 施 設 建 設 な ど で は 、 計 画 段 階 から 仕民の引・H

収 り 入 れ る シ ステ ム をつ く るな と≒ 住 民ぢ 加のシスj

ムづ くり を行 う 。

("}　 消'に 片卜| 休 竹:、地 城 のトlH休 と 交流 を深める、

㈲Ml 設 の ヤA祢 な ど に 地丿必 目 び) ・堤？ を入れる仏

区 民 から の ア イデ ア を'!?.'Rす る。

岡　 町 会 、自 治 会 を でr成 し 、|副 ‥j関 係を築く。

］　 住 民 ニ ー ズの 変 比 の スビ ー ド に まけない赳り

定 の 賤 構 を ぢ'え る な ど 、 糾 織改 や を す すめる。

など 数多 くの と ら え 方 があ る 。 だ か 、筆 れ川 川

よ れば 。 こ れ ら 什民 参 加 実 質 化 のr 股 は、3 り に1

刈 化 か 吋能 で あ る。

そ こで.  第3 章 にお い て 、 住民 参 加 の手段を頬 ＼

し た う えで 、 そ れ ぞ れ に つ い て 考 察 を 加え、地岐の1

状 に応 じ た 施 策 選 定 に つ い て 所 論 を述 べることとす;

変 更に時1111がか かりす ぎるこ ととな る。 すなわら、Ik　　I　 計 画 行 政

期 計両の策定、 実施の間に存在す る問 題は、行政組織

のかかえてい るllll題{ 敞通の きかない お役所 什事、 と　　　 ここに。特別区の計画行政に関するひとつ川 叩

い った組織の もつ逆機能の闘 題） が端的 に表出してい　　 あ る。59 年lU) の読売、刺日両紙の記小を喫約しか

ると思 われるの である。 この ような問 題意識から, 第　　 よう。

l 章において、 長期叶川 をとりあげ ることとしたい。　　　　杉並区が,  56年に修iiミ決定し た艮川行川政,illり

②　施 設の開 放について　　　　　　　　　　　　　　　 か年計叫) に基づ き、小学校 をI 校新設しようとい

地域の 集会施設等 を地域住民の 自主管 理に委 ねる、　　 ところ、地元住民から「児童 数の減少が耘いひ ぶ

とい った施策が、効率的行政 の推 進、民 間活力の 導人　　で 、学校 を川 設 する必要 はない。」として、I丿
片

とい った視点 から取りあげら れてい る。 こ れらの施 策　　 署名を集めた反対陳仙 町が区議 会に提川され, I
摺

について は、区有施設 を地域 住民 に開放ずるとい う、　　 民 が対立するこ ととなっ た。

開 かれた行政組織-riくりとして も大いに評価 を受け る　　　 区は、この1 年 前に用地 を起債で購人済みであ
る‘
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え、区議会も、川地購人議案の密議 の際 に「早期に建

設すること」 という附'liV意 見を全会一 致で採択してい

る。

従来、い わゆ る迷 惑施設 の建設 と異な り、「学校新

設」となれば両手 をあげて 賛成 されたはずなのに、こ

こに来て、どうしてこの ようなm 態になったのか。 行

政にたずさわる者 にとってエ ポック・メーキ ングと も

いうべきこの事例を基調に、計叫 行政 と地域に開か れ

た行政及びその行 政紐繊 につい て考察を進めるこ とと

する。

1　 長期計画策定 状況

地方自治法 （以下 「地白法」 とい う。)   第2 条 第5

項は、市町村は基本m 想を定め、計 ㈲的に 行政を推進

しなければならないこと を定めてい る。

この規定は、49年地自法改正前の特 別区 には適用さ

れなかっ たが、49 年改 正時 に現在 の同法281 条第3  項

が新設され、特別区に もiifi川 されることとなった経緯

がある。

49年地自法改 正前の特 別区 は、祁区 財政調幣制皮の

もとで、財政叫 整交付 公( 又は納 付忿）を}）山 寸る必

要から、祁の圭導で、特別区 公共施 設整備計画 に3か

年計叫）をVi'/ilしてい た。 ただ、この叶叫は、山 都区

財政、詞幣のための叶画であっ たこと、② 郎・ド導で 簾定

されたものであ ったこ と-'.'>、特 別区 のiii肉 行政に直接

寄与するもので はなか った。

50年度から祁区 財政.w 幣制心が改IK され、 各区の施iiSlJJ

股川詞 を個別に柘r したうえで ふ浅区の財政収 人

で不足する分を油桐する‥-件算定方式 から、 標準区の

標県行政水準を基礎として各区 の必 要継i? を算出 するmm

川方式になったことと、前述の ように地自法 弟2

条?fS5項か特別区に も適川 される ように なったこ と

により、各特別区が独自に計画 を策定 するようになっ

た。

その後lO年を経過 し、「「特 例」市構想］ の特 別区 政

調査会答申や、「新し
い 都・新 狭域自 治体」俳想の 祁

制吹調査会答申が発表
されて再び地自 法改 正の気 運が

盛りあかってきたい ま
、23特 別区 は。それぞれの地域

特性に基づき、独自の計 画を持 ちあ るいはその改定 計

画を持
゜に至っ ている。 すなわち、計肉行政を志向 す

る㈲で は、 祁の内 部剛体であっ た特 別地方 公川｜ 体か

ら、一 人前の自治体と6 い うべ き粁通地方 公火団 体へ

め脱皮 をめざして懸命に努力 してい るのである。

2　 環境変化 に適応する行政

このような状況 のなかで 甘頭 に掲げ たような事例が

なぜ起 きたか考えてみると、①計 画と環境変化, ② 坪

境 変化に対 心する行政施策の選択の2 点 に問 題があ る

と思 われる。

田　 叶叫 と環境坐化

新聞報ifiでみるかぎりで は、杉 並区 挺Jtfl行財政計 画

は56年に改定 され、その際 、学 枚新設は2 校から1 校

に縮少されている。

現代社会は激動しており、3 年先,   5 年先 を適確に

見通すことは人変困難であt)、10か年の計画と もなれ

ば、かなりの不確保要素を含む ものになることは覚悟

しなけ ればならない。 だが、それにして も、56年改 定

計画が59年に小業化されるときに学級 数の縮少を も伴

うのは、児童 数の将家推計に廿さがあ ったとい わざる

をえないのではなかろうか。

ここで、行政出・iiiの機能につい てぢ‘えてみたい。

鮫に、計画にはII 標設定 機能と利害調幣俄能があると

い われている。 現{＼モ 特 別区 は、 そのほ とんどが長rn

計川や 鳩本構想を持ってい るとい うこ とは、 それぞれ

の区ごとの行政日標の設定 はなされてい ると考えられ

る。 ところで、それらの叶i*i策定 の過 程で どのような

住民参加のf 数がとられたかに よって、fi;尺 間の錯そ

うする利害を調幣する機 能を、そ の,iU画がどの代lii;発

抑するかが決 まって来る。 これまでの特 別区の 行政計

画v 定におい ては、この 而での叶 画の機 能を、少なか

らず軽視してきらい がある。

もっとも、 これは、ひとり特別区に限っ たこ とで は

なく、ほとんどの自 治体の 行政計 画策定 にみられる通

幣であ ろうと思 われる。

参IJI1と分権を理 念とする開 かれた行政 を志向 し、 地

域杜会に開 かれた行政糾 織を構築 するに は, 鈴 そう す

る住民間の利 害調整を計 画の もつ 調整機 能に 委ね、そ

れによって施策の順位づけ をすることを、今 後、真剣

に検討 しなければならない。

結論的 にいえば、計叫 策定過l で徹底し た住民参加
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を行うことであるが。その手 法に一定の方式 があ るわ

けではない。 参加のB.V 川や対象 外等 外区 が試行銘ぷを

垂 ねながら、それぞ れの地域に見介っ た方式 を閲発し

ていか なけ ればならない。

きらに、こ うして 策定 された計 画であ って も,   10か

年もの叶画には相当 の不確定 要素を含むのである から、

行政担当 名・は、fl:会指 標の推 移に常 に糾心し, iJrt境の

変化に応 じたill I山iの迦川 をI叫らなければならない。

(2) 環境 変化に適応した行政施策の選択

-一般の住民 にとって、行政施策の選択過 程は令くの

ブラック・ボックスであ る。口 頭の事例で も、反対 住

民の代表が「 こうなる前になぜ住民との対話 をもたな

いのか。」 と述 べてい ること から判断 すれば、区 と住

民の川に、 学枚を新設することについて'It岫の接触は

なかっ た ものと 推察 さ れる。 学校 新設 に係 る 各種の

データを収集し、そ れを提示しながら事 前の接渉が 行

われていれば、こうした小態に はならなかったので は

ないだろうか。

よく「iiii*i段隋からの住民 参加|」とい われるが、 こ

れは特定施設の計 画のみをa つているのでは なく、あ

らゆる行政施 策についてい えることであり、 行政施 策

選択 のブ ラック・ボックスを聞く ものであ る。

ここで、冒 頭事例と川じ杉並区が、 すぐれた手法 を

実施したので 紹介したい。

内容は. a 近話nnの多い駅 前放 置自 転車対策であ り、58

年に広 恨紙 を通じて 行っ た。

すな わ ち、 仝区 民 に配 布す る)i;樅紙 を通常 よ り も

や ヽ厚紙 とし、指示 と″おり析りたため ばそ の まま簡易

書fi!iで 返送できるアンケ ート川紙 とした。

そのうえで、区内の放i 自転申 の現状説明とllll?fl点

の指摘。庁内l'T 及び審 議会設置の継 糾を 恨;’?し、庁

内VT  及び審議 会が、今 後杉並区が昧 川すべ き放I. ＼'＼

転'|り1 策として提案 した施策に解説 を加 え、区民 の 竹

丙を問 うてい る。

これをみれば、今後杉並区が実施 しようとしている

放置白転巾対簾の令容が わか ると同時 に 技巧の.G.見が

表明されることによって、広 範な区民 の意思を区 が把

梶で きる ように なってい る。

これは計両段階 における住民 参加の ひとつ のすぐれ

た訓 列であ ろう。 個々の施策に応じ たこ のような試み

を積 みfR ね、 その 結 米 が 艮 川 叶 叫 に 反|映 されていくな

ら ば 、区 と 化 民 との 対 立 は 避 け ら れる で あろ うO

い ま 、令1*1的 に 、靖 雄 公開 条 例 の 訓 定 か 流行のよう

にな っ で ｀る。 こ れ もヽ 行 政 の 民 主 化 で あ り、行鴎

策 決定 過 程 の ブ ラ ッ ク ・ ボ ッ ク ス化 を開 くものであI),

「計 川 段 階 か ら の住 民 参IJII」 を"リ 能 に する ものであろ

う。

3　 長 期計画のあり方

近年「祁f)経営 」ということばが盛んに使われる1

うになって きた。その意味するところは、(-iih休叫

動は単に法麗に定められた行政を執行するだけにとと

まらず、自治体が住民の金 を税という形であずかり,

住民 の信託にこたえて, mi が望 ましい方向に発肘

る ように投資 してい くことであろ うと思 う。に 叫

有額をふやす ため に人件費 やその他の間接経I?の節減

に 努め 、民間 委託 を行うにすぎないのが、現在は, If.

・tf経営 イコ ール経 賞節 減・民川 委託とみる胤潮が凱

のは残 念であ る。）

そこ で、自 治体が投資 すべき「望 ましい方向」とは

何 か。 これを決定 する ものがそれぞれの祁市ピジョン

であ り、その具体的なあらわれが基本構想や艮ltll顧

であ る。

それぞれの祁市の望 ましい姿、祁市ビジョンは紗

決めるのかといえば、そ れは 首長や計川担当嗇職暦

はなく、その 祁巾に日々生活する住民自身である、fl

長や計叫担当職 ＼はそのための検討 素材を提供し、It:

民の 意思 をとり まとめて計叫;f とする作1 を担当する

に過 ぎない。

さらに、杜会情勢、経済情勢の変動の激しい現即

会にあ っては、10か年あるい はそれ以上の艮)9liil‘緋

その まま’It業化するのは危険 である。長川巾*収|愕

設定 と住民 川の利害調整を行ったうえで、そのと
μI

きの環塊変化にあ わせ 、財政事情 を考慮して短川の大

施計両をつ くるべ きであ り。こ れに よって事業化
図

期、事 叉規模、投資額 竹に対す る住民の理解と
齢 を

得ることが できるであ ろう。

自 治体の基 本構想・長期 計両につい ては 「ヽ拍
籾

な美 辞麗句 の羅 列であ り、市名だけ入れかえれ
ばどこ

のillで も通川す る。」 との批判 があ るが、上にj
び た
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ような手順を踏んで策定された計画には「市名だけ入

れかえれば……
」とい った批 判は起らないで弗ろ う。

n　区有施設の活用

1　 はじめに

区有施設の設雌については、 各区と も公共施般整備

計画に基づ き、区民 集会所、保介園等 各種の施設建設

をiltめできたところであi'., し かし、 近年に おけ る財

政のひつ迫は、投資的m 費の削減 を余儀 なく させ、 公

共施股の建設 も思 うにまかせない状況 にある。

反吋、住民A*識 の高揚は 、公代施股の拡允 に対 して 。

も、多様な要求として現 われ。特 に駁近 は地域化民 活‘

動の活発化 により、集会施設等 の設殴や、既 作施設の

夜川・休日開放が仙く要水されてきている。

公共施設の建設が閑難な状況 下におい て、これら化

民の顕在化した要求に対 応するためには, 既存の区 有

施設の有効かつ効率的活用を図 ってい く以 外に方 法は

ない。

そこで、施設の有効活川 につい て検討 すると、次 の

二つの方法が考えられる。一つ は、使用日的 は変え ず

に、夜川や休日等について 施設 を開放 し、住民 の利川

に供する方法であ る。他 の一つ は、特定 の目的 のため

につくられた施般を、その利川時間外 に、他 の目的 に

使用する方法であ る。前者 について は、交 替勤務や民

川委託等により、既に実施 に移されてい る施設が多数

あり、この場合は、 施設の改造 等を必 要としないので

比較的尖施しやすい。 しかし、 後行については、その

実施に種々の困難を伴うのが通 例であ る。

先日逗子市役所の会議 室を住民 に開放する闘也がテ

レビで放映 されてい た。 そこには、庁 舎内の会議室が

空゛ている場介は、住民 の集介 等に使川 きせ たい との

新市長の提案 に対 し、総務 部長 を始め 幹 部職u
が こ

ぞって反対している場面が映 し川されていた
 
 反対 の

理山は事務所川につ くら
れた施設を、一般住民 の集会

に1!すことは、消防法上間題
があるという ものであ っ

たと記憶しで る。空
いている会縦室を住民 の裡n に

供することは人変良
い事 だと思いながらテレビを見て

いたか
ヽ施設のl)ll放 には様 々な川題があることを示し

ており興味深く
なが めてい た。

いず れにして も、施 設の目的外使用の場合は、 まず、

新 た。な使用目的に 合致する よう施設の改造 を
■iL-要 とす

る場合が多い。 また、開放に伴い器物の汚染、損壊や

防犯・防火等管理上の問題が当然出てくる。こ れら を

理山として、施設の管理者としては、施設の目的外使

用に消 極的になってし まうのが現実であろ う。

この ような中で。一 早く区有施設の開放 を制度的 に

打 ち川した鵬飾区の 例と、ど の地域 にも存在し、住民

にliiも身近か な施設である学 枚の岫 施設 を開放し た絲

馬区の 例をあげ、区 布施設の 有効な活川方法、あ るい

は 、今 汲の区 有施設 の開放 のあ り方 等について 考えて

みたい。

2　 学 校図書館開放 事業一練馬区の蝸合一

(1) はじめ に

学枚 施設間放事 業について は。昭和41年 に小 学校の

校庭開放 を唱矢 として 、以後体ずt館 、プ ールの開 放を

実施 している。現在、小学校 （62校）で 全校すべての

校庭 を開 放してい る他、 体青館 （2o校 、プー ル(7

杖）の開放 を尖施 している。

校庭 や体育館 の開放 は。い まで はどこの自治体で も

尖 施してい るが、練鵬区で は、こ れら以 外に学校図書

館 を区民 に間 放していることであ る。 そこで、このユ

ニ ークな制皮 である学枚図 轡郎の開放事業を収り上げ、

施 設の有効活 用を考えてみたい。

(2) 開 放の動 機、目的

開放 には現場 の理解 と協力 が不可欠であるというこ

とで、現場 の責 任 者たる枚艮を中 心としたプ ロジェク

トチーム「練馬区学 校図書館開放検討委貝会」 を結成

し、開放 のあ り方 等 を検討 した。 その答申 に よれば

「当区 の学校開 放を従来の“あそび” ど スポー ツ

から更 に一歩 前illさせ、知的 教介の側ifiiを加え、充実

をはかるべきであ り、このため、児m.、生 徒を主 とし

た地域 住民 の余暇* 用、情 操育戊をはかり豊かな人川

関係をつくるため、学校教i に支障 のない範川内で開

放を進 める必 要があ る。」と してい る。 また、この 几

体的な開放の条件として、開放圓曹館お よび便所など

を他施設から分離管理 するべ きであり、 また、開放川

μi§rについて も、別途整ifiする必 要があるとしている。

― 1-15-
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（2 ） 開 放 の 実 施

52 年3 ;k 教 育 長 に 上 紀 答 申 が な さ れ 、 教 育 長 は 小

務 当 局 に 対 し 早 急 の 実 現 方 を下 命 し た。 事 務 当 局 は 各

学 校 の 立 地 条 件 、 学 校 側 の 協 力 関 係 を 勘 案 し,   H 小 学

校 をモ デ ル校 と し て 指 定 し、 学 校 側 と協 議 に 入 っ た。

当 校 は 開 放 に 伴 う大 きな 改 修 工 事 が必 要 な い こ と もあ

り 、 比 較 的 ス ム ー スにm 展 し 、（イ爛 放用 図 古 の リ ス ト

ア ップ お よび 購 人(口)|S{l係 備 品 の購 人（ハ指 導!! の 選 任等

の 事 務 を 逮 め た。 そ の 結 果 昭III52 年12 月、「H 小 学 校

文 庫 」 と し て オ ープ ン。 引 き 続 き53 年 日 月 にA 小 学 校

の 図 吋 館 が オ ープ ン し た。 また, S4 年 度 よ り 毎 年2 校

づ つi;;i放 し、 現 在ri 枚 が 運 営 され て い る。

(3)    llll放 の 形照

開 放 に は2 つ の 形 態 が あ る 。 まず 昭fiir)3年 以 後 址 設

さ れた 新 築 校に つ い て は 、 建 設 当 初 よ り 粕 ’r室 が 開 放

用 に 建 設 さ れ、 教 科 川μI介 と 開 放 川I・■
■ii書 が同 室 に 配 架

さ れて い る。 な お 。 ラ ベ ル で 区 別 し 、教 什 川 図l'IlilUJ

覧 で き る か 貸付 け る こ と は 出 家な い 。

■Jjの 形態 は ■Aiきlfi< 。((!.'! Ill')   を 活 川 し,   ZOm' ～30

 ㎡ 程度 増 築 し た も の で あ り,  施 設 の 内 容 と し て は 、

ガ ラ ス窓 を最 大 限 広 く し 、 採 光 を充 分 配 慮 す る と と も

に 気 軽 に 読 介 がで き よ う 床 は カ ー ペ ット を 敷 き つ め 牛

円 型 の ソ フ ァ ー、 サ ー ク ル 机 等 を配 置 し 、 柔 ら か い

ム ー ド を現 出 で き る よ うBe 慮 し て あ る。 ま た 、 こ の 形

態 校 に つ い て は 教 科 の た め の 図 書 室 は 別 室 に 設 置 し て

い る 。

開 放 日 と時 間 は 、 校 庭 開 放 の 時 間 帯 と合 わせ て あ り。

下 表 の と お りで あ る。

開 放 に 従 事 す る職f ＼に つ い て は 専 任 の 指 導 □( 非 常

勤 ・ 臨 時 職n 程 皮 の 報酬) を2 名 配 置し 、 迎 営 し て い

る 。 こ の 指 導 貝 の職 務 は 、(イ）＼ 書 ・ 資 料 の 購 入 幣 理。

㈲ 図 町 ・ 資 料 の 介出 返 却( ハ伺; ’:川 内 お よ び関 係 施 股

の 整 理 整 と ん 。圖 運営 委 貝 会｀ の 参 画。 師に の他学校

妊 の 指 示 し たこ と等 で あ る が
ヽ 現

在 の と こ ろ 特川返i$

事 務 、 読 書 指 導 が 主 と な っ て い る。

(4) 開 放 の現 状

利 用 の 実 状 を 見 る と 、 日曜 ・ 祝 日 の 開 放 よ り土曜の

利 川 が多 く な っ て い る 傾 向 が 顕 著 で あ る 。 また、利川

者 数 を み る と 、1 日 立均100 人 程 度 が 来 館 してい る、

こ の他 の 傾向 と し て は 、 成 人 の 利 用 は 児 衆 と ー一緒に来

館 す るヶ － ス が 多 く 、 成 人 が 単 独 で 来filiす る 例は珍ら

しい 。 また 、 校 庭 開 放 で 遊 び 、婦 り に本 を1T りていく

子 供 、 あ る い は 閔 吋 川 を利 川 し帰 り に 校腿 で 遊んでい

く ヶ － スが 多 い 。

こ の こ と をり、乙と 、 筰巾 で う た わ れ てい る遊びやス

ポ ーツ は 校庭1)11 放で 、知 的 側 而 の援>j は|剛'lfflでとい

う 理想 が 実現 し て い る の で は ない か と思 考 する。 また、

当 事 業 に 対 す る 評 価 で あ る が 、 地 元 住 民.  ％該校のI'T

Λ を 中 心 と し た 方 お よ び区 議 会 、 教 育 香口会竹か

ら のa 辞 の 声 が 多 人で あ る 。

(r.) 開 放 の 祠 軋 巾ii・i

当 事 業 に つい て は 、 現 在15 校 の 開 放 を実 施 している

が 、将 来叶 叫 と し て は 、 昭 和GO 年 度 まで に17 校 程峻を

開 放 し たい 計 川 を も っ て い る 。IJlliic校の 選 定に当って

は 、予 算 の 効 率 的 有 効 的 執行 か ら い って 、 区丿冶 ぼ 館

か ら比 較 的 遠 く 、 ＼n宍 館 サ ービ スの 恩 恵 に!?fさない地

域 の学 校 か ら 開 放 し て い く考 えで あ る。

3　 区 有施設の開放一葛飾区の場合一 一

（1) はじめに

地域における夜川・休日利 川の集会施設の不足ii

うため、区右施殺 を目的外 に使川 し、施設の効率的逐

川 を図 る ため、既存 の区 行施設を区民 の集会施設とし

て開放す る。 なi'、紙 数の関係もあ り. 以下が点だけ

開　 放　H �
川　　　　 放　　　　 時　　　　 川

�4;]～1叫 �U) ト3/)

日曜日・ 祝　日

呑・ 夏- 冬休み �T
前9時 ～午後5時 � 午・illj9時～午 後4時

土　　 昭　　H � 午 後1時 ～午 後r,時 � 午後1時～ 午旧 時

平　　　. 日(

月曜 日～金曜 田 �
り 如 時 ～午後5時 �

H祁 －
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をiillす。

(2円 則放するmm

各出張所管帖区域ごとに原則として1 ヶ所 配雌する

という考え方で、具体的には、
出張所、 児童館、 敬老

館、体育施設など18ヶ所 を
選定し た。

(3)   管理の方法

地域住民の自治意識の醸成 ならびに辿幣感の育成、

また既に実施されてい る集会所 の例から も考え、自治

町会悼の地域川体への廿理委託によるこ ととした。 な

お、この委託は私法上における小実行為の一 部委任で

あり、最終的な管理責任は区に帰属 する。

(4) 利用者の範闘

団体利川を原則とし、町 会連 合会、青少年対策地区

委貝会、老人クラブ等の 公共的性格 を有する団体に限

る。又、登録制をとることとする。 なお、営利のため

の利用や、酒食の提供を含む会介は禁叱する。

(5) 利川時間

施設により若干異なるが原則として平日 は午 後5 時30

分から午後9 時、土曜日は午後l 峙から 午後0 峙、

日曜・祝祭日は午前9 時から午後9 時 とする。

㈲　竹理I'lif:

施設川放時間内における小故は、 原則 として 利川れ

の責任とする。

閉　(■iilllfi

施設竹川を地域卜jl体へ委託 すること等を考慮 に 使

川料は無料とする。

(8) 今後の課題

地城施設のあり方として は、限 られた財源の中で、

施設叫^^i が思うに よかせない状況F において、甲に

・゚ の行政日的 を迷行するだけで な く、施設 をより町

効に使うことを念頭におい ての建設計叫が必・提であ る。

このことはその施設 を効率的に使川し、 他の行政目

的の袖助をするたけ にとど まらず、 本家の設置目的以

外にも使川することにより行政 ＼的
をより允足 させる

ことにもなる。

'ニ)まt)ヽ 住民に地域 におけ る公共施設は、地域住民

のものであるとの意識を高めさせ、施設と地域 住民 の

密着感を深め、
さらに施設を地域 におけるハード上の

核として
ヽこれを通じ地域住民 の連帯感育成のー‥・助と

し
ヽひ゛てはその施設の本来的 な設雌目的について も

より活兌、有効に活川 されることにっ なが ると考え ら

れる。

今 後、地域 に設 置する施殷にあって は、あら かじ め

地域の住民 が多目的 に使用 するこ とが町 能な構造を持

っ た施般計画が、必 要で はない かと考 えられる。

また、施設の管理につい ては、現 在は地域川 体に委

託しているが、今後竹理迦営業 務のi{i＼iについて、地

域1剥体とfi-.Cf.が得られない 場介も考えられる。

この ようなHI- 合における代替案として、近隣老人に

よる菅理業 務の一部引受 けが考えられる。このことは、

一つ には老 人の地域社会に対する奉什活動を通じての

生 きがい を与え, t た一方、利用する側から みれば利

用 範洲の拡人に もっながり、諸種の問題点はある とし

て も、十 分検討 する価値がある と考えら れる。

4　 まとめ

区有施般の開放につい て、練馬区の学 校1川 ’s:館開放

事業 と葛飾区の区有施設の開 放事業 の例を見てきた。

こ れら2 つの小 例を参考として、区 有施設の開放を尖

施す るに当っての問題点、留意点 をあげ この頃の まと

めと したい。

川　 施設建設の段階から、目的 外使川等施設＼ii＼放を

前提 とした建股叶川 をたてること。

既 作施設の開放には、改 修費川冷多釦な出費を必要

とする鳩 はが多い。

(2) 既 存施 設 の開 放に当っ ては、 強力 なり ー ダー

シップ が必 要であること。公務l＼の習性として「無巾

大過なく」 とい うぢえ方が強い。防 犯・ 防 火上の問題

を始 め施設開放には仙々の心舵がつき まとい。ill!設管

川 者はi;ii放に消 極的になるのはll-.むを得ない。この よ

うな巾 で開 放 を実 施 するには「 とにか くやって み よ

う」とい うトップの強力 なり ーダーシ ップ が必要であ

る。

即　川 放施設のm 等 、現場のぽJ]は不可欠の条件

であ る。 よって. 職 ＼の意識の改革を計るとと もに、

実 施に当っては充 分なコ ンセ ンサス を得るよ うに努め

ること。

剛　 開放するに当っては、住民 を絶体的に恬頼する

こと。開放施殷を仕民 が自主竹理する場介、防火・防

犯、建物の損壊、汚せん谷が問 題にな る。し かし、行
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政から信頼 され、管理 をまかされた住民 は。充 分その

責任をはたして くれるこ とを経験 が敦 えてい る。

Ⅲ　住民参加の展望

1　 住民 参加の限界

昭 和40年代、 祁区 政において も住民 参加が叫 ば れ、

多くの成梁を残し たが、年数を経るにつれ、その問題

点と限かが認識 されるようになった。

そのam とは、

田　 区政に参加意欲を示す住民 が。区民 令体の中 か

ら見ると、ごくわずかの数にす ぎない。

(21 住民 敗の多い区では、その 人口 は80万に近く、

こ れら 住民の参加シ ステ ムの構築 には物 理的 限界があ

る。

（3） 住民 からの要求 に地域エゴ と思われる ものが多

く、 また。化民運動 を通じて参加住民 の視野が広 がり

意識変革される、 といっ たメリットも、現実 のなかで

は多くを期 待で きない。… …といった点であ る。

今後の行政は、 これら限界をふ まえつつ、 住民 参加

につい て新しい展望 を開く必要がある。

2　 行政参加から社会参加へ

新しく化民参加の態様 を考え るとき、 その要諦は、

こ れからのIf政が、住民 との連帯 なしには発艇しえ な

い、 とい うこ とをISM するこ とであろ う。 住民参 加は、

この手段 であり. したがって住民自治方 策で もあ る。

私は、住民参加の限 界の言 われる なかで 、こうした

将 来への展望を切り拓 く考え として 、住民 参加を行政

へ の参加 と捉え る従来の考・えかたから、住民参加 を広

くfJ:会参加と捉 える考え力を評価すべきと考える。

こ の考えは、 例えば、田 川ぺがその 任川 針川の中で 、rti-

民 参加とは、地域化民が、地域 ＼:会にU を向 け、

地域 のこ とに関心 を持 ち、自 分 の生 活 が地域 社 会に

よって成り立っていること をI'lfi;し、なおかつ その地

域社会における活動に自主的に参加 するこ とを川待し

て のものであ り、い わゆ る社 会参 加をいう。」 と述べ

ていることが示すように、徐 々に社 会全体の認識 とし

て広が っている。

3　 住 民 参 加 を推 進 す る諸 方式

住民 参 加 を広 く 社 会 参 加 と 捉 え た う えで
ヽI皿 と

民 との ＼il,力関 係 に つ い て の 方 策 を 考え る と
ヽそ叫

は 次 の3 つ に 分 類 され よう 。

第一 は 。 地 域 を分 割 し て ヽ そ のJik域 ご とにミニ1/

所 と呼 べ る 組 織 を股 置 し て ゆこ う と する もので机lit

田 谷区 で 実 現 しち っ あ る地 域 事 務所 構 想である、

第二 は、 地 域 住 民 の 自 主 的 な活 動 を川 待し、この

域 川 体 と の協 力 関 係 を樹 。皿し よ う と す るものである

こ こで 、 地域 川 体 と し て 、 従 来 か ら 地域 で漓動して

る 町 会 ・ 自 治 会 を 圭 に 捉 え て い く ゆき 方である、?、

区 の 町 会 育 成 竣 な ど が そ の 例 で あ る。

第---.は 、 地 域 住 民 の 会 介 の 機 会 を 行 政かli'i顧

作 っ て ゅ こ う と す る もの で 、 町 会 ・ 自 治会の他にP.T.A.

やrl'I費 者Ill休 、 さ ら に は, 活動 歴 のない哺

区 民 を も巻 き込 んで ゅ こ う と す る もの であ る、馴

の 連帯 の 仰 。>■/.を 、地 収|・II休 の 活性 化 にゅ だねるとい

点 で 前記 の 町 会・ 自 治 会 の 育成 策 と軌 を一にするが

活動 け 休 と し ての 町 会 ・ 自 治 会 を越 え た ものを配

い る点 で 差 違 を示 し てい る
 
 目 黒 区 の住 民会議屈

中 野 区 の住 区 協議 会 方式 が そ の 例 で あ る。

4　 地域 事務 所構 想（ 世田谷区の例）

この構想の特徴は、本庁機能 のうちのかなり川

椛限を地域事務所におろ すとい う分権化と、そ叫

の ため新たに 参事 ラインとい うスタッフ部門をih

ことにある。

参事ラインについ ては、この構想が提出され川

害（地域行政倹討プロジェ クトチーム樅;'諮 ）川

はふれられておらず、地域 ’μ彷所火現に向けて
膳

づ くりの巾で提起 されて きたものである。したが”

構想自体の中に町機的 な関連 があ るというわけ
加

い。

分怖化 の程度 につい ては、地域事務所のIII郎 と

要事 務の一覧表 から容 易に推量できよう。その
貼

け としては、地域 にかか わる事務事業や地域
任限

行 政サービ スを総合的 に展開するための地域
μg"

施機関で あるとさ れ、区長の指挿監督のもと
伊 す

区 域内の行政機関及び公 共施設 （除全区的糾
除汗

括する、と されている。
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(収人役)

地域事務所の標準的な組織と主要事務

企　画　課……企画、予算、情報管理等

総　務　部
総　務　諜……総務、文書、人事、契約、検査、財産

ゼネラルスタッフ及び　　　　　　　　　　 管理等
サ

ノ

出　張　所

民 課……戸iff ・ fミlむg己l;jt^

集中竹川等

域振火課……コミュニティ対id、施設の竹川等

キメ細かなサービスの
向上をはかるとともに
コミュニティづくりを

推進する部門

(柵 祉事 務

一ti'u　祉

(保 健 所)

う呆健 衛 生

て福祉部門 と連携し
て、地域福祉の一端を
担う部門

(i"i告 卯 り

税・保険課……fi;民税の賦課徴収、国民健康保険、国
民年金等

祉

童

談

務

生

課……地域福祉計画、老人福祉、障害者福祉等

課……4呆育、児童福祉、婦人福祉等

室……t{lμ

課 … … 川!t*f呆健 計I*!',   i＼I生 教it 、 各 極 免 吽 等

課 … …?|v某 所 等 の 許 認 可 、 食 品 衛 生 等

防　課……予防接種、環境衛生、精神衛生等

保全 課… …緑 化、公＼閻、交通 安全 、地域防 災 施設 等

木　 課… …Tミ]m ・if. 土木 事 業、道路 管理 等

築　 課… … 加 没ti・ 、茄^ ・i:m、建築 確認・指導 等
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また地域 事務所 がコ ミュニテ イづくりの核 とし ても　　 間待されてい る。（下川参nfi)

椎m 体制

－

(出彊所)

・ 地区の団
体等に対
する忽l'

・管内の情
報収集提
供

・n 機材の
提供

・助3  ・相
談

・団体等へ
の区の嬰
珊・連絡

区 民 ■7 a アー

連
S

整

コミ≫ニテ< 活勤キ こ

区の組織

( 地域 事哨所)

・ 予算厩 侭　 ・ コ-    ， ―テ<  対 策　 ・ コJ       ，ニ

のraft 企画　　　　　 テ1  m 連
・地 妓内　　　　　　　　　　　　 事業 の実

全 体t 画　 ・ 事業の 央施　　　　 施
コミ -  乙子^に

策を 含;;) ・地 妓内r, 旛n の竹
理

・地区 計両

の雛進　　 ・ コ ミ，- テ4 づく
') の窓 口機能

・ 廿介 休ΓΥ( 体肖)

(召m- 豆 ≪)　mm

・ 椚fli収集

ruffes 能

[0.1
㈹

施　設

・地卜 ・
へのt≪

Ill', atレ ベ ル

カ 昿 哨

5　 町 会・自治会の育成( 墨田 区の例 ）

嬰田区において は、コ ミュニテ ィ推進 活動 助成をは

じ めと して、 別表 のと うり、 広 範な町 会育 成 策を行

なってい る。そ の特 徴は、各種の助成 金、補助金の 支

出 につい て、 その相手方を町 会・ 自治会に限定 してい

ることであ る。

例えば。「l 田区コ ミュニ テ ィ推 進活動助 成 金交 付

要綱」では、その 第i 条 で、コ ミュニテ ィ形成探題の

核と なる町 会及び自治会i 以下「町 会等」という） に

対し、 その活動費の一部 を助成 するこ とに より、 地域

住民 の白主と連帯 による新 しい コ ミュニテ ィづ くり活

動の推進を図 るこ とを目的 とする、と述べてい るo

他の要綱 も、 例えば「墨 田区住民防 災組織助 成金交

付要綱」に おい ても、351 条で、町（自 治会）をほ体

として、自 発的 に結成 された住民防 災組織 に対する助

成に関 し、必 要な事項を定めるこ とを目的 とする、 と

述べている。 この よう な、町 会・自 治会に対して の助

成・補助に。い わゆる下町区 の特徴が 見ら れよう。
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・全区的対策
の調在・企
両
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詞
整

・全区的施設
の管理

り
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・地域1I務所
との連絡凋
整

- 地城閣との
連絡司祭

施　 股
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会

年

人

人

少

婦

老
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区民介館　恥1!会館　地I<介館

μK セy  ター　と人咀介所　)l公戦介哨会所　小巾■■?・便( 問放)
柵祉会ffl　区民集介所　 冴・□l 会餉　公l爛

墨田区におけ る町 会・f] in-会青成策の一覧

①　コ ミュニテ ィ推進 活動助 成

②　 コミュニテ ィ機関 紙発行助成

③　町 会・自治会会m 建設等補助

④　区民防 災訓練助成

⑤　 住民防 災組織活動助成

⑥　 区民 消火隊訓練助成

⑦　 防災行政無mi 維持管理費 補助

⑧　 広報協力費

⑨　 私道防犯灯建設助成

⑩　 防犯灯 補助金

卵　 火災り災嗇に対する応急援助

⑩　 火災で使用し た消火 器薬剤 の詰め替

⑩　 ねずみ．こ ん虫駆除薬剤配 付

⑩　 町会長、自 治会ft. 連 合会長が贈る'感謝状^
加

畏連署



6　 住区住民会li (目黒区の例 ）

目馬区では。「化 民参加 によるコ ミュニテ ィの 形成

を通じての まちづく
り」 を長m 計画の方向 としておりヽ

特にその中味であ る住
区 住民 会議 を中心 に捉え たコ

ミュニティ施策は注 目すぺき
内容 となってい る。

住民会譲の基本要件としては

田　コミュニティ活動の担い手 として健全な住民糾

緯であってヽ政治的 ・経済的 （営 利的) ■宗教的日的

を持たないI寸1体であ ること。

(2） 地域のすべての住民 にとって開放的な住民組織

であること。

(3) 会長その他の役員などの選任が、民主的な方法

で行われる住民組織であること。

(4) 当該地域の住民 をはじめ、当該地域に所在する

事業所およびそこに働らく人 びと を構成n とし、主と

して当該地域においてコ ミュニテ ィ活動 を行 う住民粗

織であること。

が挙げられている。前述 したl 田区の場合 とこと なり、

町会・t'l if;会を、P.T.A や社 会教育 聞体等と同一・視し

ている。住区の区分にあ たっ て、既存の町 会が2 分割 、3

分割された例 もあ る。 なお.  目黒区 令体で什区の 数

は22であり、hi: 区 当りの人「」は、約6 f 一人から 辰人

で】万7 「・人となっている。

私は、以上述べたlt:区 住民 会議の特徴として次の諦

点を挙げたい。

（1) 区の最鳥憲思決定の 所産であるm 計画の札と

なっている。

（2）11;区住民会議の結成 に行政か主導的 役割を米た

している。

(3) 既存の町会・自 治会の地域 割りを深く配!*.せず

に地区割りをした。

(4)    ft.民参加を広く、社会参加ととらえ、仕民 が什

区住民会議に参加し
、活動 することが狭い 意味 の住民

参加( 行政への参加）
に繋がると捉えてい る。

(5) ただし、住区住民 会議と行政との係わりあい にoil

ては
ヽかならずしも明確な位置づけがなされてい

ないということ。

目黒区の試み
は注目に値しよ うが、その成否は、今

後の仕民会議
の発展い かんにかかっているといえよう。

7　 練馬市民大学（練馬区の 例）

今 後の行 政は、区民の自主的 な活動 に期待 しつ つ、

住民 との協 働関係 を構 築しなけ ればならない が、この

練馬市民 大学は、住民 の自主的 な活動 として評価が商

く、行政 と住民 との役剖 分担 を考えるうえで好事 例と

思 われるので紹 介をしたい。

練 鵬市民 大学 は、昭 和55年 に設立されたもので、an.

立当初こそ、若干 の区 の援助( 区広 擢で参 加呼 びかけ

など） があ った ものの、ほとんど区民 のみの手 で運営

されてきた自主的 な社会教 介団 体であ る。

活動内容 は、「市民文 化と市民自 治」、「都市構 造と

まちづくり」、「マスコ ミと市民」など当初とりあげ て

おり、最近は「社会福祉の動向 」、「商齢化杜会と聴え

の問題」、「現代生活とストレ ス」などをとりあげ てい

る。

これら内容を考えると、区の事業として実施して も

おか しくないような ものである。他区においては,   li

とんどが社会教育課などで同 様の催しをしているので

はあ る まいか。

練川市民人学講座は、講演の謝札や会場t など も、

参加者からの会賞・人場料で まかなっておt), この而

で も完 令に自1-:的であ る。こ の ような活助 が活 兌に

な'Jてく れば、区としての守1≪i≫ti囲 も、自ずから変 史

されてくる と思 われる。今後に間作さ れる区民の地域

活動 として紹 介した次第である。

8　 都心区の現状（考察に かえて）

住民参加 をすすめる手段にり いて、いくり 力ヽ類り を

述 べて きたが、そ れぞ れ地破の朴性 を考ぽ した もので

あっ たように思う。特別区における地域行政は、ほぼ

ここに述べ たmm に入ると思うか、千代田 区、中火区

の 両区 は、昼夜 川の 人口 差 が激し く、特に 事情 が 宍・

なっているので. Si 型化がむずかしい。

というのは、両区では、い わゆる住人（夜川人口 ）

の姿が見えないのであ る。 昼間は厖 大な人の波の中で

誰れが本来の住人なのかわからない。 また、仕民 登録

している者がすべて住人なのか、と言えば、 それも疑

わしいと川く。 実際の居住地は別にあ り、単に住民 票

がおいてあ るにす ぎないという擬住人も多 くい るらし

いのであ る。
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これでは、地域社会 も何もあったもので はない。地

域特性に配慮した地域社会づくりとはほう ものの、こ

の都心区の現状においては、その見通しは暗いと言 わ

ざる をえない。今後高度情報化吐 会へのi!l/j|にと もな

い. 各企 業のト ップ を 補佐 する、総 彷 部、 企 画部 と

い った部門は、 かならずし も祁心に 立地 する必'災がな

くなると思 われる。 祁心区の 昼川 人口の急激 な減 少と

い う小態 もぢ・え られない わけで ない。こ れらの情況 を

考慮した対 簾を今から立て ておく必 喫があ ると考え る。

以.I-.. 祁心区 の塊状を憂 慮し、 考察にかえる。

ま と め に か え て

1　 計画 行政の 推進

自治竹の調査 によれば、昭11159年5 月l II現 在で、

雌 本構想 を策定 してい る市町 村は, 3,255 口|洛中2,925

団体（策定・+・89.9％) であ り. 基 本構 想と基本計画を

簾定している 市町 村は2,'188［月俸（76.'!％）である。

地自法 第2 条 第5 項の規定 が設け られたのが昭利川

叩・、川 条爪 を特v, 区 に適川する 川定 である 第281条 第3JJI

が設けら れたのが昭和49年で、それぞれ15年,   10

年 を経過した。 この間に9 割の自治体が基本構想を持

つ にm つた背 景に は、高 度経 済成長時 代 から オイ ル

ショ ックを契機 とし た低成長時代へ、という社 会・経

済情勢の激変 があった。

すな わち、 高度成長時代、増え続ける 税収 のもとで

増 大す る行 政需 要 に応えて い た自治 体 も、 オ イル・

ショック以降 、計両的な行政運営 を行 わない かぎり財

源が枯渇するという状況の もとで、基 本隅想や基本計

両を策定 する自治 体が増え たのであ る。

い ま。国 と地方の 税源配 分が6 対4 とか7 対 とか

いわれている状況 の巾 で。多様な行政需 喫を持つ仕民

と血接接する 地方自治体は、限ら れた叶源の中で、非

常に厳しい施 策の選択を行 わなけ ればならな くなって

いる。

だからこ そ、議会の承認 を受け た長期 計画は必要で

あ り、9 割 もの白治 体がfilPiを持つ にが った理山はこ

こにあ ると思 われる。

こうした状況の巾で、赤字同 債依存叶政からの脱脚

をめざす政府 が「 地方行革」 の名の もとに高額補助金

の一率削減の ような、負担を地方に転嫁する施策 をと

るこ とは、好 ましいこ とで はない。 さらに 「ヽ冊畔

政」が もたらすものは全国 画~-化であ り、地方小俳

の独自施 策の否定 につ ながる恐 れを抱くのは筆者だけ

だろ うか？

2　 区有 施設の 活用

地域 杜会に聞かれた行政という観点から、区柵扁

をみると。区民 の必喫とする施股が必・堤とする場所に

あ るとい うことではないか。 しかし、これを実現する

こ とは現 尖問題としてほとんど不可能であろう。

そこで、そ れに ・歩で も近づけ るための方汰として、

既存の区町施設 を活川し。区民に開 放することが4建

となってくる。・

特に、小中学 校について はどの地域 にも存在するも

のであり、ここ を地域 センターとして活用することが

出来 れば、上記理想 に限りなく近づ くことが出来るの

ではない か。

今、紳、、o区で は、学校施設のう ち、校庭、体育館、

プ ールそ れに図 害室の開放にふみりJつている。これに

加え るに. 区民 の集会機能を もった施設の開放にふみ

込 むこ とはで きない ものか。 勿-A. 学校には教育m

としての 本来的 役割がある。 それを阻害するような開

放が出 来ない ことは当然であるが、夜間あるいは㈲.

住民の集 会施設として開放で きない ものか、この論文

を方い てその ようなこ とを強 く感 じた。

3　 住民参加の将来に思 う

住民 参加につい てはご すでに歴 史も古く、そのプ斑

論について 様々に論じられている。特別区においても

多 くの実紋かあ るが、当初宣f云されてい たようなi職

に かわっ て、 その限 界が示 されるようになっておりヽ -

・つの まがり角に東ていると も考えられる。

このようななかで、注目すべ き事例として|i.-Ul卵

の地域 事務所 構想、墨田区の町会介成策、目照区の{f.

区 住民 会議をとりあげて論じた。この中から2げ 紀に

向 けての展望 を川 くものと して。住民参加を広く
丿

会参加と捉える考 え方 を抽出し えたと思う。

今後は、この住民参加＝礼 会参 加との考えを絲匠

行政と住民との連帯・ri 働関係 を深めてゆくこと
れ

要であろ う。 ここで、今後重 要な課題 になると
思郎

るのは 、住民団 体（目黒区 の住民 会議 など）の
ガダ
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行政に収り 入 れる と きの ル ール づ くり で あ る。 試 行 錯

ぷを重ねな がら
進 む しか な い と 思 わ れ る。
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序　一 情報化社会の中の区政

コンピュー タと■M 技術の融 介によって,  ?|会のi妬

度な情 車システム化が進んでいる。

すでに「人工 知能」型のコ ンピ ュータが非定 型的 な

憲思決定の領域で も活躍 を始めてい る。「I'w'lliti川u 化

社訓 とい うのは、多分にあい まい な概念であ るが、

生糸・流加・社会心活 などfl:会令股 におい て物i'i的叶

とともに拍川が屯要な役割 を演じるH 会であると され

ている。I）、ベルはこ のよ うな 社会 を「脱工業 社 会
」

と呼び,  A.トフ ラーは 「第三 の波 の社 会
」 とr. 付け

た。

人祁市東京の地域 社会が 、この情 Ⅲ革命の波を避け

ることはで きない。 三鷹 ・武蔵 野地域 で は咋秋 からINS

の実験が スタートし、祁内で もキャプ テンシ ステ

ム等のニュー メデ ィアに よる情 報サ ービ スが活 発に

なってきた。

柚根化は、人 々が膨人なtl'illiを素？く収り出 して利

用できる可能性 を拡大する。-・定 の什事 を成し遂げ る

のに必要な叫川が短縮 され、歴史の進 む速度が 加速 さ

れるノo 回 じ10年とい う川 川 をとっ て もこ れ までの!0

年とは比べものにならない変化が訪 れる だろ う。

地域朴会はめまぐるしく変動し、高齢化 、・商学艇化

の動向とも複介し新たなニー ズを生 み、 それが区政 に

向けられる。

だが高皮のt//車化は手放しで 必べ るば ど甲純 ではな

い。素朴に七えても利便や効率と引 きか えにした人と

人の関係の希所化、プラ イバ シー侵肖の 不安 、柚 祖を

使える人とそうで ない 大との 桁片の川題 冷があけ られ

る。こうした山を克服 しながらUim 支術を駆使I-, 求

められる行政一1ト ービ スの鳥度 化に積 似的 に応えること

がこれからのl'<.政の 爪要な,,'^Vllであ る。

この小論は、清川化fl.会の 進i を念頭 に置き、区政

を収 に肘x 開かれた砧 にしてい くた巾 川川

の収り扱いが 収妾な鍵を渥るであろうという同 点から、

主に区政組織内に目を向け
く区政は情報 をと’う扱うべ

きか 日 章）〉くこれから
の組織はどうあるべ きか(I|

章）〉
ヽ さらに く竹理職嗇として職場における情報の流

れをと’う形成 レc
い くか(Ill'・;・£)〉 にり い て、片I-の

考察をこころみ
た ものである。

I. 行政の質の向上と情報の管理

｜　区政 の情報環境

剛　 意思決定 とt. 鍬

自治体 行政の質 や政 碩形成能力が本隋的 に闘われる

よ うになっ たのは まだ比較的目が戊い., 自 治体行政ぱ

も-jぱら法律 や通達を 帆行するところであって、政W.

とい う観 念自 体が‥一般的で はな かったい卜）特 別区 に

とっては関 根19 年の自治法改£によって巾なみに自治

権 を拡充す るこ とがで きたことが人 きな転i幾になっ て

い る。

現在の区政は、地域社 会の目 ざすビジョンを設定 し、

その実現の ために積 極的な施策を行うとと もにビジ ョ

ンを妨げ る行 為には 現m を加えるなど地& 社 会のコ ー

デ ィネーターとしての役割を もってい る。住民 、議 会、

政党 、多様 な住民組織など を外部環境 として自治 体は

さ まざ まな段階の 意思決定 を行いなが ら活iiiしてい る。

だがこれらの決定 を合理的に行 ううえ で自 治体は長期

的 予則の川 難さ、時川 や資源の糾約 、政治的 安-Ii性 及

びfiUi値や日標の 設定・肌位づけ をめぐ る困難 など種々

の問 迦に直面してい る。‘“

A. サ イモン によれば、意思 決定は 次の4 つの 主要

な側 而 から なると 説明 される丿“ ’第一一局而 くt.'i 唯活

動〉一 息思決定 が必要となるゑ件を見きわめるため環

境 を探索すること。第二川而 〈設計活動〉一 町能な代

朴案を発 見し、聞兌し、分析すること。 第三岫面 く選

択活助〉 一一一代 睦案のうらからある特定 の ものを選択す

ること。 第mi・<) Iflj〈叫検吋活助〉一 過去の選択 をI'l検̂

討するこ と、、ここで1,'i≪l活動は設計活動に 兇行 し、何

か問地か 、どの ような環境におかれているかを知 るこ

とが川 発点に なる。.1いかえ れば「川題解決 」に 先 ンヽ.

ら「問題 池兄」か 小:一次・になるのである。そして それぞ

れの)..)面自体が 枚雑な、Q・、思決定過程からなり、 すべ て

の 過程で情 鍬が!R安なf./:置 を占めるo'""質の良い 心思

決定 は質 の良いti'i瞰と不・f分の関係にある といえ よう。(2)

    区 政はtl'/tliをどう扱 ってい るか

区 政におけ る意思決定 は、しかし必ず しも経営 竹理

の教科i'!=通りには行われてい ない とい うの が火際 であ

る。 意思決定 の鍵を握る＼報を区 政はどう扱 ってい る
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か。そのmi a!点 を考えてみ たい。

ひとつは 、区政 令休にli'i倣に対 する岨 識が まだ帆い

とい うことである。政 策形成はい うに及ばず. れ部門

でな される施 策の ヽ/プ≪や計 画に も的確な惰 川が必'≪!-と

なる。 例えば 、施設の建設 計画には人口助態 などの正

確なデ ータが 基礎 となろ うし、施設内 容の検討 にも新

しい研究の成果 や各地の実 践などのS;か な情 報が欠か

せない。 だが。こ のような情報が不足す るところでは

前例踏 鰻型 の施策が続け らi＼.が ちであ る。属 人的な経

験川 や助だけ では環境の変化に適心 してい くのに限 界

があ る。

その二は、惰眠が 各部門ご とに縦割りに管理 され閉

鎖性 が強い ということであ る。 行政lt能の拡人に伴い

行政紐織は肥大化すると ともに細 分化 も進ん だ。 この

こと自体はなかば必然であi>。 だがそこでは情m が 圭

として各部門内部の施 策決定 や執行過 程の手段 として

のみ、を識 され収 り扱 われる傾向 にある。この ため資n

などが重 複して 集めら れた1), また部門 を超 えた断し

いニ ーズへの対i.Eがにぶくなるとい う弊害が生 じる。

さらに 毀重な憤 恨が主管rn 局で その役割 を終えると間

単に廃棄 されてし まうという問題 もあ る。

多 くの区 が4 人を検討してい るオンラ インシ ステムli

、こ うしたmm の囲い込み を打 破するひとつの方 法

であるが 、その適川r-定 某柊は まだ基礎的なレペ ルに

とど まってい る。

問 題の三は、行政が情樅 を',y ら行政側の判断 だけ で

扱い 、住民 との共有財産である とい う意織が弱 かった

とい う点 であ る。 今日の行政は 住民 の'l-活に多面的 に

かかわり、膨 人な惰樅 を集め利川 してい る。 しかもこ

の中 には個人に関する数多くのIl'i報が 含まれ てい る。

しかし. 住民 にはその活動の過 程が 見えにく く行 政は

い わば人:量の＼r樅を飲み 込んだ□ 人なブラ ックボ ック

スになっている。

この ような現状 はまた、現 代の行政が川接民:＼＼制に

よる意思決定 だけ では十 分機 能しえな くな ってい るこ

とと も閔達 しIf lisaとな る。

積 極的な住民 参加が求 められる今日、行政 は化民に

対 してより一層開 かれた組織となる よう自 らを変革す

るこ とが迫 られる。

2　 情 報管理に求 めら` れる視点

環境 が ＼＼i ぐ る し く変 化 す る な かで は-  的 剱 なli'川

をi|問S  ・ 心 成 し 洞W で きる か 西 かに よ って 意 思 決■j'dD)

質が さら に は 区 政 の 貿が 決 ま る とい-) て<, 。心 ば 肘

い ］ 人 川 の↑mi は か れの も 副l'ifll以 十。のi 、0)たりえ

な い 」 か らで あ る。

意 思 決 定 の 質 を鳥 め よ り 介理 的 な も の に 近 づけるた

め に ヽ こ れ か らの 精 根竹 理 に 求 め ら れ る 基 本的 な呪心

は何 か。

第一・-は 、 区 政 組 織 と 職 ＼が 積 極。的 にli'i 根 を活川する

意 識 と 能力 を培 う こ と が まず 重 要 で あ る 。

精 川 それ 自 体 に 川 値 が あ る わけ で は な い 。

大 研な 冊 根 を保 有 して も利 川 さ れな け れば そ れは無

川 の 長物 と 化 して し ま う。 そ れば か り か1,'i樅の洪水に

悲 叫 をあ げ るこ と に もな り か ね ない 。 情 樅 と.S.W.i婉

の 関 係 が常 にフ ィ ード バ ッ ク過 程 と す れ ば、 問題 駄ヽ

がな い とこ ろ で は精 報 か ら 新 しい1!!|呟 を 読 み取ろうと

す る意 欲 も心 ま れ な い(i‘r.i

行政 か 解 決 を 迫 ら れ る問 題 は 複雑 さ を増 している、

こ れ まで の 保 育園 や 公園 の 建 設 と い っ た 個 別的なニー

ズ と 災 な り 、 新 し い 行 政 需 嘆 は 快 適 な ま ちづ くりや地

域 福 祉 、 さら に 文 化 な ど い ず れ も幅 広 い 領 域に 及ぶも

の で あ る 。 既 作 の 組 繊 の-,';r.門 の 枠 内 で 対 応 できhi

麗1で は な い し 、 処 方せ ん も勿 綸 な い 。 行政 には一段と

高 い 印 造 性 が求 め ら れ て い る'(171

職 ＼が 区 民 をと ら え るLi は 仕 々 に して 各部門の什・M

の 伜 に 限 ら れが らで あ る。 こ れ か らは 区 政 の 令糾以が

ア ンテ ナ と なI), 地域 ＼-.会の 問 麗1や区 民 生 活 剥 佃別

向 をつ か み区 民 の 要？ を 敗.& に 感 じ収 るこ と が必債で

あ る。

区 政 令休 が精 樅 に つい て の 鋭 い 感受 性 を身につけ、

精 根 を 選択 し活 川 で き る力 を持 つ こ と は 、精度の加'

レ ー ダ ー を 備 え て 逓 む 船 の よ う な 哺 か な区 政il仰の。土

台 で あ る。

第 二 は 、 区 政 組 織 の力 を殼 人 限 に 発 抑 す るため＼疎

内 部 で愉 轍 を共 有 し 、 相 互 利 川 す るこ と であ る。

す な わ ち縦 割 り 組 織 に み ら れる 情 報 の 川釧的伊
け

ら 、 桁 報 が 横 断 的 に 流 れ る よ うに 改 め-S 。(I;民の
糾

な ニ ー ズに 応 え る た め に は 行 政 の 各部 門 が緊樹に
祁

し 総 介 性 を発 揮 し な け れば な ら ない 。 職μ が職
佐ば

要 な 桁 報 を どの セ ク シ ョ ン か ら も引 き出 せる伽'^
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壌を整えることが必要であi>゜

これまで情報は通常 ひとつの目的で収集処理 され、

バラバラの存在 と
して各部門で保持されていた。 しか

しコンピュータを
用゛た情報の処理はヽ 情報の多面的

な活川の可能性 を
飛躍的に拡大し、情轍の 心味 や価値

を一唆させる。 各部門が蓄
積 した情報やデ ータを共川

利用が可能な形態に管理するこ とは コンピュータの活

用を軸に技術的には可 能になってい る。 地峨環 境情報、

福祉情報、防災に関 する楠 轍などのシステム、文 叫や

図書兪料等を包括した情報検索 システムの開発が望 ま

れる。さら に オン ラ イ ンシ ス テ ム の導 人 な ど コン

ピュータの高度活用は、住民の身近な川張所等で広 範

囲な窓口小務を処理で きる ようにする だけで なく、そ

こを拠点にしたきめの細かな地域行政の展開へ の道 を

拓くものとして期待される。

第三に、高皮情報化社会のf では聞か れた行政への

症織的なI'f務になるとい うことである。

コンピュー タ・ネットrノークが実塊 すれば ・・見だれ

でもti'iiUが得られti'H眼格飛 はな くなるように思 われが

ちだが、実 は逆で収集・分析のノウハウ、資 金力等の

差から桁差は 確実 に 大 きく な る、 と 警 杵 さ れて い

るIjLII行政による情 報の占 有傾向 が続いたMl, 介 これ

までのドキュメント中心の時代とは質的に異なった情

報の果中竹理が可能となる。この問題への憲識的な対

応を欠けば、意図すると否 とにかか わら ず、管理社 会

化への傾斜は避けられず、人々の不安 を商 めるこ とに

なろう。現在の行政は、テ クノクラート優位の管理 社

会か、それとも住民が主人公の開 かれた行 政かの岐路

に立っているとい う厳しい認m が必要であ る。住民 の

プライバシー保護の徹底 と情報公開制度 の実現 は、行

政かブラックボ ックスにならない ための 責務ともい う

べき課題としてまず位置づけるこ とがで きる。

さらにヽこれからの自 治体行 政が快適 な まちを住民

と共に9 くりあげ る使命を持
ってい るということから

も住民` の情報の公開、提 供は欠かせ ない。 住民の利

吉が枚雑に錯綜す
る地域社会で まちづくりを進めると1,

ゔことは、i?うに易く行うに難い課迦であ る。その

成介は
ヽ住民自身の・/.しI-.がりいかんであることが、fr

刻こおける駁近の経験 から も指摘 されてい る。［,'ifli

なくして参力IIなし］　と
いわれるように判断材料とな

る正確な情 報を住民が得てはじ めてJtiiOの理 解や問 題

意 織をもつこ とがで き、参 加の条件が整うことになi>。

今 後さら に情報技術 が発展 し、多 様なニ ューメデ ィ

アの導入も区 政の現実的 な課題となろ う。 この時 、区

政 は技術的 可能性 にだけ目を琢われてはならない。 住

民 の民上的 なコントロ ールの手が川く条件 を確傑し、

人々の生活をいかにしてより良くすることがで きるか

という切実な関心を堅持しなければならない。行政運

営 の理 念 の樅 幹に「冷 静な頭 と泄かい心」Ill 9)をすえ

ることが ます ます大事になる と考え る。

◇　　　　　　 ◇

注l　 中谷 巌「加 速す る時 代に適 応す る力 とヤ ル

気j NllK サラ'J ーマ ンラ イフ3 >! 廿(0(111160

年）所 収

注2　 森啓「自治体改 革と職u の政策研 究」 ジュリ

スト臨時川B)N()37所 収

沁3　 加藤富子「t.'H川VV理I r 行政学nl(H'.4」（ 収人

川版会）所収

注4　 Λ。サ イモ ン『心思ik定の 科学J   （産業能十 短

人出版）

注5　Jl こ出 必憲「 政 策形成 におけ るti'i 樅の 竹」川

「■80年代現 代日本の行 政」 川 本経営川版 会）

所収

注6　: 片出　前掲吽

注7　 杉並区r 住民情 樅システ ム第三段附Ji-体 化計

両 検討 報告」

注8　 田原総‥・朗 「マ イコ ン・ ウォーズ」（文書文tin

注9　 竹内 啓r 無邪気で 危険 なエ リートた ち」（岩

波書店）

H　 情報を生かせる柔軟な組織

1　 情報を生 かす組織とは

本堂では、組織而に焦点をあて、これからの行政組

織はどうあるべきかということについて検討 を行って

みたい。

われ われがfl:')fを火施していくには、川a の兌i 、Illl

ほの形成丿Illぶの提起、解決策の倹吋、解決策の火

行、結米の観.iという堪本的な過程をとり、什小は完
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結して ゆく。

この仕小を尖施していく過 程で 、次 元の 賢なる帖 搬

が必 要である。すな わら、卜 常の職 務を遂 行していく

うえで必要なli'i報 区の政m. を方向づける基 本的 な情

樅、政策 を実施してゆく過 穐のtl'/樅であ る。

組織に情眼が流れるとい うことは、こ れらの情 樅が、

職彷を 歓行している職 几に, ゆ きわたI). 認識 され。

組 織内 を縦仙に流れ,!!'.思決定過 什に有効に作川 して

い る状熊 と 咎えられる。 また 、組織 その ものも、限ら

れた人的, 川的 心沁ぴ) i,とで 、行政卜fl'J ダ迅速に達成

しC い くのに, 戮 ＼の持ってい る情 眼や 筰部。7の持・、

てい る情 樅を総A. し、有効に活川 できる｜ 軟な組mi

態と なっ てい ることが必要である。

2　 悄 報を活 用しにくくし ている 要因

川　 組繊 の細 分化

区の組 織は、国や咄の糾織賤隅 になら って、縦割り

的に編成 され. 区内部におい ても、 部腱。課長、係長

とい うタテ7賢の糾織階川と なってい る。

近 年の 行政需要の多 様化. 複雑化に伴い、幼率的に

行政[1的 を達成すべく、 タテ 刈組 織を基本に、組織 を

細分化 することにより対応 してきた。

こ の結 果、職 ＼の担当 する職務は、行(fScl.I的 を達成

する一 部分の職 務しか実 施しえなくなI), 職H が どの

ような(>x;rfづけで、 どのような職務 を実施 してい るの

かが 、なかなか、つか みにくくなって きている。 この

ため、問 題意識 を持 つこと も少なくなり、 日常 の職務

を、定常 的に消化す るだけ で、情樅について も、単な

る事実として認識 する程度となってし まう。

また、組織の細'/>化 が、糾織川の七 クシn ナ リ ズム

を助 長し、情 樅の活 川を川害 してい る。

悶　 心思決定 の混川と中川ポ スト の川 人

経営竹理絹m のP,層は. 殴鳥紆営層 、部門経営 層、

監督 外層 に分け るこ とがで きるごilllそれぞれの心思決

定 の内容 として、戦略的決定 、竹即的 決定 、業 務的決

定の三 種煩があ り、必 要とす る情 樅は、性 質の 賢なる

ものであ るとい われている。‘lfJI

階層 が上にい くほど、戦略的 決定 の比・Rが増 し、逆

に附り が下にいくほど. 業務的 決定 の比 収が川す。中

間の部門経営層は、三 つの 種矧の意思決定かほぼ竹 分

の」ヒ収を持っ てい るとい える。

区 をとり まく環境はヽ 厳しさを川 しヽ 行政m をit

成 するため
ヽ

部門継営 隠`i-^われる中川竹理職の勧

的 意思決定の比 我が増加 する傾向にある。

ところでヽ 日常の職務 を執行してい る職 ＼は、剱

の様々なi'i眼に接 する機 会か多い。このため、川斟

捉 える場 介。これに内包 されている多様なが素の塙

分を感じることがで きるため、どのようにすれば-HI

以!を解決す るこ とが"＼能か、判晰で きる拗介が糾 。ヽ、

中間竹理職が 、叉彷的 意思決定 をする場 乱 む川

が川 人する にlitい 、川川 の情 限を、迅速か■>＼＼:確に人

卜し, n 断 することは、かなり川難なこととl1わさる

をi:;・ない。 この桔緊問VI!に対応し た決定が迅速に妁

れること が少なくなり、職t!の持 っているll'川 が碩

に炳川 されない 粘緊となってい る。

次 に。載 ＼が職務 を実施 してゆくためには、即呻　、

適 切 に流 れ て い る こ と が必・麗であ るn こ の ためにli、

で き る限 り 階 川 が 短 かい 方 が？ まし い。 ところが丿

の 現 状 は 、 職 ＼の 年 齢 構 成 が巾 ぷ く れ と なってきたこ

と, さ ら に 、(' ■!学1ぽ化 が 進 ん だ こ と もあい まって, 保

内 上 介 や剛 主 幹 な ど 中 間 ポ ス ト が 川 人 し、 階剛 哺大

の 方向 へ むか っ て い る。 こ の た め 、 情 樅 の流れを附

し て い る、。

（3) 組 織 の 硬 直化

区 をと り ま く 近 年 の 環 境 は 、 行 政 需 要 の鳥閲ヒ, s

雑 化 を 反 映 し て 、 ます ます 変 動 の 激 しい ものとなって

きている。こ れに対 応する ため。組織を機能別に脚'ト

分化して きた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

われわれの職務は、ほと んど機能 別の組織単位でリ 、

IM さ れ てい る、、こ の 機 能 別 組 織 は, IZ 境 の変化が斜

い 馬 印 よ、 職 務 の 専 門 化 を 町 能 と し 、 汚機能川の
、μ

を容 易 に し. 職 務 運 似寸 。の 経 済性 を 鳥め 、組繊に
川

性 を'j・え 、 個 人 の す ぐ れ た 能力 を 発抑 きせやすい詐

う 利点 が あ る と い わ れ てい る。田'

し か し 、1 つ の 行・政 川的 を 達 成 す るの に。数、泗:i

たが っ た り 、 さら に は 、 行 政 需 要 の 質的 変化に
什い、

部 を 超 え て 、 部 川 に ま た が っ て 対 応 し なければ,
 畔

で き な い よ うな 川 題 も 発り し 、 迅 速 に 行政日的
弓糾

で き な い 状 況 と な っ て い る 。 こ の こ と はヽ 脳
膜

μ

積 され て い るti'HIiが パ ラ パ ラ と な っ て おI), tl'ifli
ぱ

合 に よ る 附 加 川 ＼t＼を 高 め たll'川 に より, 行政
㈲ 叶
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成してい ないことを心味 してい る゛

区において もヽ このような状 況を変えるら ぬにヽ 積

極的にプロジェIクトチ ‾ムを
編 成しヽ 総介的な行政 を

執行するよ4 めざして9 るところである。 しかしヽ プ

ロジェクトチームは権限 を十 分に付与 されていな かっ

たり、プロジェ クト達成 のために、適任 行が 選任 され

ていなか・)たりしで る`ためヽ 委n 会組織 や協議 会と

類似的なものになっておりヽ あ まり 有効に機 能してい

ない。

プロジェクトチーム編成の川念 を生か すためにも、

叫構. する・!>:■要にせ まられている。

3　 情報を生 かせる活力ある組織

川　職務の拡人

＼報を有効 に活川するため には、現 行のあ まりに も

細分化された組織を 再編成 する必 要があ る。

職員の行動意 欲をか りたて、その持っている潜在的

な能力を引き出 し、 職務に対 する充実感や責任感 をも

たせる組織とすることが必 要である。その ためには、

職務の拡人が必要不可 欠となる。

職務の拡人には、職務の水平的拡大と垂直的拡人の2

 種煩がある。Hit)

職務の水平的拡人には、細分化 され、、削"]化さ れたm

務をいくつかに まとめて、1 つの職務とするように、

職務自体の内容を叫構成することである。このことに

よI), より広範で、しか も完 粘性を もった職務分批に

転換することがで き, 職務の全体ほが、峨 □にipif.ii;に

認岫きれ、mi- 遂 行のI'liitfヒが図ら れる。

また, 職務の垂心的iiL人は 、wit か 、自己の職 務遂

行叶画(?) |M I/; や決定 に参)JIIする方 汰 を さしてい る。

従って、mi は、職 務に関す る計叫 、決定, 執行、自

已it仙を行うことに より、職 出 よ、自 らi.'Hvnをとりあ

げヽそれを解決する とい う強い使 命感を待り.l うにな

乱

職秘拡人 を4 人することにより、問題心識を持った、

職務遂行に意欲のあ る職u
が育成 される。

このような、情報を多く蓄積し、問題心識を持った

職員が育成 され
るこ とは、組 織のエ ネルギー ポテン

シャルが鳥まり、組 織が活性化され、情報の有効活川

のできる柔軟な組織
ヘー歩近づくことになる。

さらにヽ 職務の拡人により、糾分化 された組織 を統

rtするこ とに よI)、臓n に悶するi.'(但<.統介化す るこ

とが 吋能 とな1)、ti'i眼を活川 口 こくくしてい る一賞川

であ るセ クショ ナリズムの弊害 を収り除 くこ とに もi!li

じ る。

(2) 決定 権の委譲 と階層のfei縮

次 に、第一一線 の現場 に近い ところ まで、 決定 権が委

譲されていることが必 要であるo 決定 権が委 譲される

こ とによ0  , 椎 限と責 任を保 有するこ ととなる。

このため、職務に対 する認識 は、受 勅的 なものから、

能動的なものへと変化する。 すなわち. 職 務をmi 自

身の考え方と責任で実 施してい くこ とになる。こ のこ

とは、tl'lttiに対してすぐ厦応 できるようになり. 敏心

性が得ら れると川時に、情刊に基づ き闘題をm 確化し、

そ れを解決していくm 貝へと質的 に変化していくこ と

を意味している。

第一線の現場に近いところ まで決定 権が委譲さ れる

こ とにより、職員か、その意味 を具体的につか むこ と

がで きる。このため、新たな問 題に対する対応 策が 、

迅辿 かつ適りUに実施 されることになり、職u の得 た情

報の有効活用が十分に図られることになる。

区 におけ る第一一線のw 場は係である。このため、 係

長職 に権限 を委譲していくことが必安である。係長 の

権限 を川碓化し、決 政区分として係 腱の決 政を認める

万向で、串 業決定基準 を見直し、規定の改 正に取 り机

んで ゆくこ とを考えてゅ くべ きであ る。

きらに, 晴 川を町幼に活川 するた めには、人事 処遇I:

のためとみなされる中 川ポスト を削 減することか望

ましい。 しかし。それは職ilのモ ラールの向上 等の要

因と裏収の関係にあ り、単純には削減 しえないのが現

尖である。fitって、中 川ポスト の位 霞づけ をmm 化し、

有効に活川することを積似的 に七-えてゅ かなければな

らなし詣

ところで、 今日の行政需要は、質的r.-ic化し、高<x.

の知 織や技能 を有する職 ＼の梢 鰍や専門知識を有効に

活川して解決していかなければならない問題が増人し

てい る。この ためには, w 門職の職務内容 や資格 要什

を明ら かにし、積 極的に専門職制度 を導人し、組織に

定 着化 させ なけ れば なら ない。

専門mm は、中川 ポストの活川に有効 な手段 とな

ると同時 に、 職 ＼の 持つ情 報を有効に活用 しう る制皮
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として も必要であ ろと考 えられる。

即　 組織の流動化

情 報を生かせる組織 となるためには,   1:に述べ た職

務拡 大、決定権の 委訳 や階層 の短縮といっ た内容 が達

成 されてい るこ とが。必要であ る。このうえ にたって、

組織にv 動的 なが素が導人されてい ることが必 がであ

乱

机織の 流動化とは, 似統的な部・課 ■ 係とい う タテ

型の 硬直的 な枠 をとりはずし。問題別に職 務を糾 み棒

へ 、糾 織に柔軟性 をあ たえることである。Irl'.lすな わち、

部課川 にバラバラに存在しているtl'i報を総 介化 し行政

目的 を効果 的に達成していく細織 をつくること とほえ

る。

このような組織のμ休的 手法 として、プロ ジェ クト

チ ームを褐成することが挙げ られる。

このプ ロジェ クトチ ームは。ヨコ割り的に能力 のあ

る人材を幅広く集めて 、臨時的 な混成チー ムを作 って

活動する ものである。 従っ てメンバーの能力い かんが、

問題解決のための成否 をに ぎってい ることに なる。

このよ うなプロジェ クトチ ームが有効に機能 するた

めには、組織n 全体に 、ト ップ のうしろだてがあ るこ

と をm 確化 させる 必要 があ る。 さら に、チ ー ムリー

ダーには 、経験豊かで, ti 樅を活川する能力 に富 んだ

人物を選任することか必要であ る。 この ためには、職

ら み 介 わ せ て い く こ と を心 味 し て い る 。 こ の こ とは、

必 然 的 にti'H恨のwi..
 i 1

化 を促 し 、Il'ifliの 職 □ の 共有化
も

は か ら れる こ とに なり 。 多 様 化, 複 雛 化す る行 叱1 凄

に 的 確 に こ たえ て ゆ く 行政 組 織 と な って い く と 考えら

れる 。

今 日 、区 を収 り ま く環 境 は 、 ます ま す厳 し さ をまし、

雌 本的 な 岸組 み の改 沖 の風 川 が お し よ せ て い る状況で

あ る、］|’i恨 を 生 か せ る ね恢・司 政動 力 の あ る糾 織 をつく

る こ と に よ り 、 こ の 風 圧 に 対 し て敢 然 と:ヽ 'r.ち向 い、解

決 し て ゆ く 人 材 を 青 成 し 、n の 高 い 行 政 サ ー ビ スを実

施 し て い くこ とが 服嘆 で あ る 。

◇　　　　　　 ◇

注1　 占 部 祁 美 「新 講　 近 代 経 営 学」（中 央経 瀧tin-z　

伊 勢 崎 純 「MIS の 失敗 を赳 え て 」 エ コ ノミス

ト （昭 和59 年12J1) 所 収

沁3　 市 町 付 自 治 研 究 会 （自 治 竹 振 興 課 内) 編

「地 方公 具川 体 に お け る動 態 的 糾 織 の 坦状のあ

り方 」( 昭 和53 年　 ぎ ょ うせ い ）

注4　,'i 部 祁)2 l 吸 訂 紆 営 竹 理:-A. I     （自 佻;’町 ）

注5　 下 条 美 智彦 「自 治 体 の 環 境 対 応 組 繊」（学陽

害 ダ別

注6　 第Ai 回 全国 祁 市問 題 会議 「行 政 改 革下の自治

体 迎営 」

務遂行能力に立脚した人・帥 丿度となってぃ るこ とか・Tf　　Ⅲ　 身 近 な 職 場 内 の 情 報 の 流 れ

要である。

また、チ ームリ ーダーには、メンバーの 人選や予算　　　1　 職場における情報とコミュニケーションの役割

の執行権 を十 分にあ たえるこ とにより、機動的 なチー　　　 田　 職場集目1の助脈として

ムの運営が可 能となり、迅速な問題解決 ができるこ と　　　 組織の巾の指示や命 令の系統は。回時に情報の流れ

に なる。この ようなプロ ジェ クトチ ームが仝区的に編　　 の ルートである。十。意下違。下意|'.達とい 剥'沁 にも

成 されるこ とにより、情樅ii総 介化 され、組織 令体 に　　 あるように、指示や命 令の系統 をコ ミュニケーション

流 れる ように なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の流れとして とらえ ると、獅示系統の乱 れは、川llの

さら に、プロ ジェ クト チー ム を発 展 させた 、マト　　 流 れが乱 れるこ とに通じる。

リ ックス組織'ifBIの導 入を計ってい くこ とが望 まれる。　　　職場におけ るコ ミュニケ ーショ ン機能は、職川叩|

こ のマト リックス紐 織は、伝統的な タテ型 の職 務指向　　 の動脈として, 集団活動 を活 発にし. 職場のモラール

とヨコ 型のプロ ジェ クト指向 の両 者の組 織要素 を紐 み　　 を商める ものである。その ために は、職場の槃圖糾

あ わせたもので。 ツウボス型の組織であ る。　　　　　　 メンバーの上→下、下一上、 及び横とのコミュニケ'

こ のマトリ ックス組 織を導 入するこ とは。伝統的 な　　 ションが十分に行 われ、情報が スムーズに流れ、職
賜

縦 割機構に。 地域・ 地区lこおける住民サ ービ スの統 介　　 の巾で何で も言える ような雰闘気が生じていることが

とい う側而を4 人し、縦割りの糸にヨコ 割りの糸 をか　　 前提とな る。
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ところが、われ
われの身近におい て｀ 必 要な情報が

流れなかったヽ
言葉の使い方が悪 かった相手 との意思

の疎通が採く
図られなが た等 ニJミ

’`
ニ ケ ‾シi ンの

不完全な現象をよく
見聞きする

゜
例えば

゛
自分の職務

に関係あることが
知らされてい なかった、自分が相手

のために良いと思ってやったこ とが、かえって裏目に

山て思わしくな゛結果を1
μ｀たなどである。こうした

ことは、職場の中で多くみられると、いかなる目標
達

成活助も非能率的となるばかりか、職場内の感情的対

立などで人＼im係をも悪 くしが ちである。

そこで、本卓は、職場 集hllとり わけ自it!体におけ る

職場内の情m の流れに焦点をあて、自治体紅織におけ

る悄樅流通のしくみと実態について検討し 、今俊竹 理

軟嗇としてどう対応すべきか を4 えて みる。

(2)   制度としての情報の流 れ

住民福祉実現のために自治 体の施策 を駁終的 に決定

するのは、自治体の首艮であ ることは冒 うまでもない。

だが、すべての意思決定をa 挺が行 なうこ とは不 町能

であるから、自治体内 部において 、「事 務処理 専決規

則 やr 処務規程j などによって権限 の委任 や事務の

分掌を定めている。自治体の最高憲思 決定 の介破機関

として庁誠を定めているところ もあ り、区 長、助役、

収入役さらに部艮級が庁議の主な構成貝となっている。

この下に、調整会議あるいは政策会議があり、さらに

部艮会、庶務担当課艮会、庶務担当係艮会などがある。

また、各部課艮が主管 する課艮会、係艮会な どもほ と

んどの自治体にみられ、縦剖組 織に おけ る十. トの コ

ミュニケーションのパ イプは強固といえる。

縦割組織を捕完 する ものとして、長期計叫推進会議、

事mi 業見直し検討委員会など 各植委貝会やプロ ジ
ェ

クトチームも多い。これらは、関辿部課から 選川 され

ることが多いか、時には庁内 から自薦、他 舶 こよるi&

介も少なくない。各種 委員会
や。審議 会からa 艮に対

する報告声li、艮の名 前で一般住民
に公表 されたり、tiih

体のkm として尖現 され
ること も多い。

さらにヽ多くの雌 ＼が 首艮の施策方針や。i&会にお

ける「所信表明」
を、庁内報や庁内 放送などを通じて、

直接見川きす
ることがで きる。 また、施策の立案につ

“ てJ咄 嗇が起案し
、関係祁課の川議によって心心決

定を求める、
いわゆる　「りん議制」 なと″に代衣される

ように、情報の流れのしくみは、iBiliiとして立派なも

のとなっている。

2　 建前どおり流 れない 情報

（1）mi の職場では

現実の職場においては、情報の流れが建前どa り十

分に流 れていない実態が生じている。 例えば。庁議の

決定事項すら、組織の敏小単位の長である係挺に知ら

されてい ないこ とも少な くない。 自治体の将来におけ

る施策の体系 としてAi も重 要な「基本構想」などの 各

種行 政計叫 の報告書 について、職[ に対する説明会を

火施 してい ない場 介 も多い ようである。 とり わけト 小

彷処 理区 分が曖昧 なことや係艮に決定権限が付与 され

てい ないことなと’のため、n 断の 余地の ない軽 勧な文

占 がすべて課艮迄 まわすこととなってい る場 介が 多い。

このことは、逗子 複写機の急辿 な普及に よって. 各独

資料の写しが増大し、係長 や課長の机上 に多 くの書 煩

が玉石混淆の状態で山積みされている ケースをよく見

かけることから も推ilWされる。

また、民 主的 な手続きが重曳きれる今日、 従采の縦

割組織では施策■Jimが スムーズにい かない場介が増え、

各種会巌や打合せの機会が次第に増加してい る。 係掻

や課長が会議出席のため席を外す時川 が噌え ると、上

司や 部下への悄報提供は、どうしても不十分な ものと

なるのは、当然のことであろう。

こ れら のこ とは、m) 地方財 政シ ステ ム研究 所か 行

なった、「地方自 治体職 員意識調査」““‘ の結果で も明

らかになってい る。 この調 たによると、「職iiで は叶

画や方針が周知徹底 されているか」とい う設問 に対 し

て、「 微底 されている」が12.3 ％,「 わりと徹底 されて

い る」が45.4 ％、両方合 わせて半分強であ る。 この こ

とは. 職□の 半数くらいが、職彷に関辿 した叶叫 や方

針 などの情報の流 れの まず さを感じてい ると考えられ

る。

次 に1 役川でいろいろな指示や命令につい て全体と

して どう思 うかJ という股問 に対 して、「適切で よく

徹底 している と思 う」が44 ％,「 わりと適り」に行な わ

れていると思う」が48.3 ％であ る。叶両 や方 針と川様

に、半 数近くの職 ＼は、自分の戦場だけで なく役)i≫f企

体として、縦割組織の中において も指小 や命令があi

りう まくいっていないと感じているといえ よう。
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また、「役所の れ部門の楡 の座絡調 整はう まくい っ

ている と思い ますか」 とい う設|ti]に対 して、「とて も

うまくい っている」が3.2 ％,「 わりとう まくいってい

るJ が34.9 ％であ るo うまくい ってい ると思 う人ti、

全体の4 割に も達していないのである。

情樅の流れが うまくいか ない主 な原 囚としては。セ

クショナリ ズム, さらに 根占や 会議の 什方が未熟な こ

となどが従 束から桁摘 されてい る。こ れらのIS閃につ

いて、職 ＼の間で一定の共通 した認識 があろので、何

らかの動隨づけがあると, 多少 の改 河の余地があると

考え ろ。だが 、もっ と別の・勁囚 がない か視点をかえて

考察してみる。

閃　 仙樅の流し1 と受け 千・の以識 の干わ

何事 もそ うであるが、問 題点 が明 らかになるとその

対応;心を見い出す可能作はい くぶん鳥い 。りJ'lに 、闘M

点の 存在すらわからない鳩介は 、い つ まて ちf＼-l決 し

えない。伯眼の流 れについて*）、柚 川の流しf と■'■5;t)

于の相り.の認、凌が ズレていると改 咋の 余珀はないと 討

わさ る をえない。

この ようなことりii,,lliするものとして, あ る職w が

他職り とのIVI係・（,  自 分が どの よ うな役割 州 剛トリ ・

でいるか. >11に他職川 がその職層 に対l-でどの ような

役割 を川防している かに関 して 、特 別区斑 八研修所が

実施したアン ケー|・調介があ るげ"

この調介桔 災に よると、係l] （fli仔。中畔). 係I剔

課技n びfWc の 各職局 におい て。直近の二つの除 別川

の情報促m について は、い ずれの職居間で も、本人が

考えているぼl-.に 、相于方 は、il'itii提 供を強 くm 待し

てい ると言える。 とりわけ、課Ik. 部 几なt. ＼:位の幟

層ほ ど、この 傾向 が強い 。ただし。例外 として、係 艮

と次席 クラ スの中堅 職i＼の関係におい て、巾'・i幟̂□は、

係妊力嗜 えてい るほどには、係長 からのi,’i限提(it 剌!ii

時してい ない とい う*,', 緊が川てい る。、このことは、係

艮が、尖 質的 な職務遂行上の川談川手 としc 次席 クラ

スの中堅 職n に輔っており 、課長 より も巾曜職口に対

して日常的 にtli樅 を十分提供 してい るので、中堅職 □

が情 報提供の重要性 を特に認識 してい ない結果と推洲

される。

(3)    協力体制にヒビの 入るお それ

自治 体職n の担 当者は: n 々が配m  された組織の 一

u と し て 。 職 務 上の 自 分のJtt位 と役 割 を わ き まえ4

織 目 的 の 達 成 の た め に 日 夜 奮 闘 し て い る こ とは怨i:

鮮。くな い 。

目 的 達 成 の た め に 、 組 織 の 中で は さ ま ざ まな 。ミ
ュ

ニ ケ ー シ3 ン が 行 わ れ 。 指示 や 命 令 あ る い は「計i*i,

方 針 」 な ど のmil が 誤 解 さ れ たI) 、 不明 な 点 を残すこ

と は 極力 避 け な け れ ば な ら な い。 何 故 な ら ば、情射

通 切に 流 れ な い と 、組 ば 内 の 意 思 疎m が 駝 に れ、職

場 にお け る 協力 体 制 に もヒ ビ が 入 ろ お そ れ か生 じるか

ら で あ る。

特 に 、 各 職 別 川 で 、 桁 樅 の 提 供 に 関 し て も、自分の

役割 に 対 す る 認 識 と 、 他 職 川 が 白 分 にi-ii  る 川什に人

今な ズ レ が 生 じ て い る。 こ の こ と は 、 筰 人の に勣列i

動 か カ ラ 川 り し て 、 その 努力 がll;当 に 評 川 されていな

い だり で な く、 自 治 休の 施 策決 定 に お け る.Ci,思↑川 昿;H;

心| 暗 に 行 な わ れて い ないy.  言 わ ぎ・る を7..ない。3　

管 理 職 者 と し てど う 対 応 す る か

田　 タ イ ムリ ーで 的 確 な晴 樅提 供 を

川 代 の 糾 織 活 動 は 丿' 人. 企 、 物j そ れ に＼!＼iU'i

萱 不lり欠 の もの> ■- if わ れ てい る。 その 仙 樅に は, お|ft

夕 哺 し て 流 れ る公 八 なli'irlH'そ れ以 外 の 仰| 皿 情旧

あ る。 仙 眼の ル ー トi>   |ノ| か ら 部 下 へ 、 部1- から|］

へ 、 職run 皿 や課 椙/t.とい っ た 横 の ル ー ト なと侈 様で

またm 雑 に か ら ん で い る。

仙 樅は 、 そ の情 樅 が 必 要 な 人、に 正 確 で タ イムリーに

提(It さ れ た と きに そ の 価 値 が 高 ま ると い われてい卜

そ こ で・、こ の 様 なil'ifiiの 持 っ て い る 価 値 を十';j-i'|!Hし

課 艮 と し て組 織内 に お け るti'i樅の あ り方 に ついで顛|

の研 修 でKJ 法 に よ っ て 得 た 方 策 を巾 心 に ち・えてみ乱

ア　 情 報 の ルー ト と その あ り方

Il'/ttiの・レー ト は,  I-.か ら 下へ と 流 れ る ものと下からh

へ 、 倣 へ と 流 れ るtl'i根 が あ る。 で は そ れぞ れのあり)i

に つ い て 考 えて み たい 。

(1)   -LmI か ら部 下へ

組 織 の 巾 で 地 位 がI-.位 に な れ ば な る 程 、そ れぞれの

立 場 で 適liljな 意思 決 定 を 行 う た め に情 報 の量 や質げ

な る と 言 わ れ てい る。 こ の 様 な 背 景 を ふ まえて丿
腿

が 部 下 に 対 し て 、 部 下 が 必 要 と し て い る情 報 を適
確に

し か も タ イ ム リ ー に 提 供 す る こ と が 肝 要 であ る、

そ の ため に は 、 部 下 と 常 日 頃 から コ ミュニ ケーパ
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ンを|-z| t)情擢に対 する考え方や望 んでい るti'限を把握

しておかなければならない。

特に組織の基礎単位のリ ーダーである係長 とは、 日

頃から楠報交換の場 を設け情報 を提供す るよう心がけ

ることが人切である。

現尖によくおこ る事例 として課 長が従 供する情 報が

たびたび遅れるため係長が他 から先にその情 報を人手

したらその時から課長の楠 報には 見向 きもしなくなる。

この様な状態は、組織運営 の障害となるためさける必

要がある。

また。部下が必要 としているfii報を早く正 確に提供

することは、部下 との信rn関 係を強くすることにっ な

がt)、それが組 織の 炳力の土台 となる。

② 部下から上 司へ

部下からの情 報は、直接的に職務に関する報告が主

なものとなる。 職員は日常区民 との接触を通して、こ

れ以外にも職務に関連する数多 くの周辺楠 報を収集し

ているが、それらの多くは報告されていない。的確なmm-

十丿 に擢告させるために は、I-.mIが峨□に対し

てどんな柚 川を収 集しⅢ;';-してほ しいかとい うこと を

職口に小 しておくことが必 要であ る。

吸 ＼が惰il!を収 集したらその柚 川を スト ックするた

めっぎのh 法を収ることも…一案である。 例えば, 情Ⅲ

カードを作成 させること。 このカードには、いつ、a

から、どんな内竹 かを記人したものをI.
 Mlに捉 供して

もらう。以挺は、 そのil ードを分類し必 要な惰 川はI-Mi

へ提供し、部下へは、そのti'H眠のてん木をソ イード

ル 七クさせる。こ の方法を取ることによって. 職 ＼が

愉報の収集を倣 極的に 努める姿勢が生 まれてくること

がI'Jlf.'fで きる。

③　横との情 報交換のあり方

近年、他mi との連携 を図りながら進める仕事が増

加しで る。この場合一般的な方法としてそれぞれの

所廿か持ってい る情 報を会議の中で交換し、調整を図

りその仕事に対応 す
べ く対策 を立てて処理している。

重要なことは会議の中味であ る。概して所管が災な

る者が会議 を開くとどうして
も所管の利益代表となり

所竹の祁介の良いt.'f川ば かり出 しあ う傾向が強く、い

わゆる立前だけの会議
に終 る結 米となる。

そこで有幼な 会議 にす る ため、所竹+ll'/ミで 会議の

ルールを確 立することが急 彷であ る。

例え ば、 会誰 の構成員が尖質的 な悄報交換を行うこ

とがで きるようにするため、必要な情報は、たとえ所

管 にとって都合の悪 い悄報 もその鳩に従供することで

あ る。 会議では自山 な発言がで きるふん囲気をつ くる

ことに も、十分配慮することが必要 となる。

イ　悄 報の交通整理を

組織の中で も年々情 報量が増加して きている。身近

な戦場を 見わたして も資料や文書 などmi 個人に配布

される もの、係、課'li位で回覧す るものな どが 多い。

この様な情*li も服装なt.'f報から単 なるお知らせ まで同

じ方法で職 ＼に川m す るこ とは、情 報に対 する興味が

沁 れてし まう。 そこで、課 艮がti'i擢の交 通整理 をすべ

きである。

職務遂行に必 要な情 報、 例えば、手引書。指示 書等

は、係 長を通じて迅速 にかつ 全貝に周知 させる。 また

単 なるお知ら せは、 課内回覧 や掲示 板等を利用しm 知

する。こ の様な方 法をとることによって 職H に重要な

晴 眼と帷 易な晴 収とを流す力法に違い をつけti'H樅の 収

■次さを逃 別す ることがで きる。

(2)   晴 川に1」を開 かせるために

ア　論議の 過代や綸点をオープ ンに

ti'i眼がはんらんしてい る中でilft員が自分の職務に関

する以 外の柚 眼に対 して興味 を火いかけている現状で

興味 を持たせるのはAm の わざとい わS-'i,を俳ない。

今 まで も斤 内川、庁内放送等をif,川して積極、的に情

報の提供をして きた。 また最近行政課題が枚雑になっ

て きている。 その解決 策としてプロジェ クトチ ームや

検討委i 会を設けそこへ職 員を参加 させ たり、 その 検

討結米 を周知している。

しかし、こ れらの情 報提供のあ り方 を見ると論議 さ

れた過程や論点が オープンに されず結論 だけが 周知 さ

れてい る。そこで. 戦口に とって 興味があ る課 題が ど

の 様な形で論議 されたか を示すこ とによって情 報に対

し興味 を持つ足がか りとなると考える。

イ　情 眼交換の場 を

課内の職 ＼がどんな情 報を必 要としてい るのか、必

要なIl'/蜘をどんな形で提 供すればいい のかなどを十分

知 りかつ 職口に柚 樅に対する興味 を持たせるためには、

情 楸交換 の場 を設定することがかかせない。 例えば、
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職場懇 談会なと・を定期的 に開w.しその巾で お皿いの情

樅を交換する什糾みを設定するの もー・・案である。

最後に、職務 を遂 行してい くのに情m は、重 要なも

のであるに もかかわら ずその認識は まだ不 十分 と言 わ

ざ るを俳ない。 今回 の研 修で の討m の中で も情 恨の流

れ、提供のあ り方等 多くの問 題点 が出されたこと から

もそのこ とは推察で きる。 そこで 研修で 学 んだ開 かれ

た行政糾 織にするため, 管理va 肴として まず、足 元の

職場 に対 して開かれた組織とする よう地道にし かも着

尖 に実践していかなけ ればならない と考え る。

◇　　　　　　 ◇

注1　 地方自 治体職日意 識調介剛 地方旧 政シ ステ ム

研允 会か昭 和53年に令μ17 iIjの令識川・職陣 約3.000

人 に対C て アン ケート、凋介し たもの。 詳

細 は寄木・下條編著r 自治休職n の意識 構造」

（学陽書房） を参照。

沁2　 役割JS識 と川待に閔 する調介。IV 別区職い 傾

修所 が昭和56  乍9 ;i に 各職川 約so 人に対し ア

ンケート調査したi,の。 詳細は|‥l川 【研 修の ひ

ろ ば】(No25 ・ 26）参照。

むすびに かえて

特別区長 会は先頃、特別区 に共通する3 つ の 服要課

題を確認した。す なわち、①,S5齢ft 杜会に対 応した老

人禍祉の拡充. ②快適 な まちづ くり, ③ 情樅公開制 度

の実現であ る。い ずれも区 政組 織の力 をフルに発揮 し

た創造的で総 介的 な取り組みが欠かせない課題であ る。

＼n報化 の進展や憤 報公開の実施によって住民の 間に

区政 に関する豊かな情報が流れるようになる と、判断

材料を碍た住民の区ikへの参加が促 され、ニ ーズは よ

り一層多様化し、その 質も高 まるであろ う。

区政に は地域特性 に見 介‘つた魅力あ る政策 を打 ち出

す力最がい よい よ問 われるこ とになる。 特別区が目下 、

精力的 に取り組 んでい る行財政改 革の重喫 な目 標は、

自 治 体 に おけ る 駁 適 な 意 思 決 定 を 行 い う る 科学的で■
■ト

画的 な 行 政 運営 を確 止 す る こ と で あ り
ヽ

又 地㈲ 洲
か

れ た 行 政 迎営 に よっ て 地 域 白 治 を活 性 化 させ ること
で・

あ ろ う。 そ れ を担 保 す る もの が 情 樅の 的 確 な竹坪な
の

で あ る 。 情 樅処 理 の 方法‘ 技 術 と その 利 川 に無知妨

理 職 者 は 。 今 日 で は 失 格 で あ る ’iHlと さ れる ゆえで
あ

る 。

こ れ か ら の組 織 は 腰 が・Fくて はい け ない。

民 川 介 業示 扁 度 の 技 術 を使 い ニ ー ズの 多 様化に応え

多 品 純 少 量生 産 を 叫 能 に し て きて い る よ うに、行削lli

§.i>新 しい 課 題 にl!|il,tで き る身 軽 な1 帆 性 が求められ

る。

i'i川 化 の 申 で 釦 織 べ（ 気持の 執i I ス タi  Iレは■!'cb・バ

い く。 だ 力'/|i終 的 に 区 政 を 担 う の は い う まで もなく・

人 ひ と りのm ＼で あ る。 竹 坪 臓 器は 、 係ii をはじめと

し た 職 口 が 各 々の 役割 を 米 し う る よ う 的 確に|,n＼l腿

供し 、 また 、問 迦.C;、識 を 片I す る 努力 を払い 、川 帆

が良 く活 力の あ る 臓 川 夕っ<  ら なけ れぱ・な らない。そ

して 、 地域i. 会 や 区民 の 動 向 に 対 し て 感 度の陽 柚 湯

場 を 形 成 し 、 区民 の 川 時 に 応 え て い くこ と が今必要で

あ る と(i11M,iす る。

本小 論 は 、 情 報 のIK') 扱 い をキ イ と して 、tl'i制 限

会 下の 区政 、組 織 、 竹 理 職 者 の 役 割 に つ い て、 ＼人が

分担 執 筆 し た。 な に ぶ んテ ーマ に肉 迫 する だけの力が

足 り な い う え, 意 見 を調 幣 す る に は時 川的 な制約も人

き く 、 各 噂 に 連 が り を も たせ るこ と が で きなかったと

い う の が 率 直 な とこ ろ で あ る。

最 後 に, 御 指 導 下 さ っ た田 巾 応 治 先生 、お 匹話をい

た だ い た 竹 別 区 臓H 研 修所 の 方 々 に 心 か ら感謝 を巾し

上 げ た い 。

◇　　　　　　 ◇

yl-; 1　 大 森 佃 「 竹 理 職 の 機 能」1・職il と リーグ゛

シ ップ ー 自 治 体 の 経 営 と効 率 田」（学陽;’固 ）

所 収
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12　 職員に開かれた行政組織
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はじめに

技術革新のill展、尚 齢化 社会の到来、住民意識の高

揚など変化する外部環境の中にあって、組織 として迅

速に変化 を予知し、対処していく能力 を開発 するこ と

は、今日の行政組織が当而 してい るSi.大の課題であ る。

行政糾繊がタテ割組 織を基本型とし, きらに肥大化、

細分化現像を7 しておりに共に適応機能 を阻害してい

乙川状 ぱ" 臓□に開か れた行政組織l Iこなり俳てい な

し‰

「臓□に開かれた行政絹 織 」を実現していくには、

糾織 機構 の変革 と職 □ の心識 革新、 能力開 兌とを ほ

かっていく必要があると考えられるのであ る。糾 織機

仙の変 やについては糾織論にゆ だねるこ ととし、ここ

で は、 組織の巾で ＼働す る織 ＼をとりあげて 、「 開か

れた行政糾 織」実現の方 策を考 えた ものであ る。「臓

□に開かれた行政糾織丿火 現の方策として、 第I に、

職 ＼参加 をはかることであり、 第2 に、職 ＼の意識革

新をは か るこ とで あ り、 第3 に、 組織 の活力 化 をは

かってい くことであると考えられるのである。そこで、

こ れらを三つの柱として本論を構成し、論述していく

ものであ る、

I

職員参加

1　 開 かれた組織の必要性

叩 和30年代から昭 和碩年 代にかけての高皮経済成 長

施 砥は、急激な祁ltμヒ現匁をおし すすめ 、住民 生活や

地域fl:会に人 きな変化 をもたらし た。 それは、住民 の

生活に便利 さをj・え、物質的 な豊か きを もたらし た。

その反面, 過密化現 象や公害による瓜境破壊 によって 、

化民生活が 什か され、さらに、人口の流動化 、住民 の

価値観や利占関係の 多様化 は、 地域 の人々の間のiii-iiV

感をmi  させ、人川性の疎外 など什民 の'l-.i,"-,の場であ

る 地域旺 公に ¨ひずみ¨ を もたらした。

しかし ながら、 オイルシj ツクを経て。経 済成 長が

鈍化するにつれ、住民の伽仙 政にも変 化があらわれ、

化民、ふ 繊のなかに物質的 な豊かさより もVi神的 なl か

きを求める気運が鳥 まって きた。

このような住民 心識の唆化 は、住沁か自 か(,i＼-.む地

域社会 に関心 を向 け、“安心 で、 快適 で、住 みよい ま

ちづ くりは、自らの手で、自らの 参加のもとにつくろ

う¨ という考 え方 を芽生え させ た。一 方、自治体行政

の展開 も、地域住民 のこうした 意識の変化に対応して、

地域住民の日常生活 に密 着した行政課題については、

地域 ＼-民 と協働して解 決しようとする方向に転換して

きた。

すなわち、自治体行政の運営 は、行政側 が一方的 に

施策を推辿 してきた方向 から、自治体 と地域住民 がと

も に＼&助 して 行政施 策をm 進す るとい う、い わ ゆる

「住民参加」による自治体行政の運営 へと転換するの

が時 代の 要請する ところ とな って きたのである。

自iti体行政 への 仕民 参加のHiiliは、住民に閉 されが

ちであ った行政糾織を、住民 から ¨見え る糾 織’Iに改

めるこ とへの要請で あ り、a'い 換え れば、 地̈域化民

に聞かれた行政組織’`の実現■Hi 請であ ると言えるので

ある。- 一方、住民参加と ともに、住民 参加を担保する

ために「職口参加」が必要であ ると言われて久しいと

ころであるが、そ れli、住民 とともに自治体行政の一

方の 担い 手であ る自 治体m 員自 身に も閉 さ れが ちで

あ った行政組 織を、「 職口参加」などに よって. ¨狐ll

に見える紐織” に改めることを求めてい るところであ

る。 すな わら、自治体の行政縮織 を「 地域 住民 に開か

れた行政組織」にす るとともに「 職 ＼に聞か れた行政

組織j にするこ とが 、時 代の要請すると ころ となって

い ると言えるのであ る。

そこ で、本 論で は自 治体 の行政 組 織の現 状 から、

¨開か れた行政絹微¨ の実塊の方 策を考察することと

し、と りわけ、「mi に開か れた行政 組織」 を尖現す

る理念 や方策が「地破 住民 に開 かれた行政組織」のそ

れよt) も雌 れている ことを指摘 し、「臓 八に開か れた

行政組織j の実現 の方 策としで 職μ参iJll̈ を且体例

として取‘目 しげ 七’察することとした。

2　 行政組 織の現 状

剛　 地域住民に閉 された糾織

自治体の行政組織は、地域 住民 の意思 を行政施 策に

反映す る辿l.t機能 をもち、かつ 、住民ニ ーズにl!|ll.tし

た施 策を柔軟に展開できる機能 を備えてい なければな

らない。 しかしながら、自治体の行政組 織は、伝統的

に国 ・中火竹庁の行政糾微 を焼町 したがごとく タテ割
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に構成 され、組織階屑 も「部 課係体制」 を基本型とし

た、い わゆる タテ割行政組 織がほとんどである。 その

結果、①部門別に閉 鎖的 な体質が生じ、保守的な現状

維持の体制がとられる。② 住民情報が部門別に抱え込

まれるため、自治体紐 織全体の情報 とは ならず。住民

情報に基づ く機能的 な行政サ ービ スの提 供がで きない。

③部門別 に独自 な執行体制を とる ため、自 治体の行政

目的違成の施 策力哨 尾 一貫して行 われない。④ 部門川

で互い に頼り介い、 また相手に任せ るとn つた風 仰が

あり、組織として の責 任体制が不明確 となる。等 々、

住民ニー ズや地域環境の変化 に吹敏 に川 心で きない糾

織体制となり、住民 から ¨タテ割 行政のお役所 什事` ’

と言った批刊 をうけ、 地域 仕民 に開かれた行政組織と

なっていない。

（2） 職n にIT]された組織

一般的に、行政紐織 の≪i膜が小 さく、職n 数 少な

いところでは. 職n 一 人一人が、白治休の行政目的 を

明確には抑で き、職n 自身机織と一一休感 を<3   ら、その

目的を達成し ようとする意識が比較的顕 馴こなる。し

かしながら、lit田 谷区 の行政祖織の変 化（表 目 に 見

られるように① 行政組織は、昭和MO年以降忽速に肥人

化しておりV 表 □ こよると、昭和MO年 から 旧 ＼m年 ま

で、部数、課故で約2.8fr;-,係 数で約2.4 倍となってお

り、特別区が発足した直 汲の昭 和23年 から昭 和11)年 ま

での飛 も高い川加 率 を示 した係 数の約 ＼.7倍と比べ る

と。急速な肥大化傾向が窺え る。), また、②if 政組 織

は、肥大化傾向とと もに細 分化 傾向 を示 してい る( 表l

によると、昭和'IO乍から昭 和57年にかけて、課数の2.8

倍の川加に比べて、 職n 数は約.M 倍となっており、

組織が 細分化 し、小 さ な課が川 えて き たこと が窺 え

る。）

表I m 田谷区の組織一部・課り系数の推移

このように、Ir政組織 が肥人し、却1分化すると、(U

糾織目的が 複雑にな・), 職【1は組織目的 令体について

の関心を示 さなくなる。②i'j己の直接従小する業務の

みに注目し、組織とのー体感か薄 れる。③職貝のなか

には、組織体の一部品、一素材的な考えに陥り、単に

上からの命令、指示によって動 く傾向 を示す ものも現

れてくる。等々、組織目的を達成 するために職n が積

極的 な意欲と行動 をもち、かつ自 発的に協力すること

が困ftt.な組織体制となり、白治体行政の巡営に致命的

な障咋を もたらす結米となi>。すなわ ち、行政組m の

肥kit 、細分化現 象は、職 ＼に聞かれた行政組繊の尖

現 に対 して大きな阻害要閃の一つになっていi'。

（3) 開かれた組繊への試み

‘’タテ割行政のお役所什事” と言っ た住民からの批

判に対して、自 治体組織のありJiについ ては 各力面で

検討 されている。ll[ifllS6年3 ;! に提案 された「 匪川 谷

区 の“地域 小務所・・ 隅 想」は その一つであ るIll この

構想には, 従来からの国・中火竹斤桁向 の タテ割'Ui'i

の弊害を足正し、より住民に身近な地域における行政

課旭には、川川としてその地域で川応で きる総々行政

績織を確、ヽ'/".しようとするト。旨がある。総介行政組織を

確立しようとする主旨がある。すな わら、地域の竹 殊

性 に見介っ た行政糾織をつ く1), 住民 参加が活発にて

きる組織休制に することである。こ れはI' 地域 住尺

に開かれた行政細織, への■ -ノ渫 とj える、、岡山県 の

地方振興)..jの設叩' もこの例とl"l≫iである。

このような住民参加かしやすい組織体制づくりに加

えて、“l,'i樅なく して参加なじ の観点 から 、情川'/';

開の制度化が 各自治体で活 発に行われてお')、「地岐

住凡に開かれた行政糾織」の刈 念は、各地の 白治 体て

定着しつつあると言える。

�23.-1.1現在 �ZS.-).!現血 �37.-1.1現 在 �40.-1.1現 在 �-17.4.1現 在 �50よU 現化 �57..1.1現在

郎　数 �2 �2 �2 �6 �7 �13 �17

課　数 �24 �16 �2i �26 �42 �67 �.　　　73

係　数

べ �88 �71 �101 �154(l,62'l

人) �217 �28-1 �363(4,032人）

注 ） 1

2

数値は、行政委n 会等を除 く区 鍵部局のものとし た。Ilfifll37

年 まで の部数は、3 ≫耐級 の支所 の数であ る。
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一方、行政組織 の肥 大化、細分化傾向が もたらす外

害を除去し、「 職U に開 かれた行政組 織」 を尖現す る

方策は、各自治体で 各種 の試 みをしてい るが、試行 錨

誤の段階であ る。

しかし、今後本格化 する高齢化社 会において は、 ま

すます住民 のニ ーズが増 大す るこ とは必至 であ り、

「職 ＼に聞かれた行政組 織」 のあ り方 につい ては早急

に検討しなければならない課題であ るo

昨今、国 、地方を通じて行政改 革が叫 ばれてい ると

ころであるが、肥大化、細分化 した行政組織そのもの

の改革は、一朝―タにして実現するものではない。そ

こで、「 職員に開か れた行政組 織」への改 誇は、た だ

単に行政組織の改革 を待つので はなく、現行組織 体制

のなかで もで きるこ とから改 善して行 くこ とが必要 で

ある。

3　 職 員参加の方策

（1）mi 参加の事例

職i 参加の事例は、住民参加の事例に比べて、紹介

串例の 数も少なく、種類 も少ない(3’。紹 介されている

’μ例の 多くは、小彷事業の総点検、事彷改 稗、絹織改ill

に関 する ものや、自 治体 計山 に関 す るプロ ジェ ク

ト・チ ームへ の職日 参加例が主で ある(“SXtil その紹

介事例のチー ム編成を みると、助役等自治体の三 役ク

ラスをリ ーダー、部課長 クラ ス、係長 クラ スが構 成□

になっている ケースが多い。一般職ijの参 加li*Hあ る

が、自治 体職口 数に比べる と参加 者比率か 極く低い の

が現状であ る。 したが って、プロ ジェ クト ・チ ームに

参加し た職 ＼は、広い視野で自治体行政 の全体を 見わ

たせる機会を得 られるが、大半の 職貝は、 その機会を

与えられてい ない。

m 参加によるプロ ジェクト・チ ームを編成した事

例で注 目されるのは、（il:田谷区行財 政総 点検連結" 」

である。この事例は、チームの編成にあたって、参)JI1

者を庁内紙で 公募し たこ と。点検過程で組織的 に全職

貝を対 象に自己 の職務 にこ だわるこ とな く広い視 野に

立った意見を求めてい るこ となど、全職 貝にプロ ジェ

クト・チームへの参加の機 会を与 えたこ と、また。参

加者以外の全職貝の意見を積 極的 に求 めたことによっ

て、 職貝参加の職場 風土 を盛 りあげ た点で、「 職貝に

開かれた行政組織」づくりに一歩前進した例といえる。

次 に注目 したい 事例 として、「習志 野市の地m. 当

制」181「藤沢市の市民 のっ とい」(HIあ るいは「伊丹市

の地域担当制 」の 例は、 職 ＼が現 に担当 している職務

とは別に、自治体区域 を何ブロ ックかに分けた地域別

組織のメンバ ーに職貝が参加し、任せられた地域別に

発生す る行政 課題の解決に取り組もうとする システム

であ る。こ れは、自治体の伝統的 な タテ剖行政糾織を、

住民 サービ スを基調としたヨコ型の組織に編成した も

ので、 タテ 割行政組織の弊害 を除去し た「地域住民に

開 かれた行政組織」のi4現化であり、 きら に多くの職

艮が細 分化 された組織 を離 れ、住民 とともに行政課 題

を解決していく過程に おいて、 肥大化した行政組 織の

全体 像を 見るこ とも可 能と なるなど、「職 貝に開 かれ

た行政組織」の 鋳現化 の試みとしても大いに評価でき

る事 例と考 えられる。

し かし ながら、多くの自治体では、この ような革新

的 な職口 参加を試みる以前の問題 として、い かにし た

ら 、職μ 参加が可能と なり実効性が伴 うものになるか

等 、職a 参加の風上づ くりに苦峨してい るのが現状で

あ る。

(2） 佳作的方 恥‐ 職口 参加の風上づ くり

職口 参加の 意義 は、「自jri体に 働く職l} が持っ てい

る創意、工夫 を結 集し、それを自治体の憲思決定 や政

策形 成過程 に反映 させるこ とで ある」、 また、その目

的 として「 職日 の白己啓発を促し、自己実現の欲求を

満 すこと によって、組織を活性化することにある」とd

え る。

こ の職口参加について、「職務参加」 と「mi 参加」

を明 確に区別し、職務 参加で はな く職 ＼参加を重 視す

る必要性 があ ると 言う主 恨があ る‘“。r 職 務参加 は職

場 中心の参加である のに対 し、戦日 参加は自治体全体

への 展望 を もつ 参加で あ る。 職務参 加が 進めば、か

えって自治 体機 構内 の各セクションの＼m 職務の絶対

視が起こ り、 職場 要求が肥大化するため、こうしたセ

ク ショ ンの要求 を、自治体計画を中心に自治体内部で

調 整してい くための職貝参加を促進しなけ ればならな

い」 と論者は指摘している。

こ の指摘のとおり、職務参加では なぐ 職員参加¨

が 、自治体の政策形成 や意思 決定 に重要 な役割 を果し、

かつ「 職 ＼に開か れた行政組織 」の確 立を図 るために

― 171 ―

銘j



必要不可欠なものであ るこ とは、 前述の事例で も評価

したところであ るが、本論で は、 職員の職務上 の能力、

姿勢あるいは士 気をいかにして向 上させるか、すなわ

ち、いかにして職貝に自治体組織全休について関心を

持せゐか、いかにして職n に組織との一体感を持せる

かなど。職n 参加の職場風土づくりに 斑点 をお き、JV

体策の一例 を挙げることとする。

第 ＼に, 職n 一人一人に参加意 欲を持 たせる ために

は, 職n が所帆する行政糾繊の最小'P。位であ る係自 体

にm 参加の風土がなけ ればならない。係は自 治休糾

織の縮図であり、係に職 八参加の風I-.が なけ れば、糾

織令休に職口々加の風l-は生じ ない。

職n のなかには。自己に・i・えら れた職務だけ に機械

的に従事し、他の係n がい かなる職務 を遂行してい る

かもわからず、 ましてや係が担 ってい る組織目的 には

全く関心 を向けない という事 例にたびたび遭遇 する。

このような状況の もとでは。組織 の中 におけ る協働関

係を作り出すことはで きず、 参加意識も生 まれてこな

い。そこで, 職n に係が 持ってい る組織 ＼的 への関心

を1*1-めさせ、紐織目的達 成への指向を強め させ るため

には、言い ふるされてい ることではあるが、係内のコ

ミュニ ケーションが充分行 われる ようにしなけ ればな

りに欠かせない 要件である。 新規職貝などは既成賤念

にとらわれない 新鮮な感覚と思考をもっている。この

“新鮮 ぎ’を失わせることなくかれらの持っている能

力 を組織目的達成に活川することは、沈滞している組

織に活力 を与えることになる。 また、新規職貝の育成

指4 を身近かな ¨先輩” に什事として与 えるこ とにす

れば,  'A;輩自身、新麗職口を介成するための能力 を備

えなけ ればならず、自己啓発の促進につながり、職場

のモラールも向上し、職場 全体に活力か生 じ、必然的

に職i 参加への 意x か醸し川 される ものと考える。

111-., 職い参加への風上づ くりの 只一休 位を挙げ たが、

係のコ ミュニ ケーションの確.<r.にしろ、新現職n の介

成iron にし7-,、自治休の現行糾織の改7・:を防つ まで も

なく、娑は、職 ＼をとり まく身近な環境のなかで、た

とえ微々たるこ とであっても。職員参加の風土づくり

に役立つ方策を見い出し。それを試みることの積み重

ねが、「職 にに開かれた行政組織」 を確立する近近で

あ ると考える ものである。
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H　 職員の意識革新を求めて

1　 職員に求 められてい るもの

特 別区 を取 り巻 く環境 の変化 は、今日非常 に厳しい

状況 にあ る。昭和30 年代に始 まった急 敵な都市 化の進

行は、 環境破壊 をはじめ 様々な都市問 題を発生 させ、

多 くの住民 迦動 を巻きおこし た。 各自 治体はこ れらのiilfW!

を解決するため、 外分野で それぞれ個別的 に幻応

したため行政佃以 は;i!的 にもfi的 にも飛躍的 に□ 大化

し、小 彷竹理面で は極皮 に絹 分化 きれ卑門fL された。

しかし、経 済が安定成 長川へ移行し、人々が生炳者

として自分の家庭 や住んでいる地域に対する評価を尊

重しはじめる と、 従来の細分化 された行政組織では地

域のl.'ll題に総 介的 な対応がで きず、住民 に対して も職

貝に対 して も開かれた行政組微 とはな り得なくなっ た。

現在 、各自 治体は地方の時代へ と自治 の自党 を高め

自ら の体質を転換させる一方、行政改革の強い 要請 も

あり、 その「機構」および「制度而」の技術的 、形式

的 合理化はかなりおし進めら れ幣備さ れて きてい る。

だが 、その組織の「運川而」すな わち組織の人川的側

而に関 する職n の憲識革新については、はるかに遅 れ

てい るのが実情である。

「 行政 は人 なり」 とい わ れてい るよう に自 治 体に

とって職貝は大 きな役割 をもつ。そ れは自治 作に于ir.

や権|服のもとにさかで うろ おいのあ る地域 社会をfillり

出すのは、糾 織の中で働 く職貝で あるからだ。 も ちろ

ん、自治体行 政に占 めるmi の重要性 の認識は、い ま

にはじ まっ たわけで はない。 酸近その必唆性 が特に叫

ばれてい るのは以下 の理山による。‘

まず、急速 に迫りくる高齢ftfl;会や鳥度情報化社会

を迎えるにあ たり地破に密着した行政の役割は ます ま

す重要性を増してくる。 しかし、新たなる行政需要に

対応する財源や制度には限りがあり、この限 られた条

件の もと変化の敵しい行政環境に柔軟に対応じc い く

職口のfPl造性 と主体性が求めら れてい る。

第二点 として 、戦後民 主主義 の定 着化 に伴い 住民 の

納 悦抒憲識 は鳥揚 し、 住民 は何よりも白治体の主権 者

として 行政 過程への参加 を求めてきている。 この新し

い民 主主義 の流れの中で、住民自治を基本とする地方

自 治は大きく変換しつつあり、自律、分暁 と連帯 を自

覚 した近代的市民 と積 極的 な対応をする能力 が職貝に

強く要求 されてい る。

2　 望 ましい職 員像

職貝に開か れた行政組 織が必要ならば、 まず行政組

織が住民に対して も職貝に対 して も開か れていること

が前提 となる。ここで は、組織自体のあり方は数多く

あ る糾織諭に ゆだねるこ ととしその組織の中で＼働す

リ 政H のあり方 を中心 に論点をすすめるこ ととする。

今日、住民 から強 く求められている望 ましい職 員(≪!

は, (I-;民主権 を幽 礎とし、 職u の市民 としての創意と.i

万夫を収 りい れたw 門 性が要求 され、常 に自治 体革新

を追求し、 考え、試行錯誤し、創造し、 行動す るこ と

が求めら れてい る。共 体的 には 各自 治体の研ほ 計画で

日 標とされてい る次のよう な条件 を伽えてい ることか

あげ られる。

(1) 絶えず 住民の立場 に立って考え、行動し、住民

の信託に応えう る人川性、きかな職貝。

(2) 複雑多様化す る行政 課題に対応で きる先 見性と

問 題解決能力 を身 につ けた戦n 。 。

(3) 慣 習にとら われず。柔 軟な発想で創意工夫に努

め、常 に自己啓発 に意識 を持つ職口-'"。

しかし、ここ に検討 すべ き重 要な問 題点か残 る。

第一点は. 瞰 員の 専門 性 といって も、 まず福祉から

建設、教育の内容 についての専門 性と行政手続きに関

する習熟度 といった 専門性 とは別倒の ものであり、し

か も、前者において は今 日それぞ れの 各領域 において、

住民 自体も職業 人として の専門性を持ってお り、後者

で も一定の時川があ れば住民は習得で きる。

その ヒ、こ の二重 の 訓“1性を生 かすためには職 貝の

文化 水準が高 くなけ ればならない。し かし、 価値 観も

多様化 し高学歴 化したい ま、tt:民 と職tl との文化 水準

には もはや 恪差はみられず、地域 によっては住民 の方

が高い とい う現実があり、こ れを克服しなくてはなら

ない。

第二点として。従来 から公務n は 全体の奉 仕一昔と労

働者としての二 而性 を持つとい われ、こ の二 面的性格

が 吸□の意m 造 や行動 様式 をつ ねに独特 な形で規定

して きた。 今日 の自 治体職n は労 働者 としての側面を

持つ こと も当然であ るが、 さらにそれぞれの個人とし

て日常生活 を営 む国民 主権の主 体であ る市民 そのもの
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としての側面が桁摘 されてい る。 今後職n はこの三而

性の矛盾を常に自覚 し、住民 の自 治と
参加、分楡を川

点とした行政運営の 視点 をとりい れていくことである。

注｛2｝o

第三点として、 行政体内 部の職n 構造が もたらす 各

階屑の職n の持つ 役割意識と、他職層 から川m する役

割.t識とのズレ をい かに克服するか とい う(!l!Vflであ る。

各職層の役割 意識 と期待意識との微妙 なズレ は、巨大

な組織管理の中で協働する職貝意識 に大きな不 協和嗇

をもたらし、ひい ては行政組織 の課 題違成に対して大

きな障害を与えること となる。

3　 各職層の役割意識 と期待 意識i±l3)

ここで56年9 月特別区職員研 修所で行っ た職層研修

で「役割意識と期待～あな たの期待するこ と、期待 さ

れること～」と題する アンケート調査から、 各職層の

職貝が他のm.層に どの ような役割期待 を持っ ている か、

又、他の職層からどの ような役割を期待 されている と

思うか、を調査 した結果 各職層の自画 像が考 察されて

いるのを参考に したい。

なお、調査方法 は、各職眉の 役割で 期待されてい る

と思われる項目（i4～i8項目） のうち3 項目を順 位を

つけて 選択 し、 課 長 と 部 長 の関 係 につ い て は、KJ

カードに3  項目を自由に記入 する方 法をとってい る。

また、各職居 間での 「期侍 される役 割意識」「川待 す

る役割」は、次 の職屑間の関係で実施 されてい る。

新任←→中曜 ・係長

中曜一 新任・係長

係艮-JTtfT: ・中曜・m 艮

課艮一mi  ・郎長

部長一 課長

〈新任職員の自両像〉

早く仕 事をおぼえ、担当の(I;'11に航極性 を もって収

り紅み、n 任を もって やり遂げ る。

〈中堅職n の自画 像〉

豊富な職務知識 を基礎 に、積 極的 に意見や提案を出

すとともに、担当の仕事 を責任 をもってやり遂げる。

上司と後輩のパ イプ役 を果 たす。

〈係長の自if像〉

新任職貝の指導育成 を行い 、中堅 を信頼して什事を

任せる度最を持 ち
、係内 で（づりーダシ ップ を発揮し、

課長の期什に応える。

〈課艮の山 川 象〉

統率力、指導力 を発抑して、仕i の具体的方 針を明

示するとともに、部下とのコ ミュニケーションを配慮

しつつ、必 要な悄樅を、適宜、上下に提供する。

〈部艮の自i*if≪〉

議会竹の対外的な接衝に力 をふるうとと もに、適切

で適確な判断力に基づい て適切な方針 を明示し、責任

をm 避しない。

以上、各職層の自 画像＝ 役割憲識であ るが、次に役

割意識と他職層からの期待t.識との差累が比較 されて

い る。

新任職貝の場合。中曜職貝や係 長からの間防 のト ッ

プ は「借極性をもって仕事に収 り組 む」 となっており、

これは新任職貝も自 分の役割意識 として十分認識して

おり差異はない。 しかし、係長が「 社会人としての自

覚」 を新人に強く期待して<>. 彼らは自 ら自覚 をもっ

てい ると考えるためか役割意識は低い。

巾■ 職̂H の場 介は、「係の コミュニケーショ ンの喫

の役割を豊富な職務知識 をもち担当 の仕事を責任 もっ

てやり遂げ る」点について新人、係長に対 して もr 割

意識, 期待意識に差異は みられずと もに高い 比率を示

している。 この職/Sで注 目すべきことは、「服 務基準

を守り他の職員に 迷惑 をかけ ない」「困 難なこ とで も

進んで引受 ける」「他 人に(If事を押しつけ ない」 とい

うマ イナス要因が新人職n から中曜職n にかなI) 閲防

きれている点であ る。

係艮に対する新 伍、巾県幟 口、課 長のlOlf.'iは 、‘部

内 の 統率力 を持 ら、 リーダーシップ を発揮 す る」 が

トップ になっている。しかし、係艮は各層に対して異

なった役割意識を第一位に上げている。 すなわ ち。新

人職 ＼に対しては「 職n の桁導育成を行う」 ことであ

り、中曜職 ＼には「部下 を信侭iし、化事を まかせる度

冊を持つ」ことであ り、課長との関係ではIlii侍恵識と

同 様になっている。 係長自 身の意識で は、職層によっ

て対応方法を考慮しなけ ればならない 立場にあ り、 職

務 の複雑 さを示す ものと考えられるが、・この憲識のズ

レ は係が自治体の基礎的組織と位llづけられてい るこ

とを考える と問題は大きい。 さらに、新人、中曜職 員

ともに「 部下 を信m し、仕平 をまかせる度in:を持つ」
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こ とを係長に期待してお り、新人職員に対 する下図 に

み られ る大 きな ギャプ は、自己 実現型 の職 貝が 多 く

なっ た今日、職 貝の意識構造に大 きな影響 をもたら す。

課長 は係長 に、共体的方針を指示し、適切 な判断,

指導 を行 うとともに、部下とのコ ミュニケ ーションに

配m して、 部下 を信頼し、 まかせる度量 を持つこ とを

期待 されてい る。 さらに「適時、適り」な情 報兪料 を提

供する」こ とが求 めら れ、価値あ る悄 報が課長の段隋

で|l:まってい て、m 艮の 判断 と係長の判断 が徴妙に ズ

レることがあるように考えられている。一 方、部長か

らの川待憲識と課長の役割意織には人きな桁差は ない

が、課艮の役割意識以上に人間面への配慮が 収要 視さ

れ、日々新たなる自己研鐙が求めら れてい る。

4　 開 かれた職 員意識 を求 めて

かつて は「 戦口になったら. 自 分の什事に対しては

自 分で法 令などを勉強し事務処理ができる ように なる

のが当然で ある。」 と言 われてい た。 現在で もそう考

えてい るm 日 は多い。　しかし、今日の行政は守備 範囲

も虞が'), 職□には先 地性を備えた 令体的 削野と- -小

つ き逓 んた','/l"l性が必 要とされてい るため、糾 織的 、

叶山的に 職ilの 能力川 発を行わなけ れば住沁 のニ ーズ

に応えら れなくなっている。

最近は 地方自 治や祁市づ くりの講座 を新設している

人学 も多く、理論を勉強してから自 治体に大ってくる

職 □も増 えてい るため職場 も新しい 刺激 を受 け変わり

つつあ る。こ の新しい 職 ＼の新鮮 な意欲と中鳥年・職μ

の経験 を有効に活用し、各職層の役割意識のギ ャップ

をうめながら職日の意識改 革を求めなければならない。
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剛　 職 貝研 修 の 充 実

特 別 区 の 能 力 開 発 シ ス テ ムの 中 心 は特 別 区 職 員 研 修

所 が 行 う共 同 研 修 と 、 各特 別 区 の行 う区 研 修 で あ る。

現 在 、 職 貝 が そ の年 代 、 職層 、 職 務 に 応 じ て 常 に 環境

の 変 化 に 適 用 で き 、 計 画 的 に 能 力 開 発 や 再 訓 練 が で き

る よ う 、長 期的 展 望 に 基 づ く 研 修 体 制 の 整 備 が 進 め ら

れ てい る 。 し か し 、 職 場 で 川 か れ る 意 見は 研 修 ＼＼度 の

理 念 か ら か け 離 れ た もの が あ る 。

「 何 だ 、 彼 は また 研 修 に 行 っ て い る の か ？

少 し は 役 に 立 っ て い る の か 」

「 上 か ら 命 令 さ れた か ら 行 くの だ。 何 も好 き この

ん で 行 く わけ で は ない 。」

い わゆ る 、研 修 よ そご と 論 であ る。 こ の よ う な 意 見

が 川 か れ る 原 囚 と し て 、 まず 竹 理 監 督 者が 研 修 の 心義

を十 分川 解 し て お ら ず 、 また 理 解 し て い て も、 職 務に

必 喫 な 知 識 や 教 養 を 身 に つ け る た め 研 修 で 俳 た 成 米を、

本 来 の 什 雅のI-.で 有 幼 に 活 川 させ る た め に 必 要な 峨li

指 導 が晒 切 に な きれ て い な い 。

また 、研 修 に か なけ る 職lU 、「 教 必を,■,■;, め るたit>」

と い う £:.
≫&.が 強 く、 そ れ を

峨 拐改 み に生 か そ う と する

心 構 え は 薄 く 、研 修 本 末の 心 図 と離 れ てい る 部 分 があ

る 。

第 三 点 と して 、現 行 の研 修u 度 はm 代 の 要 請 に 基づ

き その 都度 必 要 に応 じ て内 容 を付 け た し た 而 が あ り、

体 系 的 な 研 修 から も れ てい る 職tH い れ ば 、 職u 白身

も研 修 体 系 を十 分理 解 して い ない 側 面 もあ る。 従 って 、

以 下 の 点 を付 け 加 え たい 。

川 職U 訓ii の研 修計 叫 の 作 成

す で に 収') 入 れ てい る自 治 体 もあ る が. 職 ＼研 修の

計 叫 立 案 段 階 で 各 職場 の 代 表 か ら 構 成 さ れ る 「 研 修委H

会」 を 設け た い。 メ ン バ ー は 各孤 城 か ら 廿 理 職 をは

じ めー一般 職 μ 、 さ ら に 職 昌 組 合 も含 め て.  各職 場 や 職

別 で 必 要 な 職 務 研 修 内 方 を体 系 的 に 叶 画 する こ とに よ

り 、 部 内 研 修 の 必 要 性 の 自 覚 を高 め る と同 時 に 、 与 え

ら れ る 研 修 か ら 自 ら 求 め る 研 修 へ と 意 識 の 変 革 がili.'F

で き る から で あ る丿41

㈲　 研 修 結 米 発 衣の 場 とOJT の 推 進

研 修 結 果 の 報告 は 各区 で 研 修 生 の 職 場 報告 や。それ に

対 す る 所 属 の 上 司 が.Cr見 を記 人 す るな ど工 火 が な され

て い る 。 が 、 今一 つ 職場 に その 成 米が 生 か さ れ てこ な

― 175 －

0  -j ,i



い。それは研 修に参加した職 ＼と}&り出 した職場 との

川で。研修に対す る,ff:見交換 が行われてい ない せいで

ある。 日常的業務 も増大し多忙化 してい る今 日であ る

が、それ故 にこそ研修生の発表 の場 を各職場ご とに創

り出し、職場全体が研修成果 を共 有財 産にする必要が

ある。それは参加者白身の一層 の自己啓 発を促進し、

さらに管 理監督 者がoJT を進 める うえで重 要な資 料

となる。

剛　新たなる能力開発の導入へ

特別区は様々な改 浮がな されてい るとはい え、未だ

終身雇用 を背 景に機械的 な悪平等 やこ となかれ主義 が

根強く残っている。 こうした中で内部 システ ムだけで

変化への適応を可能にする行動力 と知識 水準 を備え た

創造的職貝を養成するには限界があ る。 今後、 行政を

生活者の視点でとらえ変 革へのエ ネルギーを充て んし

施策へ反映し ようとするならば、職貝が一 人の生活 者

として自主、参加、連帯の精神の もとに住民 運動に参

加し、しかも庁内 において自主的研 究グループ を組 織

し。学習の成果を広める機会が保障 されなけ ればなら

ないt510

（2） 職 ＼の憲欲を向 上させる

- 般的な傾向 として年令が高 まり高学Win になれば

なるIほど、商度の知識や技術 を必 要とする什 小を求め

る。特別区の職 ＼は高齢化して おり、 新人職n は鳥学

が化してい る。 しか も創憲 と工 夫をこ らしたifi軟な職

員が要求されている、とはい え、 行政 には単調で定 刈

的な仕-lUi依然として多 く。昇 任への道は狭 まり、中

鳥年者や高学歴者の 不満 を川幅 させている。 職u が自

分の職務を通じてその能力 を十 分発揮 し、その成果を

組織の内外において十分評価 され適正な処遇が行われ

るためには。職n の経験期 川に応じて、その能力を仕

事に生 かす場が保障 されなけ ればならない。 このため

の組織内の異動基準 は自己巾 告制度とともに厳正に活

川すべきであ る。

また。服務規律 の徹底 と見直しを図 る必要がある。

職貝の勤務 条件は民川 と比 較し恵 まれている而 もあり、

権利要求の みに埋没してい る職貝もいない わけではな

゛。しかも、 職貝の権利 が十分かつ公平に保障されな

゛と、職貝悶 から不平不 満が生 じ、権利意識ゐ強い若

手職貝と中高年職 貝の意識のギ ャップが深い職場では

顕桝となり、モラールが低下 する。職 ＼の自覚を水め

る竹J’|!片の強いリーダーシップが求められる。

(3)    管理 者は日々自己mm を　’

変化の激しい時代、様々な職貝が様々な思い をもっ

て組織でうご めいている。あふれ山る情報の洪水 の巾

で、真に必要 な情報を集め選択で きる職 貝が求 められ

ている。 そして、職員に開か れた行政組 織を受 けとめ

ることので きる職貝は、自治、参加、分権 を自己 認識

するこ とが必要であり, 管理者はそのような職貝 を育

成してい く義務がある。そのため、管理 者は多忙 な日

常菜務の中で、議会及びト ップからの政策的 側而と職

貝組合 からの労働者的M 面からの制約を受 けなが ら、

仕事において も人川関係において も自己 研珊を怠 るこ

とはで きない。

－ だれで も仕事で自己実現 をしたい と思い なが ら、

うまくで きずに悩 む。……

危機に際し、救って くれるのは組織ではなく人 だ。

こっ ちから入れこ まなけ ればそういう人間関 係も生

まれない。サラリ ーマンぱ 熱いフライパンの巾 の

揃い みたいなもので。じっとしていられない 宿命に

あ ると思う。M;(6’一

自 らがフラ イパンの 猫でありながら、自己尖現 を求

め、 しかも熱いフ ライパンの巾 の猫の宿命を背負っ

た多くの職n を受け とめ育てていく度吼が、今竹理

片に強く求められている。

注川　週 ＼】とちょう「研修計illlj」

注（2） 以上「職口参加の、ぎ義 と理論構座」松下七一

注(3) 「研修のひろばI No25 、26特別区職ll研修所

注w 「職n 参加の概況と形態」塩原恒 文

■ms] 「職 ＼参加と能力I)fl発システム」佐竹iii卓

江（6)      「読売新聞夕1 」̂」頂門冬二　60 、1 .13

参考文献

「職n ハンドブ ック」「研 修 のひ ろぱ」「週 同 と ちょ

う」「自 治体職貝の意識構造、寄本 勝美・下条美 智彦

著一学陽書房－ 」「 職員参加、松下圭一 著一学陽書房」

「新しいリーダーシップ、加藤富子・三隅二 慨二 著一

学陽書房」
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n　 組織の活力化

1　 自 治体が問 われているこ と

こ の研 修で 「地域社 会 と開か れた 行政組 織」 のグ

レープ を指 導された田中 豊治講師は（lj論文 の中で「中

込政府を含 む地方自治 体行政組織の現実態は、今日 なM

、環境圧力の直接的 影響を受 け入れにくい固定的 、

剥鎖的官僚v 界であ り続けている。 行政体 を不可 侵な

駝域 として保守しようとする傾向は、組織集団内 部の

体質をより一層古く澱 ませ、新しい時代の社 会的要 騎

に対する機動的適応能力 を欠如せしめ る。役 人天国 、

お役所仕事、権威主義的性格、構造汚職 といっ た言辞

はこの ような〈官 （行政）文化〉への批判的帰結で あ

る。」 と述べてい る。

今日の地方自 治体をとり まく情勢は「固定的、 閉鎖

的官 僚世界であ り続け」 るこ とは許 されず、 程度の差

こそあ れ、住民 参加 や情報 公開 を推 進 してい るの は

「新しい時 代の社会的 要請」 に応え ようとしてい る証

ノx.である。 そのため には、「組 織集団内部 の体質」 が

「古く澱」んでい ては、 地域 に開か れた行政 を展 開し

てい くこ とは望 むべく もない。行 政を活力化 し、「機

動的適応能力 」をもつ自治体行政組 織に変革してい く

ことが求められているのである。 市場経済 や民川 企業

には活力があり効率的であるのに対し、行 政には活力

が なく不効率であるという社会的定説にな っているこ

とから脱却し、「お役所仕事」「役人 天国」 とい われる

不名誉 な評価 を返上する ために も、組織 の活力 化 は取

り組 まなけ れば なら ない課題であ る。　’

2　 活 力ある 行政組織 とマン パワ ーの養成

そ もそ も行政組織は本来的 に活力 もな く不効率な も

ので はなく、行政機構の編成の仕方 や人的資 源の活川

の仕方 によっては充分に活力や効率性 を生 み出してい

けるのである。R 活力あ る行 政組 織である ためには(1)

問題を発見する能力 をもっているこ と。（2）発見 された

問題が組織構成貝に広 く伝達 され共有される仕組みが

働いていること。(3)提 起された問 題に組織構成貝から

対応 策、解決策が提案 され、討 譲する場と時悶が与 え

られていること。(4)問 題解決策の実施が可能 な組織編

成がで きていること、の要件が必要であ るとい われる。

前例踏襲にお ちい ぷこ となく、職貝が常に問題意識 を

もって 仕事 を進めていること、自分の仕事 が全体 の中

でど んな役割をはたしているの か、 他の仕 事とどうい

うか かわりをもっているのか を個 々の職貝が意識して

い ることであ るといえ る。③行政組織は住民福祉 の向

上 を目的 として活動す る有機 体であ って、外部環境の

変化 に適応しつつ、その目的 を達成してい くのである。

変化 する外部環境の中 にあ って、組 織として迅速に変

化 を予 知し、適 切に対 処してい く能力 を開発するこ と

は、今日の行政組 織が当面している 最大の課 題であ る。

組繊能力 を商めi>tz めには、 まず職 ＼の能力 開発が重

要視 されねば ならない のである。

このこ とは「 行政は人なり」 とい われるご とく、活

力あ る行政組織 がい かにマンパワ ーを養成し発揮させ

る か にか かっ てい る とい えるの であ る。 職 貝マ ンパ

ワ ーの発揮と養成の場は日常的 な仕事の中にあるが、

権 限や財源 を制約 され、 細かな法規や通達に準拠 され

てい る仕事の基本的性格 の状 況下にあって は、マ ンパ

ワー発隙の場 は限 られ、養成の必要性 も認 識されてい

なかっ たとい えるのである。しかし、 地方 自治体が政

策の当事 者となり得る よう な地域 社会の課題が生 まれ、

あ るい は政策の当事者たら ざるを得 ない ような住民の

要求 が生 まれて きてい るこ とから。マ ンパワ ーの養成

が 必要と されて きてい るので ある。

3　 自治体の組織風土

マンパワ ーの発揮 と養成は組織風土 や意識風土 にか

かってい る。自 治体行政にニコ ポンや腹芸が まかりと

お って、理屈が とおら ない 意識風 土であ れば、職貝の

意 欲の芽をつ んでし まい 、組織活動が沈滞化してい く

のである。最近、管理 監督者の機能として、 郎下 に対

する指導育成機 能を重 視する傾向 か拡が って きてい る。。CD

自 治体の管理監 督者と民川企 業の管 理IB. CM者 とを

比較 した公私比較研究に よると自 治体の 組織風土 の特

質 をみることがで きる。自治体行 政組 織を特傲づける

のは。

（1) 多くのこ とが年功序 列的 に決めら れてい る。

(2） 業績 によって昇進や待遇が きまるこ とがない。(3)

利益 やコストのこと をあ まり考 えなくてよい。(4

） 小 さな失敗や欠点 を気 にし なくて よい わけでは

ない。
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(5) 仕事外の行助 も拘 束される感 じがする。

(6) 自分の個性 を十 分に生 かすことがで きる人は企

業ほ ど多 くない。

があげら れている。 また、 自治体の場合は民 間企業と

比較すると課艮 と係 長の間にギャ ップが大 きい項目が

あって、係畏は

(1) 自分の個性を十分に生かすこ とがで きない。

（2) 人間的 派閥や情実が幅 をきかせてい る。

(3)    職場がぬる ま湯的で活気 に欠けてい る。

などと意識しているこ とであ る。mi に比べて、 係艮

にとっては所 属組織に対する不 信感 がはるかに強いら

しいのである。 自it-,体の課 妊は、民 川企業の課 長や係

畏とほぽ同じ割合で仕事への 満足 や働きがい を感じて

いる人がいるのに比べ、白 治体の係長には満足 感をも

つ人が少ないのであ る。自 治体の係艮の中で も、il:小

にやりがい を感じてい るのは

剛　自 分の惘性 を十分に生かすことがで きる仕事を

与えら れてい る。

(2) 自 分の 業績を上司や他部門 から適正 にif価され

てい る。

(3) 自分の上司 がリニダ ーとして積極的な管理行動

をとってい る。

場合であ る。 個性 を生 かせるという表現には自分に適

している、他人より も自分の方が うまくで きる、自分

の実力、 創造性を発揮で きるなど の意味が含 まれてい

ると考えられる、。 自治体の仕事 は日常定型的業務が多

く、専門的知 識や経験をか なら ずしも要求 きれない。

その中にあって、個性 を生 かせ るとい うのは、 企画的

仕事、法規的 処理 をする仕事、接 衝の 多い仕小 など職

務の性質が自己の適性に合ってい るかどうかにかかっ

ている。 しかし、自己の適性に 介ってい るから といっ

て。同じポスト に何年<.固 執することがで きない宿命

にある。 自治体には定期異動があ って、望 むと望 まざ

るとに関係な く一定年限で 異動 するこ とを原則として

いる。その目的とす るところは。

（1) 適材適所に職n を配 置し、 組織の充実を図 る。

（2） 職貝の経験を豊かに し、資 質の向上 を図 る。

ことにある。 まず適所に配 置されるか否かが。 やりが

いをもって仕事に収り組め るか否 かに大 きなかか わり

をもっている。 しかしなが ら。現尖問 題として、すべ

ての職 ＼が適性に 介っ た職場へ異動で きるとは限ら な

い。 その背 景とするところはいろいろとあろうか, -S

績や適性を適正 に評価 するシ ステ ムができていない の

が大 きな原囚であ る,   さらに民間企業と比較して、自

治体の紅織風土 の特質であげら れていた「多くのこと

が年功序 列的に決めら れてい る。」こ ととか「業m に

よって昇 進や待ifflが き まるこ とが ない。」 ことが考え

ら れ、 ま た、「人間的 派 閥 ヤ愉実 か幅 をき かせて い

る。」こと も考えられるのであ る。

人事y<助̂の もう‥ つの目的 であ る「 職□ の経験 を豊

かにし、資質の向上 を図る。」こ とにつ いては、川じ

職場に水 く従事し過 ぎるこ とか。「ぬる ま湯的で活気

に欠ける。」 きらい がで ること を避けるため と、自治

体の3;彷的性質 からゼ ネラリ ストをit h戊することが求

められてい るからである。 自治休業彷の中 には専門性

の高い 仕'!H あるが、一般的 には明 ”j知識 や経験 をも

つ係長で なけ れば処理で きないとい うことは少ない。

艮動先の什事に白分の個性を生かして、やる気がで る

のはその仕事が自己 の適性に 含っているか西かが服要

な・要素に ちがい ないが、決定的要素とは考えられない

むしろ、仕事の与えられ方に 大きく左右 され、やる気

をおこすか否かに大きく影秤してい ると考えられる。

このことは。自分の上司がリ ーダーとして, 積極的 な

管理行動をとっている かどうかに深 くかか わってくる

と考えられるのである。

4　 管理 職の管理行動

上司のリーダーシップやその他の竹理行動は部下 の

モラールを左右 する。自治体の課長は民間企業の課長

に比べると部下に対する竹理行動は令体的にil'l極的で

あ り、一つの管 理行動 をよくやる人は他の管理行勁 も

よくやるが逆にやらない 人は どれもよくやら ない 傾向

にあるようであ る。何事 にも消 極的 で安令 策ぱかりと

る上司の もとでは、モラールが低下するのは自明の理

である。 意思決定 を放棄して、な1  ゅ きに任せる態度

では部下が目的 をもって行動することがで きない。ぷ

下を放任するのと部下 との信m 潤 係 を築いて 仕事 を任

せるので は、外 見上 は同じ ようで も部下・の志 気と職場

の活力は全く ちがったものである。リ ーダ ーシ ップ を

とるとい うことは、結果 責任 をどうとるかということ

に綸びつく。民川企t との比枚で、自治体の特itの 一
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つt; 「小 さな失敗 や欠点 を気 にしなくて よい わけでは

ない。」 とい う のがある。 部下 の「失敗」 に上司 が ど

れだけ寛容に なれるか、また「失敗」 をどう治癒 して

い くかに よっ て志気 も一段 とちがって くる ものである。

自治体の課 艮が消 極的である要囚については次の よ

うな ものがあげら れている。

(1) 年功序列型 人事

自治体に は行政順があって、組織の名称 を羅列

すると きはこ れによるが、管理職の人事w・動 につ

’い て もこの 傾向 がある。 新任のm 艮がつ くポスト

とい うのがあ って、次 の人事m 動は 概ね部局 はち

がって も行政順 を基本とする能力 を収現しない年

功序列型 人事mil が行われる。

(2） 縦割的業 務

自治体 では一 つの課で も係 と係がちがう什事を

してい ることが多く、その統果課内 の有機的 結び

つ きが 薄くなる。―つの係がそれぞれ独立して自

己完 結 的 な仕事 を してい ると課長 は係 侵に まか

せっ きりで放任してし まうこともできる。

(3） 多い 人事異動

自治 体の課長は一般的に3 年程度、短い 場介は1

年で 異動 する。課内の状況を把握する頃には異

動し てし まう。 適切なリー ダーシ ップ は、その竹

理者の おかれている状況によって適宜選択される

必要があ る。 課長が把握しなければならない状況

には、仕事 の性 格、部下との人間関係、部下の能

力と志気 などがある。課長がこの状況を的確に把

撮で きない と、積極的な管理行動をおこすことが

で きない。 状況 がわからず放任すると、部下は部

下で 少々の川 川我 慢すれば. ＼'＼'j>か課n が't'O助才

る からとい う気 持になり無気力 になる。

(4) 少 ない 人小 権

民 川企業では人小弩課が広く行われており、十。

司 の部下に対する権威の裏付けになってい る。自

治体では勣彷評定を行っている組織は少ないだろ

うし, dill皮はあって も実際に人'J(に使われていな

い こと を杵が知っているという組織が多い。人事

権の少な きは、積極的竹理行動をとりづらくして

い るといえる。

(5) 組繊外部の意向

民im 企業の場 合は利益 や生 産性という基準の も

とに各自で決定し行動 する「 自律型」が多いこ と

に対 して、自治体の管理 者は決定 や行動の基準と

して 、議 貝、lil:論、マ スコ ミ、上 部行政庁の意向

やri艮の憲向を重 脱す る「他i＼型」が多い。自治

体 の課長が何か新しいこ とをはじめ ようと思った

ら 。あ らかじめ外部の干渉 を的確 に予想しなけれ

ば なら ない。「変 革への イニ シアテ ィブ」 をとっ

た り、「部 下 青 成」 の ため に、 自 分 が 企責 任 を

とって。 部下に新しい什'μをのびのびとやらせた

りするこ とは。大変雅しいこ となのである。

自it!体の課 長が消極的に なる 要囚 は多々あるし、無

気力に 落ちい りやすい場面に もし ばしば遭遡するが、

そ れら を克服 してい くこと を要求 されているのである。

実 務的 な仕小 の推進者が係艮であるこ とから『係挺行

政 』とい われるが、活力ある効率的 な行政を展開して

い くのは、ト ップ の姿勢は勿論、管理 職の積極的管理

行動に負 うところ が大きいのであ る。 今、管理職がお

か れている 々.場は 様々な制約 の中 にあって 、「管 理職

受 難時代j とい われる厳しい環境の中 にあ る。 その中

にあって、敢え て積極的 管理行動 をとる「自 型丿-tr-

理職が部下 を育成し、 ひい ては組織を活力化 してい く

のである。
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共通認識を得た． この共ii 認識 のもとで ．研修生かそ

れぞれ事例を持ち寄り．
宿泊研 修の場で 発表し、IS.i&

をきらに深め. 共体的 に取り組 むテーマはKJ 法 を活

用した．その結果．3 グループ に分かれ、私達3 名は

「職i1に開かれた行政組織」を分担することになり、

活川したK] 法のサブ テーマ、“職n 参加
・・ ‘職 ＼の意

識ぞ新̈ 及び ¨組織の活力化¨ をそ れぞ れ文筆した も

のであ る．

「職只に開か れた行政組織」が現在の区政の 爪要な

課題である との認識は もっ たものの、研 修陵、この課M

をどう料理すれば よい のか、各人が非常 に悩 んだと

こ ろで あ る 。 何 回 かの ミー テ ィン グ を重 ね た結 果,  お

互 い にヒ ント を だ しあ い 。 何 と か まと めあ げ た もの で

あ る。 し か し な が ら 、「 職 貝 に 開 か れ た 行 政 組 織 」 と

して 、一 貫 性 の あ る まと まり を もた せ る まで には 至 ら

ず、 各 人 の課 題 に対 す る受 け と め方 を そ、の まi,柳 さ ん

｜　　　　　　　　　　 ｜　　　1.1’
し た もの であ る 。 そ の結 果. 消 化 不 良 を お こ 、し てい る

とこ ろ が 多 々あ って 、赤 面の 窮 み で あ る。 引 き 続 き 今

後の 課 題 と して 研 錯 に励 み たい 。　　　　　h

fii後 に 、熱 意あ ふ る る 御指 導 を陽 っ た田 中a 治 講 師

と 親身 に な っ て お 匪話 し て く だ さっ た特 別 区 職 員 研 修

所 の みな さ まに川 く仰 札 巾 しあ げ ま す。
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